
－ 1 －

平成２０年第１回七戸町議会

予算審査特別委員会

会議録（第２号）

──────────────────────────────────────

○招集月日 平成２０年 ３月 ４日

○開会日時 平成２０年 ３月１２日 午前１０時００分

○散会日時 平成２０年 ３月１２日 午後 ５時０４分

──────────────────────────────────────

○出席委員（１６名）

委 員 長 天 間 清太郎 君 副委員長 田 嶋 弘 一 君

委 員 附 田 俊 仁 君 委 員 佐々木 寿 夫 君

委 員 瀬 川 左 一 君 委 員 盛 田 恵津子 君

委 員 鳥谷部 康 隆 君 委 員 三 上 正 二 君

委 員 原 子 孝 君 委 員 川 村 三十三 君

委 員 松 本 祐 一 君 委 員 二ツ森 圭 吉 君

委 員 田 島 政 義 君 委 員 中 村 正 彦 君

委 員 白 石 洋 君 委 員 工 藤 耕 一 君

委 員 田 中 正 樹 君

──────────────────────────────────────

○欠席委員（１名）

委 員 田 嶋 輝 雄 君

──────────────────────────────────────

○委員外議員（０名）

──────────────────────────────────────

○説明のため会議に出席した者の職氏名

町 長 福 士 孝 衛 君 副 町 長 小 又 勉 君

総 務 課 長 藤 賀 慶 二 君 支 所 長 駒 嶺 純 一 君

企画財政課長 坪 寿 美 君 税 務 課 長 天 間 勤 君

町 民 課 長 岡 村 茂 雄 君 社会生活課長 附 田 繁 志 君

健康福祉課長 大 平 均 君 会 計 課 長 小 林 章 廣 君

農 林 課 長 森 田 耕 一 君 新幹線建設対策課推進監 太 田 茂 君

新幹線建設対策課長 八 嶋 亮 君 建 設 課 長 天 間 一 二 君

商工観光課長 塚 尾 義 春 君 上下水道課長 神 山 俊 男 君

城南児童館長 成 田 武 泰 君 道ノ上保育所長 向中野 良 一 君

教 育 委 員 長 中 村 公 一 君 教 育 長 新 谷 勝 弘 君

学 務 課 長 仁 和 民 男 君 生涯学習課長 楠 章 君



－ 2 －

スポーツ振興課長補佐 桜 田 明 君 中央公民館長 二ツ森 政 人 君

南 公 民 館 長 千 葉 岩 男 君 農業委員会会長職務代理者 小 栗 作之丞 君

農業委員会事務局長 中 野 均 君 代表監査委員 新 舘 昭 子 君

選挙管理委員長 松 下 喜 一 君 選挙管理委員会事務局長 岡 村 茂 雄 君

──────────────────────────────────────

○職務のため会議に出席した事務局職員

事 務 局 長 小 林 広 一 君 事 務 局 次 長 中 野 昭 弘 君

──────────────────────────────────────

○会議を傍聴した者（２名）

──────────────────────────────────────

○会議の経過



－ 3 －

開会 午前１０時００分

○委員長（天間清太郎君） おはようございます。

ただいまの出席委員は１６名で、定足数に達しております。

したがいまして、予算審査特別委員会は成立いたしました。

これより本日の会議を開きます。

本日の審査日程及び本委員会における説明員は、お手元に配付したとおりです。

お諮りします。

本委員会の傍聴を許可したいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） 御異議なしと認めます。

したがいまして、傍聴を許可することに決定しました。

本委員会に付託されました事件は、議案第１５号平成２０年度青森県上北郡七戸町一般

会計予算から議案第２４号平成２０年度七戸町水道事業会計予算までの１０件でございま

す。

審査に入る前に委員長からお願いがあります。

本日は、一般会計予算の第９款まで審査を行いたいと思いますが、御協力のほどよろし

くお願いします。

それでは、議案第１５号平成２０年度青森県上北郡七戸町一般会計予算を議題としま

す。

これより質疑に入ります。

質疑は、事項別明細書により行います。

歳入から行います。

１１ページ、第１款第１項町民税から、１５ページ、第８款第２項特別交付金まで、発

言を許します。

○委員長（天間清太郎君） １番。

○委員（附田俊仁君） １２ページ、第１款の国有資産等所在市町村交付金のところで、

奥羽種畜牧場から５５万５,０００円の交付金が発生しているのですけれども、この内訳

を御説明いただきたいと思います。面積というか、面積掛ける評価額とか。

○委員長（天間清太郎君） 税務課長。

○税務課長（天間 勤君） 大変申しわけないのですけれど、そこの資料、今日ちょっと

その面積とかそういうのを持ってきてませんので、後でもよろしいでしょうか、大変申し

わけないのですけれど。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） 定かにはわかりませんけれども、私はこれ議員のときから、これ

は非常に不合理だという考えを持っていました。あれだけの千数百町歩の面積を持つ牧場

に、５５万円とか６０万円というのは考えられない話であります。
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ただ、これは、私も議員のときたびたびこの問題を取り上げて質問したりしたんですけ

れども、これは何か昭和２年だか３年に規則、法律があって、国の資産に、財産に課税さ

れないという法律があるのだそうであります。それを根拠にしてこういう数字が出てきて

いると思いますが、ここで出ているのは課税される部分のものに課税されているというこ

とで、全体的には課税されていないものだと思っています。

それで、課税でなくて交付金になっているということでありますので、これから、その

辺については研究しながらまた頑張っていかなければ、私もならないと思っています。

よろしくお願いします。

○委員長（天間清太郎君） それでは、後で税務課長よりお知らせいたします。１番委

員、よろしいでしょうか。

○委員（附田俊仁君） はい、よろしくお願いします。

○委員長（天間清太郎君） １１番。

○委員（川村三十三君） 町長から来年度の予算についての大綱は説明受けました。しか

し、町長はそのときに詳細にわたっては副町長並びに関係課長から説明させるとありまし

たが、町長の説明だけではわからないと私は、私はわかりません。

したがって、来年度の施策に当たって何が重点なのか、そしてこれから５年間に向かっ

ての重要政策について町はどう取り組んでいくのかということの方針が見えないわけでご

ざいますので、その点について、審議前に私は説明をいただいた方がよろしいのではない

かと思うのですが、それは委員長の判断にお任せいたします。その方が私は予算審議上ス

ムーズにいくのではないかと思うのであります。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） すると、町長にならないでどちらの方から聞くということで

しょうか。

１１番。

○委員（川村三十三君） 言ってるように、副町長または関係課長と言ってますから、そ

うなれば企画財政課長が予算をつくったかどうかわかりませんけれども、副町長並びにそ

ういう方々だろうと思っていますので、その方がいかがかなと思って。

議会の皆さんにもお諮りいただいて、そうじゃなくて、もうすぐやれと言うのであれ

ば、それで結構なんですが、私はそういう考えを持っていますので、委員長お諮りいただ

ければと思っているわけです。

○委員長（天間清太郎君） 議会の方々どうでしょうか、このままでいいでしょうか、そ

れともまた説明をいただきたいかどちらか。

１４番。

○委員（田島政義君） 主たるものを説明するのであれば、ばあっと細く質問されるより

は、これが集中的に、今年度はこれを集中的に、この課によってはあるいは農林課は農林

課、建設課は建設課、こういうものでこういうものでやっていくんだというのでも、本当
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に目玉、７項目の中のどれとどれが一番やっていかなければいけないんだというのだけで

も説明受けれれば非常に助かる。

○委員長（天間清太郎君） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時０７分

再開 午前１０時０９分

○委員長（天間清太郎君） 休憩を取り消し会議を開きます。

８番。

○委員（三上正二君） 先ほどの１番議員の調べついでに税務課にお願いします。

１２ページの２目のところでこの農林省の形の５５万５,０００円もそうですけれど

も、その下のもとの獣医のことだと思うのだけれども、２５万８,５００円それから、東

北森林組合の一千三百何ぼか、その辺のあたりもちょっと説明。

というのは、獣医というのは面積大したことないわけ。でも２５万でいけばそれからす

れば、町長、さっき説明したとおり、何十町歩ある中で５５万円というのもちょっと。

だから、その辺のところ、その辺もついでに調べてくれませんか。

○委員長（天間清太郎君） 税務課長。

○税務課長（天間 勤君） ８番委員の、それから１番委員からも質問があったように、

面積のほう、大変申しわけないですけれど後でお知らせしたいと思います。

よろしくお願いします。

○委員長（天間清太郎君） ８番委員、いいのでしょうか。

○委員（三上正二君） はい、よろしいです。

○委員長（天間清太郎君） １４番。

○委員（田島政義君） １１ページ、町税のところで、滞納予定の１０％、２５０万円、

１０％ですから２,５００万円ぐらいの滞納があるということになるわけですが、これ

やっぱり、２,５００万円の滞納というとかなりのあれだと思うのです。１０％というけ

れども、去年の職員と議会の給料カットした分は滞納かかっているということになります

から、その辺、とれる見込みが何だかんだ１割ぐらいは常に法的にのせなければならない

のかどうか、そこをちょっと説明。

○委員長（天間清太郎君） 税務課長。

○税務課長（天間 勤君） 一応、滞納の部分については去年の繰り越し、それから今ま

での繰り越し等を考えて、ある程度徴収できる見込みを上げてました。職員もそれに向

かって頑張っておりますけれど、なかなか思うような徴収には至っておりませんけれど、

ただただお願いして歩いているようでございます。

○委員長（天間清太郎君） １１番。

○委員（川村三十三君） 企画財政課長にお尋ねいたしますが、合併してから５年間のこ

の枠でもっての計画があるわけですが、この予算編成に当たって、推計表から見た予算編

成は何％ぐらいを見込んだ上での歳入並びに歳出の構成であるのかということが１点。



－ 6 －

二つ目、前から言ってるのですがたばこ税、今年の予定は約１億２,０００万円ぐらい

なものですが、これにかかわって、前に副町長にも言ったことあります。町長もよく聞い

てください。１億１,０００万円余の収入ということは、これは大きなものです。交付税

に比べてみても非常に大きなものであるだけに、この使い道にたばこをのむ人に対する処

遇ということも私は考えてほしいと思う。

ということは、役場においでになる方々は全館禁煙ですよね。前は何かたばこの分煙を

防ぐような、吸収できるような装置もあったのですが、やはりそういうようなもので住民

にサービスでもって返していく方向幾らもかからないでしょう。同時に、職員の福利厚生

から見てもプレハブへわざわざ行くんでなくて、庁舎につけたところにそういうような喫

煙室を設けるとかという方法等を考慮したほうがいいだろうと思っているわけです。その

２点についてお伺いいたします。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） 当初予算に当たりまして、推計何％ぐらいと見込んで編

成したかという御質問でございますが、従前からいっておりますように、大変厳しい財政

状況、これは変わりありません。地方交付税、四十何％占める交付税ですが、その交付税

が昨年度発表された出口ベースで４.２％の減ということが発表されており、当町におき

ましてもそれが編成上のネックでございました。

ということから、課長会議等におきまして予算編成方針の説明いたしました。非常に厳

しいということで臨んでいただきたいということで、予算編成、何とか今９５億８,００

０万円ですか、というふうな形になってますけれども、これについては、補助金、交付金

等が大きく事業のために入っていることから、こういうふうな額に２.８％増となってお

りますが、本来、従来、経常的に使われる事業につきましては非常に厳しい財源となって

おります。

私の口から以上お答えいたします。

○委員長（天間清太郎君） 総務課長。

○総務課長（藤賀慶二君） 川村委員の喫煙者の待遇についてお答えいたします。

いわゆる、公的機関の施設内においては、今までの分煙室とかそういうのを設けて対応

していたのを、完全に庁舎内での喫煙は禁止するという義務が法律的に定めています。

ということで、役場においても庁舎内の喫煙はやらないで、先ほど川村委員が指摘しま

したが、別な場所に喫煙する場所を設定して対応しているところです。

なお完全に庁舎内での喫煙室を設けるとなると、いわゆる煙を完全に遮断するシステム

等が必要になるということで、何といいますか、エアカーテンといいますか、そういうの

を使ってやらなければならないと。それに対してはかなり額もかかるということで、当面

はそういう理由で一応庁舎内では禁煙にして、庁舎外の施設で対応させているという状況

でございます。

ですから、そういうふうな完全なる庁舎内の分煙室については、先ほど言いましたよう
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に高額な費用がかかるものですから、現在のところそういう状態で実施しているところで

ございます。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） よろしいでしょうか。

１１番。

○委員（川村三十三君） お金がかかるというのは、１億２,０００万円も町に入る中で

１億円もかかるわけないでしょう。そうでしょう。したがって、それは四、五百万円かか

るかもしれないけれども、これは町民がいて我が町でたばこを買っていただけるからたば

こ消費税が入るのであって、それに対する何もやらない、そして役場の中では、今度役場

の敷地内でもって今度はなるようになるんでないのか、それが、恐らくそうだろうと思う

のです。

そうした場合に、喫煙者の権利というものはどこで補償するかということです、そうで

しょう。町民からいただいたものに対しては、町民にある程度のサービスをしなければな

らないというのが、これは原則であります。

これはやっぱり、役場の敷地内云々などということじゃなくて、やはり法律というのは

これから変えることができるわけですから、地方自治体に入るから国はそんなことをやっ

てる。ガソリン税の場合どうなの。よろしいですか。

したがって、私たちの税金は私たちで決めるというこの原則でやったならば、私は喫煙

者に対する一定のサービスをするべきだと。役場がそれを率先してやるべきだと思う。こ

れは課長の答弁ではだめ。町長答弁してください。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） それでは、お答えを申し上げます。

おっしゃる意味もわかります。しかし、今、禁煙というのは全国的な流れなわけであり

ます。しかも喫煙によって他人に迷惑をかけないというのは大原則であります。

そういう意味からいきますと、やはり喫煙、あるいは迷惑をかけないということを優先

していかなければならないと思います。分煙するといいましても、かなりさっきも言うよ

うに経費もかかることでもありますし、そういう意味で皆さんの了解とまではいってませ

んけれども、町としては庁外に、庁のすぐそばですけれども、喫煙のためのプレハブをつ

くって、そこで喫煙をしていただいているということですので、それで何ら皆さんから

は、それで問題もないようでありますので、その辺は御理解を賜りまして、せっかくいた

だいたお金につきましては少子高齢化とかそういうものとか、またいろいろ教育とか人材

育成とかそういうものに使用させていただいて、より立派な国にしてまいりたいと思いま

すので、よろしくひとつお願いします。

○委員長（天間清太郎君） １１番。

○委員（川村三十三君） 町長もそれはへ理屈だ。だったらたばこ売らなければいいん

だ、本当の話。しかし、実際に多数の方々、喫煙者は減ってはきたのですけれども、だけ
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ども、こういうようにたばこ消費税というものをたくさんいただいているということに対

しては、私は町民にそれ相応の還元をすべきだと。確かにあなたがおっしゃるように、少

子高齢化のにやると言ってる。それは一般財源ですから、それは可能なわけですけれど

も、私が言ってることは、せめて役場においでの方々に対しては、禁煙ですから外に行っ

てのんでください、余りにも気の毒でしようがないのです。雨降りだとか吹雪の最中に外

でのんでるなんて、全くこれは、町長はたばこのまないでしょう。私ものみません。した

がって、そのたばこののまないのの苦しさはわかりません。

だけれども、職員でもどなたでも相当いて吸っていることについて気の毒でしようがな

いのです。私は、そういう意味においても早期に、町民から聞いたことないでしょう、第

一に。町民は何も言わないなんて、話さないのです。あなたが怖いからです。だんだん怖

くなってきたのです。何年も同じいすに座っていると、威力がついて威厳がついたように

見えるのです。ですから話さないのです、いいですか。

だけれども、のむ人の身になって考えていくということも、おのれのいすがこの次はだ

れに変わるかわからないけれども、やはりそういう石も、他山の石ということもあるでは

ありませんか。

したがって、そこのいすに座っていてたばこのまないからということで、たばこをのむ

人の身にもなって考えていただくようにしてほしい。答弁要りません。

○委員長（天間清太郎君） あとありませんか。

１４番。

○委員（田島政義君） 総務課長、先ほどたばこのあれで法律といったけれど、これ町の

規則か何かでないですか。どこかの法律ですか。法律であれば、総務課長、県庁は県庁の

中でちゃんと喫煙室設けているでしょう。法律なら県庁の建物の中につくられないでしょ

う。そこもう一回。

○委員長（天間清太郎君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（大平 均君） お答えします。

先ほど法律といったのは、平成１５年に健康増進法で、公共施設または集会施設等で受

動喫煙がないように努力義務がされたということで、そういう意味で言ったと思いますの

でお願いします。

県庁については、分煙でやっておりますけれども、議会等についてはまだそこまでいっ

てないということで、全面禁煙に向けて、健康福祉部関係は禁煙していますけれども、ほ

かの部についてはやっていないところもあります。分煙はやっているのですけれども、今

度全館禁煙ということで動いているようでございます。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） １４番。

○委員（田島政義君） そうすれば、別に法律では絶対だめだということでないわけで

しょう。そういうふうにしていただきたいということでしょう。
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であれば、私もたばこ吸っていません。だけども、たばこ吸わないのだけれども、やっ

ぱりこの１億２,０００万円のお金が入ってくるときに、試算したことある、玄関の脇に

そういう雨風当たらないとか、そういうので幾らぐらいかかるかというの、ただお金かか

るといったけれど、あなた方のお金かかるというの、試算してのかかるものなのかどう

か。プレハブだって、職員が互助会で買ったとかと聞いたけれど、町で買ってるんでない

でしょう。

その辺も、やっぱり本所の場合はこのくらいかかると、支所の場合はこのくらいかかる

というの出してみてだったらわかるのです、一回も出してない。

ですから、そういうの一回出してみてください願いします。

○委員長（天間清太郎君） 副町長。

○副町長（小又 勉君） 健康増進法を受けて各市町村、これ合併前ですけれども、恐ら

く健康しちのへ２１とか、健康てんま２１とつくっています。その中でたばこの害、いわ

ゆるたばこを吸わせないようにするという一つの方向があるのです。当然行政として率先

して、いわゆる喫煙者を減らしていく、こういう一つの目標を立てています、その中で。

実は、それを受けて、じゃ、たばこ喫煙所をどうしましょうかというのを検討しまし

た。公共施設ですから、役場の庁舎だけでないのです。完全分煙であれば認められると、

全く煙が漏れないように。そうすると、必ず区切らなければならない。各施設を計算する

ととんでもない額になってきます。当然数百万円、あるいはまた場所によっては１,００

０万円近くかかる、そういう実は試算をしました。もちろん個々の施設ごとの試算という

のはしませんけれども、その前にいわゆる煙を吸収する機械、そのものも実は置いてまし

て、それでやっていたけれども、それだけではだめだということで当然区切らなければな

らない。そうすると、公共施設全体でこれに対応するのは不可能だと。

それと同時に、法律でいわゆる喫煙者を減らしていきましょうと、受動喫煙の害をなく

しましょうという方向がついたわけです。そうすると、率先して行政やらざるを得ない

と。

それから、もう一つ言われているのは、たばこ税というの入ります。入るけれども、国

の試算であれば、それ以上に医療費がかかると、たばこの害によって、そういうことも言

われてまして、じゃ、長い目で見て喫煙者をだんだん減らしましょうと。率先して進める

のが行政から、いわゆる公共施設から始めましょうということで、いわゆるそういう施設

内での、建物内での喫煙はやめましょうと。あとのむのはのむ人に任せると。

これ矛盾しているのです。国の法律でそう定めて、いわゆるたばこ産業で販売を許可し

ていると、非常に矛盾しています。しているけれども、いわゆるこの辺をそういうふうな

形で解釈していかざるを得ないというふうに思っていますが。

だから今戻って税金でそれをつくるということは許される時代ではないと。いずれは、

敷地内の禁煙というのも、だんだんこれ、町長がおっしゃったように時代の方向として流

れていくと思います。
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そういうことでひとつ理解していただきたいと思いますが。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） 意味はわかる、東京のほうへ行っても道路でも吸われないという

世界だから、それはわかるのだけれども、では、町としても吸わせない方向で行きたいと

いう方向ならば、今たばこ１カートン買うことでライター一つずつに対し町で助成してい

ないか。たしかしてるはずだ。とするならば、何のためにしているのか。吸わせないとい

うのは吸わせなくていい、そういう方向の流れならそれはそれでいいの。

でも、片方では吸わせないようにして、町でもしていながらライターをこうやってたば

こ屋に、町長、たばこ屋だからわかるけれども、１カートンに一つずつくれているはずな

んだけれども。

たしか、前に質問したときに、いや、そういう形でたばこ税入って何も助成も何もない

かといって、そういう形で答弁受けたことあるからだけれども、それ変わったのだろう

か。

○委員長（天間清太郎君） 副町長。

○副町長（小又 勉君） ですから、そういうことを言われると非常に矛盾する面があり

ます。実は、たばこ振興会にも、たばこ耕作振興会にも助成はしているのです。ですか

ら、たばこの販売の組合自体にも幾ばくかの助成はしていると、いわゆる産業振興とい

う。ですから非常にこの辺、ただライター、町としての今ネーム入れとかそういったもの

はない。いわゆるそちらさんのほうでそういうサービスでやっていると思いますが。そう

いうことです。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） いつの時期だかわからないが見ても、そういう形で、たばこ振興

会って、これ産業として、農業の部分の産業として、これはこれでわかるの。ただ、町と

しては、よそのほうはどうでもいいという言い方ちょっと失礼かもわからないけれども、

町としてそれこそたばこやってる人、耕作者がいるのだが、それはそれでいいんだ。振興

会のほうでたばこ出してやりたいと、農業所得の一環として。

ただし、そういうたばこを今副町長が話したから言うので、それこそたばこをのませな

いようにしようとしてます、というふうにいうならば、その前に、これいつ言ったか忘れ

たけれども、そんなにずっと前の話でないんだ、これ。どうしているのと言ったら、たば

こ１カートンずつ買えばライター１個、実際それ本当かと思って野田食品へ行ってたばこ

買って、これどこから出ると言ったら、これ役場からもらってると。それなら半分ずつ

売ったらあなた方は得するのでしょうと言ったら、そうだねと言った。だから記憶あるん

だ。

だから、やめるんだったら何もその分も、のませるのだったらそういう方向ならそれで

いいんだけれども、であれば、たばこの好きな人は１００円、１００円といっても無理だ

と思うから、それもやめればいいし、ただ、片方でわからない、片方でいいというのも、
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ちょっとこれもなと思うのだけれども、少なくともそこだけはきちっと線引きしたほうが

いいのではないかな。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） 町長のほうもたばこの販売店だというふうに言われました。私も

販売して何十年になるわけですけれども、この商店の組合をある程度お願いして助成金を

出してやったというのは、かつて、たばこ消費税というのが、たばこ税というのが入ると

いうことで、できるだけ町内のたばこ店から購入していただきたい。売れた分の何％は町

内に入るということがあった（発言する者あり）今もそうですけれども、そういうこと等

でぜひお客さんを引きつけて、町内で多く販売して、そのお金を役場に納めるようにとい

う、そういうねらいもあるわけですので了解していただきたい思います。

○委員長（天間清太郎君） ありませんか。

１６番。

○委員（白石 洋君） たばこ吸うのですが、それはそれとしても、ただやっぱり、どう

しても役場に町民の方々が用があって来るわけですけれども、そのときに例えば役場の玄

関のところで吸ってくれとか、いうなこと等もあるものですから、どうしても見てるとお

客さんも入りづらいし、それからまた職員の人たちもちょっと肩身も狭いし、私たちもそ

うですけれども、というように雨降る、雪降るというようなことでブルブルしながらたば

こ吸ってる。やめれればいいなと思うのですが、どうしても意志が弱いものですから、何

となくつられてつられて吸っているんです。

ですからは、私は単純に、確かに法ではあれでしょうけれども、たばこを吸う人たち、

お互いは別としても、吸わない人にとっては大変毒だと、こういうことになるわけですの

で、やはり、例えば議会中でも休憩時間にちょっと下に行ってたばこを吸うというのも、

かなりの人数で吸っているわけですけれども、時間がないからついでに２本ぐらい吸うな

んて吸っていることもありますけれども、ですから、余りお金をかけなくても、例えば１

階の当直室のあるあたりにでも、ちょっと細工をして、あるいはまたどこかにパテーショ

ンで区切って、大々的にカーテンだとか何とかという話になればこれはとんでもないお金

かかるわけですから、そうではなくて今、ちょっと行って吸う間に何とかあれする方法が

あれば助かるなと思って、ある意味では単純なお願いでもあります、正直、私だと。

ですから、この議論は何時間やっていてもこれは予算委員会ですからあれですので、で

きるだけ何とか叶うように御検討いただくということでいかがでしょうかなと思ってるの

ですが、町長、どんなあんばいですか。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） 十分気持ちはわかりますし、そうあるべきなのかなという思いが

ありますけれども、今おっしゃること検討してそういう方向で進むということは、時代に

逆行するということになりますので、非常に難しいということでありますから御理解いた

だきたいと思います。
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○委員長（天間清太郎君） ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） 次に、１５ページ、第９款第１項地方交付税から、１８ペー

ジ、第１２款第２項手数料まで発言を許します。

１４番。

○委員（田島政義君） 土木使用料のところで、町営住宅の未納ですが、これなかなか入

るときは皆保証人もついて入っているわけなんですが、建設課でも大変、督促、税務課と

同じでなかなかこれも行ったり来たりですが、年代的にやっぱり高齢者のほうが多いの

か、それとも若い方々も結構入っているのですが、年齢的に４０代、５０代以降と、５０

代下と分けたらどっちのほうが未納が多いのか、その辺わかりますか。わかったら後でも

いいです、教えてもらえれば。

○委員長（天間清太郎君） 建設課長。

○建設課長（天間一二君） 年代別に分けたのはありませんけれど、調べてお知らせしま

す。

全体的には、一応滞納者は５５人ほどありましたので、その年代別にはちょっと調べて

御報告したいと思います。

○委員長（天間清太郎君） いいでしょうか。

１１番。

○委員（川村三十三君） １６ページの保育園保護者負担金滞納というのあるのですが、

非常に若い方々、このごろ仕事がなくて、またあってもパートでも大変苦しいと思うので

すが、プライバシーの関係もあるでしょうれども、どこの保育所でどのくらいというのが

ありましたらお知らせいただけますか。滞納者の地域、保育所ごととは言いません、地域

で結構ですから、ありましたらお知らせください。

○委員長（天間清太郎君） 社会生活課長。

○社会生活課長（附田繁志君） お答えいたします。

総額では約１５０万円ありますけれども、保育所別の資料は今手元に持ってきておりま

せん。後ほど。

○委員長（天間清太郎君） １１番。

○委員（川村三十三君） そこで、担当課長ですがこれを救済する手はないのですか。例

えば今１５０万円といってますけれども、額面からいきますと１００万円ということに

なって、これとれる可能性、とれない可能性というのはあるのですか。どうなんです。

例えば、年長者で今度は小学校へ入ってく。そうなると、回収はするでしょうけれど

も、なかなか回収も困難だというような、そういう家庭もあるものですか、いかがでしょ

う。

○委員長（天間清太郎君） 社会生活課長。

○社会生活課長（附田繁志君） お答えいたします。
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減免措置は、条例に基づいてありますけれども、実際、現在、滞納している方は多い人

で４０万円ぐらいあるわけです。それについては、必ず徴収するということで細かい納入

等の方法を用いて、今徴収している段階でございます。必ず徴収する予定でございます。

○委員長（天間清太郎君） １１番。

○委員（川村三十三君） １５０万円に対して４０万円、１人で４０万円ということにな

ると、何人も滞納者はないわけですよね。１人で４０万円も滞納しているということにな

れば、そういうような点について、保育所あたりでも保護者にも指導しているのかどう

か。

例えば、パチンコやって負けて払えなかったとか、例えばです。自分の生活基盤が揺ら

いだために、みずからの生活によって揺るいだために、幼児に対する保育義務を怠ってい

るとかという家庭ではないわけですね。その辺のところまで調べてございますか。

○委員長（天間清太郎君） 社会生活課長。

○社会生活課長（附田繁志君） お答えいたします。

これにつきましても、もう子供が小学校、中学校に行ってる方もあります。これにつき

ましても、毎月自宅訪問するなりして説明しながら、何とか一般町民等の公平さを欠かな

いようにというふうなことで協力依頼しながら徴収に努めている状況でございます。

○委員長（天間清太郎君） １１番。

○委員（川村三十三君） 保育所出て中学校行ってる間にまだ滞納金を精算できないとい

うことになれば、ほぼ不可能に近いのではないかな。そうなると、当然ＰＴＡ会費または

給食費等の支払いも滞っているのではないのかなと予想されるわけです、そういう家庭に

おいては。中学校まで行ってまだ保育所のお金払ってないなんていうことになると、これ

はその子供にとっては非常に不幸を背負って学校に行ってるようなものですから、気の毒

でならないのです。

ですから、その辺の救済措置というよりも、こういう親の実態を見たいのです。どうし

てもとか、病弱でとかということで支払えないのであれば、町はそういう方向でやらなけ

ればいけないだろうし、今職を見つけても職がないというのであれば、町で何らかの形で

これを働く方向を見つけてやるとか、そういうような手だてをしないと、私はこの滞納金

というのは解消できないと思っているのです。

課長は、どうお考えですか。

○委員長（天間清太郎君） 社会生活課長。

○社会生活課長（附田繁志君） お答えいたします。

この滞納繰り越しの滞納者は、夫婦共稼ぎとかそういう人で、保育料の最高の徴収額を

払っている人が多いというふうなことでございます。１９年度も約３００万円ありました

けれども、１５０万円くらい徴収しました。

そういうふうなことで、今小学校に行ってるわけですけれども、何とかというふうなこ

とで徴収に努めていると、またとれるという見込み持っています。
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以上でございます。

○委員長（天間清太郎君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） 次に、１８ページ、第１３款第１項国庫負担金から、２２

ページ、第１４款第２項県補助金まで発言を許します。

８番。

○委員（三上正二君） ２０ページの３目農林水産業委託金と、これもしかすれば、何と

いうのかな、試験田とかそういうモデル田のことなのか、ちょっとこれを教えてもらえれ

ば。

○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） お答えします。

地域飼料資源有効活用整備調査委託金１０万円でございますけれども、これは２０年度

から国のほうの委託を受けまして、飼料生産の協業化を図ろうとする地域を対象として、

既存の農地等の概要や畜産的土地利用の状況等の意向等の調査をするための委託料でござ

います。

○委員長（天間清太郎君） あとありませんか。

１１番。

○委員（川村三十三君） ２２ページでありますが、二つあります。強い農業づくり交付

金、遊休農地解消普及事業ですが、具体的に町として遊休農地の解消計画なるものはある

ものですか。それは、どこの土地をやろうとしていますか。

ふたつ目、その同じページでありますが、８目の教育費補助金の放課後子供教室推進事

業費補助金、この受け皿はどこですか、その２点であります。

○委員長（天間清太郎君） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（中野 均君） １１番委員にお答え申し上げます。

強い農業づくり交付金、遊休農地解消普及事業でございますけれども、これにつきまし

ては平成１９年度、今年度でございますが、町内にも相当数遊休農地が散見されるという

ことで、農業委員の方々が８月から９月にかけて実態を調査してございます。その中で、

各毎戸に、農業委員会便りでもお知らせ申し上げておりますけれども、１０６ヘクタール

の遊休農地耕作放棄地が確認されたということで、このままですとどんどんそういうふう

な状態がふえていくということで、来年度はもう少し力を入れて実施したいということ

で、この調査を。国の国庫補助事業でございまして、１００％補助でございますけれど

も、この事業をまた継続してやっていきたいと。

それで、七戸農業委員会便り２月でお知らせしてあるのは、現況が山林原野化もしてい

ると。それから荒廃地化、いわゆる灌木は生えていないけれども農機以外の重機を入れな

ければならないとか、あと管理不良で、これについては作業用のトラクター等でできると

いうふうなパターンのやつがあるわけですけれども、この管理不良の農地、これだけでも
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今手を加えると農地に戻っていくという可能性がすごく多いものですから、その辺を重点

的に来年度の事業として国庫補助にのせてまた調査していって、その農家の所有者の意向

等を聞きましてそれに基づいて農業委員さんが農家に出向いたりして、規模拡大農家とか

認定農業者等への有効利用を進めていくというふうな事業でございます。その分の交付金

ということでございます。

以上でございます。

○委員長（天間清太郎君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（楠 章君） 続きまして、放課後子供教室推進事業費補助金の内容に

つきましてお答えいたします。

この事業は、児童の放課後の安全、安心な居場所を確保して、なおかつ子供たちの学習

あるいは体育、運動ですね、それから文化活動を推進するということで、平成２０年度、

また新たな内容を持ちまして実施される事業でございます。

七戸町では、城南児童館、城北分館それから東小学校を拠点といたしまして、結局三つ

の拠点場所を設けて活動を行うという予定にしてございます。

以上でございます。

○委員長（天間清太郎君） １１番。

○委員（川村三十三君） 農業委員会のほうに、２月の広報では農業委員、各委員がそれ

ぞれ町の遊休農地を調べて歩いたという報道は受けております。

ただ私は、散見する遊休農地をただ復活しただけでは、私は農業生産性は上がらないと

思う。散見しているところをいかにしてこれを集団化するかということが、私は将来にわ

たってのこれは農業経営の大きな課題になり得るだろうと思っているわけです。ここで議

員の方でも膨大な農地を耕作している方があるわけですけれども、しかし、それが広い地

域に散見していると、経費がかかってこの利益を上げるということは至難の業であります

だけに、将来的にわたって私は農業委員会というものは、そういうように農地の集団化を

図りながら効率的な農業経営をやるということが私は求められているのではないのかな

と。

とりわけ、今日的な時点において、恐らくあと２０年もしないで、地球規模においての

食糧危機がやってくるだろうと思っています。現に、もうトウモロコシ、大豆等の値上が

りが非常に急速に進んでいる現況を見るときに、本当に地質もいい、季候もいいこの日本

の農地をほったらかしにするということは、私はもったいないと思うので、農業委員会の

早急なる、そしてまた大きな決断のもとに、本当に第一次産業である農業を推進しながら

七戸町の方向性を探ってほしいなと、こう思っているわけです。

それから、放課後の子供のことでありますが、城南、城北、東小学校ですか、こういう

ところではやっているようでありますけれども、これと小学校との関連はどうなっている

のか。

例えば、東小学校であれば東小学校の中にいるでありましょうけれども、城南、城北と
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なると完全に学校から下がった後の対応でございます。こうした場合の小学校と児童館と

いいますか、そことの連携はスムーズになされているのかどうかです。

そして、学校でやってきた、例えば宿題なんかはどうなっているのでしょう、児童館で

見てくれるのかな。あとの遊びなんかはどうなっているのか、その辺直接担当している所

長のほうからお伺いしたいなと、こう思っているわけです。

○委員長（天間清太郎君） 城南児童館長。

○城南児童館長（成田武泰君） お答えいたします。

放課後子供教室の、うちのほうで、児童館では子供の安全管理員の謝金ということでい

ただいております。これは、子供の見守り、それから習字クラブ等、それから各事業の青

年の家の研修とか生物観察会、こういうものの安全管理ということで、管理員の謝金をい

ただいているということでございます。

○委員長（天間清太郎君） よろしいでしょうか。

３番。

○委員（瀬川左一君） ２２ページの農地、水、農村環境保全向上推進交付金、これにつ

いては、昨年度も行われたのだけれども、今年においてはどういうふうに、また同じか、

この交付金について説明をお願いします。

○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） この農地、水、農村環境整備保全向上活動推進交付金ですけ

れども、これは昨年と同じ事業内容で行うということになっております。もちろん、昨年

農地の環境整備とかそういうふうな事業の内容ですけれども、事業的には同じ内容で動く

ことになります。

○委員長（天間清太郎君） ３番。

○委員（瀬川左一君） これについては、国からの補助等もあるのだけれども、七戸にお

いては約何％ぐらいの率に、面積的において何％ぐらいですか。

○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） 面積的には何％というのはちょっとありませんけれども、こ

の面積においてはたしか９９０ヘクタールだと思いました。

○委員長（天間清太郎君） よろしいでしょうか。

８番。

○委員（三上正二君） ２２ページの先ほどの川村委員が話した強い、要するに遊休農地

の解消のところですけれども、昨日の一般質問でもたしか５番委員も話しましたけれど

も、だんだんに農家、高齢化してくる。不耕作地が出てくる。当然今度は水路づくりも何

もできなくなる。１カ所が、特に作田の場合は、１カ所が出れば残った人がつくらなけれ

ばならない。当然またそこも隣もという形になってる。

だから、特にこの改善地帯はいいでしょうけれども、そういう沢田というのかな、そう

いう場所については、余り高額な土地改良とかそういう形でなくて、できる制度というの
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かな、この開渠みたいな形であるそういう事業の形のものというのは、これはどの管轄

だ。農業委員会でそういう計画するのかなと。何百町歩と出てくるはずだから。

それから、これもとは土地改良区だと思ったけれど、今は建設課のほうかな、農林課の

ほうかな、その辺のところ、例えば事業でいえば１反歩何十万というのは、これは負担金

のほうでどうもしなくなるから、そういう快適な形の側溝というのは、排水路を掘って

ずっとやる事業というのは、そういうのっていうのは計画立てないものだろうか。

ただ、農業委員会等でも何ぼ遊休の農地を調べたって、それに結びつかなければどうも

ならないんだし、だから、初め何ぼ借りろったって、条件が悪いところは大豆もまかない

し何もまかなくなるのですけれど、その辺のとこ、どこから聞けばいいかな。

○委員長（天間清太郎君） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（中野 均君） 事業実施に当たって、農業委員会でできるものに

ついては、簡易な遊休地の解消の工事の部分だけで、ある程度面積が大きくなりますと、

いわゆる水田農業新事業の排水対策とか、あとは土地改良関係のそういうふうな事業等が

ございます。

ただ、それにつきましても、いわゆる面積要件、それから、その区域内の方の同意、事

業費に基づく国の負担、それから県の負担、それから市町村の負担、地元負担、これらが

あるわけでございますけれども、やはりそれらについてはどういう地域がどうあって、ど

のくらいの面積でどのくらいの方がどのくらいの事業費でやるかというのが事前にこうい

う場所があるからやったほうがいいのでないかということで、皆さんのほうに行きます

と、地元の方から御相談いただければ、これについては行政のほうでも検討できるのかな

と。

それにひとつ、先ほど遊休農地の関係でお話ししましたけれども、３月７日に１０６ヘ

クタールの調査結果に基づいて、耕作放棄している方々に農業委員会の、１月１８日から

２月８日まで農業委員さんの足による農家訪問で調査してございますけれども、自分で管

理する、農地は貸したい、耕作しない、その他といろいろあるわけですけれども、聞いて

みますと、いわゆる農地の管理不良というのが、自分で管理するというのが１４０筆、３

２ヘクタールぐらいございます。それから貸したいという方が５９筆で１７４ヘクター

ル、このぐらいあって、この二つを合わせると約半分近く、半分までいきません、半分近

くあると、１００ヘクタールのうち。

これがいわゆる８番委員がおっしゃられたように、いわゆる沢田であるとかそういうと

ころが結構あると。これに基づいて農業委員会ではこの部分をどういうふうな形で利用が

可能かというふうなのを検討してございました。まだこれは原案でございまして農業委員

会のほうの総会にこれ提出になるわけですけれども、活用方針としては農振の農用地区域

が基本、これは今後とも町の農業を進めていく上で絶対必要な農地ということですが、こ

れらを中心にまた来年度さらに調査して、追跡調査、新たなまた耕作放棄地出てくるかも

しれませんけれども、その辺もやるということで、それらを今年の４月末になると国の方
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でも耕作放棄地解消のガイドラインというのを示す予定でございます。それらと合わせ

て、そちらのほうを調整すると。

それから、遊休農地ですぐ耕作できるものについては、いわゆる認定農家とか規模拡大

農家へ利用権を設定していくわけですけれども、ある程度の面積が大きくならないと作業

効率も悪いということで、これらについては交換分合制度というのがありまして、これも

そんなに負担のならない制度がございます。

ただ、農家個々に言いますと、その自分の今耕作している土地に思いが相当あるもので

すから、なかなかその場所、そっちへ動きたくないというふうなのもあります。いろいろ

な問題が出てきますので、それらについても、これは委員会サイドだけでなく、町部局の

ほうの農林課サイドとの話し合いなり協議を通じて、やはり面積の大きい圃場にして作業

効率等を上げるというふうなのもこれはやっていかなければならないということでござい

ます。

いずれにいたしましても、そういう町としては、いわゆる遊休農地の部分もそうですけ

れども、農振の農用地区域がまず第一番、それを確保していくと。それで、そういうふう

な中にそういうふうなのがあったときについては、いわゆる事業の採択要件があります。

例えば、国では予算幾らありますと。それが東北農水局へきます、農水局の枠、それから

今度は県の枠というのがございます。地元から希望があれば、それ県と事前調整してそれ

が採択になるかどうかというなのもありますので、そういう地域があれば事前に農林課な

りのほうに、こちらに相談していだたきますとこういう補助事業になりますと、これにつ

いては相談していくと、上部機関とかです、そういうふうな形になろうかと思います。

何かとりとめもない説明になりますけれども、以上でございます。

○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） 排水関係の事業等の関係でございますけれども、現在町で行

う事業というのは現在町では行っておりません。現在は、県営とかそういうふうな、県の

事業ですけれども、そちらのほうで一応対応している状況でございます。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） 今、これ農家であればだれもが肌で感じていることなんだ。だん

だんに年とれば、もう年とってきてそうすれば認定農家になったって数が限られている。

その人たちも年とってきているんだ。そうなってくれば、今耕作する人が少なくなる。

じゃ、ここで３番議員もいるんだけれど、面積余計やるったって、ちょっとずつの面積は

どうもならない。ましてや、昨日５番委員も質問したみたいに、沢田だけどうもできなく

なる転作半分しなさいと言われるし、だけども、その沢田同じでも、今度は田をつくる、

米をつくるだのしてみても、条件が悪ければ機械もどうにもできなくなる。そうすれば、

これ農業委員会だとか農林課でなくて、町全体の整備を含めて、農業ということをやるた

めには、どうしても土地改良とかそういう形で排水を考えなければならない。

これ農業委員話したけれども、来ればやりますじゃなく、農業委員会としてそれだけ
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の、今は七戸町で約２,０００町歩もあるんだ。その形をどういうふうにするのかという

の、あなた方が不耕作地はここにこうあると、そういう図面を書かなければ、ただ許可申

請だけの農業委員会でないはずだ。それから、経営とかそういうのいろいろなのがよくな

ればよくなるほど負担金も高くなる。米は安くなり負担金は払えなくなる。だから昨日も

５番委員が質問したように、安い形でやれる形。３０年も５０年も先までも要らないの。

とりあえず、今使える形でないと、どうなんだわからないでしょう、世の中だから。

だから、そういう形で全体的なお金で買えば、何ぼ一次産業がここの町の基本だって

いったって、それがなければ何もならないんだ。何作物といっても、前にも副町長話した

ときに、そういうような形で転作も含めたって、それやるといってみても排水が悪ければ

どうもならない。それが一番の基本なんだ。その辺とか、農業委員会、農林課はともに連

携取りながらやって、農家は上からきたのをやるのではなくてやってもらいたいと思いま

すけれども、どうですか。

○委員長（天間清太郎君） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（中野 均君） どうですかと言われましたので、まず、私も

ちょっと舌足らずの説明で大変申しわけございませんでした。

まず、今やってるのが、耕作放棄している農地がどういうのがあるのかと、分布図、こ

れ昨年度ですか、補助事業で１,３００万円くらいかけて地図つくりましたので、一回に

いきませんので、何年か数年かけて図面をつくって、それに基づいて農振の農用地区域の

見直しとか、今、８番委員がおっしゃったようなそういう地区が散見、見られるのであれ

ば地元のほうに出向いて、こういうのがあります、こういう補助事業にのれますとかとい

うふうなのは働きかけていかなければならないのかなと思っています。

以上でございます。

○委員長（天間清太郎君） ３番。

○委員（瀬川左一君） 今、強い農業づくり交付金、遊休農地解消復旧事業、すごくいい

名前で取り組んでいるのだけれども、私はこれは最もだと思うだけれども、一番の土台で

ある、じゃこれに何をつけて、次に何が進むのか、その裏づけが、例えば今バイオとかい

ろいろなので外国のトウモロコシがバイオに変わっているとか、そして大豆が作付が少な

くなってトウモロコシのほうがお金が高くて、海外でも豆の作付も、大豆の作付も少なく

なったけれども、こういうふうなものを土台としてせっかくやって、そして今農業新聞見

てると飼料米、今湿気るところはどうにもならないと、そういうところには飼料米をつく

る、それはそれで最もなんだけれども、そういうふうな国家が、またこの地方の農業団体

が国に対して、これ以上もう、牛がまた値段が下がってきた、飼料が高いために。

そういうふうなバランス的に非常に悪くなっている中で、じゃ、飼料の作物を県、国、

そして農林のほうがどういうふうな対策があるのかも聞いて、その裏づけがなければ幾ら

農地を耕しても、例えば、私たちの野佐掛地区には９０ヘクタールの農地があったけれど

も、使っているのはもう微々たるもので、ほとんどどんなに条件がいくても裏づけがなく
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て、働けば働くほどお金にならないとか、赤字になっていくということに対しては作付も

できない状態であるということで、その農林とか国の事業がどう進んでいるのかも、

ちょっとこの辺で伺いたい。

○委員長（天間清太郎君） 副町長。

○副町長（小又 勉君） おっしゃっていることよくわかります。

結局あれなんです、排水でも何でも１００％補助金でやれる事業というのはないと。当

然、いわゆる所有者が負担するだとか、当然行政としての一部負担というのは出てくる

と。しからば、例えば持ち主が、じゃそれにのるためには、当然５年、１０年継続して、

間違いなく収入が得られるというふうな状態でないと、それに賛同しないと。

じゃ、今どうですかというと、恐らく今の状態ではあの負担金を出してまでそういった

のをやりましょうというのはないと思うのです。ということは、農政がそれだけもう当て

にならないと。今の米の転作の関係でもまた変わりました。

それから、大豆がいい、いいと、やったはいいが、瀬川委員よく御承知のとおり、本当

に国の補助金が下がっていると。ですから、改めて今皆さんの思いもわかりますし、町の

農業、これから本当にどう考えてどう持っていくかというのから意見をいろいろ出し合っ

ての、協議会のほうつくって方向つけなければならないと思っています。その中の一つ

が、例えばいろいろ新しいエネルギー関係の農地の利用もあると思いますし、そのほか

に、実は農協からもいろいろ、今まではきたのですけれども、これを作付すればこうだか

らこれだけの助成ほしいというのは余りないのです。

というのは、なかなか見通しのある作物がなくなってきていると、その辺も含めて、や

はりもうちょっと大きいサイクルでものを考えながら方向づけしていかないと、むやみに

無駄な投資はこれはするわけにはいかないと思っていますから、その辺、具体的にスター

トしたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） ３番。

○委員（瀬川左一君） 私が言ってることは、この地域、七戸でなくして、上北郡が一体

となってプロジェクトをつくって、私たちの町はこういうのがつくれるんだ、こういうの

がやれるんだというので、国の方に上げるのが第一だと思いますので、その辺、町長、何

とか頑張っていただきたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） 要望ですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

暫時休憩します。１１時２０分まで。

休憩 午前１１時１１分

再開 午前１１時２０分

○委員長（天間清太郎君） 休憩を取り消し会議を開きます。

１８ページから２２ページ終わっていませんが、以上、ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） 次に、２２ページ、第１４款第３項委託金から、２５ペー
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ジ、第１６款第１項寄附金までの発言を許します。

○委員長（天間清太郎君） ５番。

○委員（田嶋弘一君） ２４ページの財産収入のところで土地売り払い収入のところです

けれども、財政が苦しいと言いますけれども、町有財産の売り払い収入が１,０００円と

はいかがなものかなと。当時３年前にさかのぼるのですけれども、町長は山林８００町歩

売って財政に還元するという話を聞きました。

そこで、行政改革プランで、計画で達成状況をお伺いいたします。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） それではお答えを申し上げます。

当初、本当に厳しい状況で、このままだと運営できないと、そういうときには約８００

町歩ある土地を売りながら財政を進めていきたいということはお話ししてまいりました。

しかし、いろいろ皆さんの御協力をいただき、また町民の皆さんからも理解いただきな

がら、厳しい財政の中でそれなりの行政を進めてきたわけであります。そして、ここへき

て交付税も上向いてきてるし、国の考え方も大分変わってきているということありまし

て、２０年度の予算につきましては土地の売却を当てにしなくても、このような去年より

も２.何％ですか、多い予算を組み立てたところでございます。

そういうことで、ひとつ無理してまだ売却しなくてもいい状況にあるということで、本

当に、どうにもならなくなったときは、これはこれで処分していかなければならないとい

うふうに思っておりますので、御理解いただきたいと思います。

（発言する者あり）ほとんど達成状況といいましても、道路用地とかそういうもの等にか

かった分を売却しているということで、ほとんどは手つかずということであります。

○委員長（天間清太郎君） ５番。

○委員（田嶋弘一君） 町長から今、財政が本当に厳しくなったら売却すると。ところ

が、ここ過去３年間どうですか。去年も１０月からだったと思うのですけれども、お金の

厳しいということで、おのおのの職員初め、議員初め、賞与または給与カットという形も

ありました。それから、住民に対しても合併後はかなり住民に対してもサービスがいろい

ろな形で低下したと思っています。

それと、今年は予算がちょっと２億５,０００万円ぐらいふえたと言いますけれども、

これはほとんど住民云々というよりも、駅前開発のほうに私は費やしているように感じら

れますけれども、町長、その辺どうなんですか。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） 昔から、どこの家庭でもそうですけれども、土地を売って使うと

いうときは、本当に大変なときにするということになるものですから、そういうことで認

識していただきたいと思います。

それから、去年より駅前ということですけれども、駅前だけでなくて、ふえた理由の、

去年から見るとふえた、今年度から見ると学校の体育館とかそれから花松団地とかの住宅
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とか、そういうもの等を新たに変になるわけですけれども、継続事業のうちですけれど

も、今年はやるということを、実行するということがありますので、それにも耐えれる今

財政体質だということですから、そういうことでひとつ御理解いただきたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） 以上、ありませんか。

８番。

○委員（三上正二君） 土地の売り払いのことなんですけれども、例えば、今の経済状況

では、中央のほうがいいといわれてますけれども、こっちのほうはなかなかだと思うん

だ。

でも、今ここにきて山林とかそういう形は、これから黙っておいて雑木であろうが何か

が生えるわけです。ただ、その中で例えば、これうちのほうの例出したほうがいいのかど

うかわからないけれども、施設の統廃合の形の中で、これからも使う予定がないとかそう

いう形のものはそれはやっぱり遊休用地の形で、使われない土地はそれは処分するものは

したほうがいいと思うのだけれども、その辺がどういうふうにお考えでしょうか、山では

なくて。

○委員長（天間清太郎君） 副町長。

○副町長（小又 勉君） 全く不動産、いわゆる土地の売り払いだとかそういったものを

予定していないということではありません。今おっしゃったように、当然、全くもう不稼

働といえばなんですけれども、そういうふうな状態のものであれば、これからも条件次第

では売却したほうがいいと思っていますし、そういう面で一部交渉といいますか、話し合

いしているのもあります。なかなか見通しがつかないものですから、これ、２,０００円

ということになっていますけれども、その辺、状況によっては後で補正というのもあると

いうふうに思っています。

そういう動かないものについてある程度は売却も必要であるというふうに思っていま

す。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） わかりました。というのは、前にも私ちょっとかじったこと、か

じったという言い方おかしいのですけれども、知り得たことありましたけれども、１年ず

つ条件が悪くなるわけです。町の条件でも、皆だれでもそうだけれども、そういう話が

あったときが間髪入れずに、とてもなくたたき売りするわけにはいかないでしょうけれど

も、そういう形で不稼働資産というのかな、そういうものについては話を詰めていって

やったほうがいいと思います。そうしないと、なかなか、今年はよかった二、三年たった

ら、やっぱりだめだったということは、私自身もそうでしたのでわかりますけれども、そ

の辺は時期を見はからっていってもらいたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） 答弁要りませんか。

○委員（三上正二君） 要りません。

○委員長（天間清太郎君） １４番。
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○委員（田島政義君） ２３ページ、財産収入のところの有限会社キューズテック倉庫、

これ金額が結構、１５０万円、場所はどこですか。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） 田島委員の質問にお答えいたします。

キューズテックということで、森ノ上の端にありますもと、何と言いますか、分校とい

いますか、あそこにある建物、前は青森ハーネスと言ってましたけれども、あそこでござ

います。（「わかりました」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） 次に進みます。

２５ページ、第１７款第１項基金繰入金から、２８ページ、第２０款第１項町債まで発

言を許します。

○委員長（天間清太郎君） １２番。

○委員（松本祐一君） ２５ページの繰入金で、財政調整基金は繰入金が昨年度は５億

円、今年度は２億５,０００万円、減債基金の繰入金が昨年度は２,０００万円、今年が２

億２,５００万円と。これ仮に平成２０年度に完全執行したとして財調そして減債基金は

幾ら残るのかお知らせいただきたい。

それと同時に３月議会の４日ですか、町長の施政方針の中で出てこなかったのですけれ

ども、この２０年度の予算を組むに当たり、前年度は町長とか副町長、教育長の報酬の

カットがたしかあったと思います

今年度の平成２０年度おいては、そのことはどうだったのかお知らせいただきたいと思

います。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） 松本委員の御質問にお答えいたします。

最初に、財政調整基金でございますが、おっしゃるように、今年度当初５億円の繰り入

れを予定、予算計上しております。けれども、１２月補正で１億円の繰り戻し、減額は本

３月予算に１億３,０００万円減額補正計上しております。

ということから、じゃあ、これに対する執行が２億３,０００万円となります。という

ことで、当初５億２,９００万円ございましたので財調につきましては、残り、本年度末

残高見込みが２億５,９００万円となります。

ということで、先ほどの御質問ですが、今年度２億５,０００万円見ていますことか

ら、９,０００万円ぐらいがその予算の後に残るということになります。

減債基金ですが、同じく、去年、昨年度当初２,０００万円の繰り入れを予定しており

ました。減債基金は、昨年度末２億２,６００万円でございます。今年繰り入れ予定の２,

０００万円についてですが、これも９月議会において交付税の関係ですけれども、来たも

のですから、２,０００万円繰り入れを減額しております。
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ということから、減債基金につきましては２億２,６００万円の残高となる見込みでご

ざいますが、今御質問のように２億２,５００万円、ということは、これについては１０

０万円、現段階です、これまた決算の状況によって剰余金でまた変わってきますけれど

も、現段階におきましてはそういう状況でございます。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） 総務課長。

○総務課長（藤賀慶二君） 松本委員の特別職の給与について説明いたします。

２０年度も今年度と同じく、町長で約２０％相当額、それから副町長、教育長について

は約１５％相当額をカットして、相当額ですから、ということで、新年度も実施すること

になっております。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） １２番。

○委員（松本祐一君） 本来ならば、施政方針で町長みずから述べればよかったのです

が、遠慮深いというか奥ゆかしい感じで、それは理解できます。本当にトップ、そして三

役の皆さんみずからを律してやっているということ、本当に私はその点に対しては評価し

たいと思います。

その中において、このとおり財政は、財調も減債基金も本当に減ってきていると。その

中において、２０年度の予算編成に当たり、役場職員の報酬はなかったと。議員の報酬の

カット、あるいは賞与等のあれもなかったということで、厳しい財政の中において組んだ

わけです。

こういう状態の中において、何らかの支出が必要なときに、また途中で人件費の役場職

員、我々議員の報酬あるいは賞与のカットということがあり得るのかどうか、その点をお

尋ねいたしたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） 総務課長。

○総務課長（藤賀慶二君） 松本委員の質問にお答えします。

今年度は、年度途中に職員それから議員の協力をいただきまして削減いたしましたが、

新年度以降については、それは予定しておりません。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） １２番。

○委員（松本祐一君） これは要望なりますが、ぜひ経営ですので何とかカット、生活給

もありますので、うまく経営していただいてこの予算等で執行していただければなと思っ

ております。お願いします。

○委員長（天間清太郎君） 次ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） 以上で、歳入の質疑を終わります。

歳出に入ります。
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２９ページから３０ページまでの、第１款議会費について発言を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） 次に、３０ページ、第２款第１項１目一般管理費から、３５

ページ、６目企画費まで発言を許します。

○委員長（天間清太郎君） ５番。

○委員（田嶋弘一君） 本当に聞きづらいのですけれども、行政財政改革の担当課は総務

課だと思うのですけれども、財政行政改革のプラン５年計画についてお伺いしたいのです

けれども、過去３年間経過して、あと残り２年という形になるのですけれども、３年間の

実績といいますか、それから今後２年間の達成率といいますか、を聞きたいのですけれど

も、それで、最終的に本当に聞きづらい、総務課長には聞きづらいのですけれども、課の

数がどういうふうな形で動いていくかお聞きしたいなと思っています。

○委員長（天間清太郎君） 総務課長。

○総務課長（藤賀慶二君） 田嶋委員の質問にお答えします。

行革状況につきましてでございますけれども、委員も御存じのとおり、これまで、先ほ

どいいましたけれども、特別職、一般職、それから議員の皆さんの協力をいただいて、い

わゆる給与等削減してまいりました。管理職手当も削減してまいりました。それから、課

の再編も１８年度はございました。それから公共施設の効率的運営を図るために指定管理

者制度を導入してきました。

それから、住民サービス関係においては、いわゆる格差解消をなくする一環として、各

種健診料、それから介護保険料、国保税の統一を１８年度に実施してまいりました。

今年度は、各種団体等の補助金の見直し、それから公共施設の使用料の見直し、それか

ら少子高齢化対策の対応、それから街路灯の電気料の全額町の費用負担、さらには、七戸

地区の公民館分館の復活、それから水道料金の統一、それから道ノ上保育所の民営化、そ

れから野々上及び上川目福祉交流センターの管理運営にかかわる町内会の委託等々につい

て、事務改善委員会が中心になって進めてきたところです。

その中において、各種、実現できなかったものとしましては、公共施設の使用料の見直

し、さらには、道ノ上保育所の民営化に関しては、一応２１年度をめどにするということ

で、今作業を進めております。

それから、公共施設の使用料につきましては、現段階では、いわゆる使用料の料金の設

定がばらつきがあるということで、とりあえず１時間単価で設定していきましょうという

ことで、２１年度をめどにそれを実現したいというところで、今事務作業を進めていると

ころです。

それから、課の再編につきましては１８年度にいわゆる統合した課もありましたし、今

後どうなるかということに関しては、私の立場からはちょっとあれなんですが、仮に課の

再編をやるとすれば、現段階を見れば、例えば、ということで、１８年度は一応課の再編

を一通り終わりましたので、今後、また状況に応じて再編していかなければならないのか
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と思っております。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） 次ありませんか。

１６番。

○委員（白石 洋君） ３５ページのところなんですが、この１３節の委託料、ヤマツツ

ジの植栽業務委託料１３１万７,０００円、それから原材料でツツジの購入費１８９万円

というのですが、これ例の町長がおっしゃっていた牧場の両サイドかどうかわかりません

けれども、あれに植えていくという予定のいわゆるヤマツツジでしょうか、お尋ねをした

いと思います。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） 白石委員の御質問にお答えいたします。

おっしゃるとおり、委託料、植栽業務委託料１３１万７,０００円及び原材料費ツツジ

の購入費１８９万円ですが、その事業に要する費用でございます。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） １６番。

○委員（白石 洋君） そしたら、これ何本ぐらいお買いになるのでしょうか。とすれ

ば、大体今の植え終わったところから牧場の入る正門のところからどの辺ぐらいまでいく

のかどうかというようなこと。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） お答えします。

この計画は３年計画を予定して、総本数１,０００本予定しています。今年度が年度当

初めどとしてまず３００本、これは今言いました東入口から１,２５０メートル、１,２５

０メートル、２,５００メーターの予定でございます。

○委員長（天間清太郎君） １６番。

○委員（白石 洋君） 大変ツツジ、町の花がツツジですので大いにてこ入れをしていか

なければいけないというようなこと等もあるわけですが、道路の脇でもありますし、牧場

と、除雪の関係もあって、これが一番ネックになると思うのですが、この辺のあたりの除

雪のあんばい、それらに対することも非常に心配もされるのですが、それと同時に、草、

下刈りをしていかないと、ツツジですのでそれなりの対策もしていかなければいけないと

思うのですが、この辺のあたりはどういうふうなっているのか。

そしてまた、国道から入り口の方向のずっと正門までの入り口のところまでについて

は、町民の方々にも参加をいただきながら理解をしていただくんだと、御協力を願いたい

というようなこと等もあってきた過去があるのですが、３年間ですのでざっと１,０００

万円のお金がかかるわけですが、これ町長どうでしょうか、前にも川村議員の口添えとい

うとあれですけれども、いわゆる獣疫さんからすごい立派な年輪の古いツツジをちょうだ

いしてきた過去があるのですが、まだうまくお願いをすればそれこそお願いできるような
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ものもあるなと思って、人の財産に何だかんだいうのもおかしいのですが、立派なのある

ことはあるのです。

ああいったものや何かについても今後このことだけでなくて、私も前に質問してあった

天王神社をひっくるめながら、柏葉公園のあたり、あるいはまたこれからやろうとしてい

る遺跡の関係の小平さんの旧田屋のあの辺あたりをこれをやったらすごいツツジの大庭園

ができていくのではないかなと、こう思っているのですが、３年計画だということもあり

ますが、それらを含めてそちらのほうの考え方もひとつ町長の口から長期計画を大々的に

発表してもらえればいいのではないかなと、こう思うのですが、いかがでございますか。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） お答えを申し上げます。

ツツジは町の花ということで、非常に愛着もあるわけですが、今このツツジロードをつ

くるということは、新幹線の開業をにらみながら、日本でも一番といわれる名所にしたい

ということであります。

それから、牧場そのものでもそれなりの観光のスポットとしての、非常に役割を果たせ

るという。それを重ね合わせ有機的に進めようと。それから、家族旅行村等のツツジとか

ローズカントリー、あの辺の町の観光施設とあわせて一つのルートにしようということの

計画であります。

しかも、県とかその他の団体から大変理解をいただきまして助成金をいただいておりま

す。この、恐らくこれ区２００万円ぐらい助成金をいただいているということもありま

す。

そういう形で事業を進めたいということでおりますけれども、１００周年記念のときに

は鳥谷部県道と言いますけれども、そこまで植えました。そして、さらに今年は中学校の

通りまで両面に植えていこうということであります。それでいろいろ考えていますけれど

も、経費もかかることは確かであります。ただ、両面に植えて、牧場のほうには、２回だ

けはそれなりの必要な面積についてこちらのほうで責任を持ちますということを申し上げ

ております。何回も何回もということでなくて、２回ということに。それで牧場のほうか

らも理解をいただいていると。ざっと計算すると、２回でどんなにかけても４０万円ぐら

いで済むだろうという思いをいたしております。

今度、町民の皆さんのボランティア等もいただければ、それ以下になるわけですから、

そういうこと等を考えながら、これから１００年の大計とよく言いますけれども、町の１

００年の大計を考えて、ひとつ進めるということになります。

それから、今おっしゃった貝ノ口とか下の宝泉館で北舘等についてもそれなりにやはり

ツツジの名所にするために進めるべきだなという思いをいたしております。

そういう意味で、貝ノ口には、あれは１００周年記念のときでしたか、百数十本をもう

既に植えております。また、上川目の町内会の皆さんもそれに賛同して、さらに何十本か

植えているということで、今、門のあるところからあの面積が二、三反歩あるわけです
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か、そこにはもう既に植えているわけですので、それらも充実しながらやっていきたい

と、そう思っております。

それから、こちらのほうにも日本一のきれいな形で残っていると一里塚もあるわけです

けれども、あの道路の両面等についても機会あるごとに、何か記念日等にはやっぱりそれ

なりに植栽をして、全体がツツジのまちということで評価されるような町にしていきたい

と、そういうふうに考えておりますので御理解いだたきたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） ありませんか。

５番。

○委員（田嶋弘一君） 今の件、関連でお伺いいたします。

私、町長のツツジロードの話になるのですけれども、本来であれば七戸町の真ん中を

通った形の構想計画が私は一番ツツジロードとしてはいいかと思います。というのは、今

の国道４号線から、新町から入り方もあるし、かんぶん、薬王堂のところから入り方もあ

るのですけれども、私は、そして支所の後には七戸城とあるのですけれども、そしてこっ

ち側に入っていけば天王のツツジ見れるところがあるのですけれども、今のところを見れ

ば町中を全然通らないという私イメージになるのです。ひとつ、町が栄えるような方向を

するのであれば、少し言い方が悪いかもわかりませんけれども、薬王堂のところから入っ

ていって七病のところ通って、今の南公民館のところに大型バスがとまれるくらいの形を

つくって、そこから歩いて庁舎のところに、支所のところに歩いて城を見るなり天王のつ

つじを見るなりする方が私は一番いいかなと、そういうふうに思うのです。

今、郊外と言えば言葉悪いけれども、七戸の町の郊外に奥羽種畜牧場、奥羽種畜牧場と

言えば、昔私は小さいときから桜の木を見にいった記憶があって、それで十分のような気

がするのです。

だから、それであればやっぱり町の中を栄える方向といったら、やっぱり町の中にど真

ん中にツツジロードつくるのが当たり前のような感じがするのです、私に言わせれば。多

分、町長はそういうと、今歩道を掘り返して木を植えれば大変だというような言い方をす

ると思うのですけれども、どうだかわからない、その辺町長には町の中をまっすぐ入って

いった形のツツジロードというイメージないのですか。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） 前もって私の気持ちをお話くださいましてありがとうございまし

た。

まさに、あの狭い道路に両側に掘り起こしてまでやるということは、まず不可能だろう

というふうに思っています。ただ、それに変わるものはやはり何かをしなければあの町は

維持できないということになりますので、だから、今おっしゃるように農協のところを

通って病院のところを通ってまっすぐ支所まで来るというよりも川向を通って本町、下

町、横町と、そういうところを通っていくということの方が町の振興にはつながるわけで

すので、商店街の活性化につながるわけですので、そういうこと等もあわせながら考えて
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いきたいと思います。

以上であります。

○委員長（天間清太郎君） ５番。

○委員（田嶋弘一君） どっち通ってもいいのですけれども、私には、とにかく七戸の真

ん中を通ってほしい。

それで、言っているのは確かに歩道を壊して木を植えると大変な話。でも、七戸の町、

どこの町に行っても木は本当は、どこの町、仙台見ても木は町の中にあるのですけれど

も、だから、私は城を生かしたいという意味で史跡にいろいろな手を加えているけれど

も、だれも見に来れない、例えば。ところが天王のツツジも見たくても、私一回駅前から

七戸城跡へ道の駅のところを曲がっていったら、ずっと行ったら途中で黒石市という看板

が立っていて、それで仕方ないからまっすぐ行った知らない振りにして。

それから、今言った小川町の方まで行ってしまったのです。そういう経緯があるので

す。その問題で、その町のそこのいいところを見るったら、私やっぱり国道４号線の今の

ところ入っていった形で、大型バスがどこかにとまってやる方向が一番いいと思うので

す。

今言った、木を植えなくても、町長がボランティアという言葉を使ってあっちのへほう

へ行って奥羽種畜牧場のほうへ植えるという話していますけれども、同じボランティアで

町内の人、例えば町内会の人に言うのであれば、プランターに植えてもらって、ツツジ祭

りのとき全部その通路に、商店街の前に出すとか、そういう方向のほうが道しるべとし

て、私だったら他町村から来れば入りやすいなという、町の中にあるのですけれども、町

長はやっぱりそういうふうなこう考えはないのですか。今のところ、私の考えなら、町の

中でちょっと大型バスに通れるようになれば帰りに飯でも食っていこうか、ジュース飲も

うかという発想にはなるんですけれども、今の場合だったら、ツツジロードと言えばそっ

ちがツツジロードで、天王のツツジはどこに行ったのかわけわからない感じ私取るのです

けれども、その辺どういう考え。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） お答えを申し上げます。

おっしゃるとおりだと思います。ただ、ツツジロードは日本一ということで、インパク

トが非常に全国に響き渡るのでないかということであります。そうすることによって、駅

の乗降客もふえる、また七戸の町そのもののイメージも上がると。そしてこの町にはこれ

だけの施設があると、日本一のロードがあると。この町はすばらしい町だし、何かもっと

あるだろうという好奇心も沸いてくると。そうなったときは城下町、城跡もありますしい

ろいろな古い建物等もあります。

そういうことで、町全体を盛り上げるためにこのツツジロードが将来にわたって必要だ

という考えですから、先ほども、一般質問でも申し上げましたけれども、グリーンツーリ

ズムでこちらに来て、そして七戸の町を見て、こんなにも小さい町でこんなにもすばらし



－ 30 －

い施設がよくあるということで感動したということもありますので、たくさんの人をまず

駅前に降ろすと、そのことをまずねらっているということも考えていただきたいと思いま

す。そのことによって、町全体も非常に発展するし、振興もしていくということになりま

すので、ひとつ長い目で御協力、御指導を賜りたいと思います。

以上であります。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） 町長、今の件なんですけれども、ツツジロードはツツジロードで

いいと思う。そのようなものもやっぱり、このメーンになるのは、日本一というのは町長

は好きだから、私も好きだし、それはいいんだけれど、ただ、せっかく前から、今の町の

旧商店街の形をなせば、観光客、新幹線で来た、おりた人がいかにしてこの町中に引っ

張って土産店とかそういう形にするかとなれば、今有名な天王ツツジもある、ましてやこ

の柏葉公園もあるし、それはいい。

だったら今、新幹線を絡めたとするならば、今の奥羽種畜牧場のところから、今の入り

口から入れば宮里商店のところに出る。天王のほうへ行って。鳥谷部道路のところから

ずっと進むに従って、そうすれば、今話したように４号線のほうへ、これから新幹線とい

う絡みで言えば、途中からいって、あそこらあたりは宮里商店のあたりまではツツジは植

えているはずだから、どうしても、どうしてもだめなところはプランターを移動して設置

すれば、天王のツツジも生きるだろうし、柏葉公園も生きるんだ。

だから、何も、それこそ奥羽種畜牧場、あれだけ真っすぐなところにツツジロードつく

るのは、これはこれでいい。だけども、せっかくするんだったら、どういう形で町の中に

そういう目印でないけれど、飛行場でこのランプつけられせてあのようにとるんではない

けれども、やっぱりそういうのも考えていけば、それこそ余りお金のかからない形の中

の、それこそ町中の商店街のところにそれぐらい出してもいいのでないだろうか。検討し

てください。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） 検討してみろということですから、検討させていただきたいと思

います。

○委員長（天間清太郎君） ２番。

○委員（佐々木寿夫君） 田嶋委員の言ってるの、私もツツジ植えるかどうかどうかとい

うのはさておいて、どうしても七戸に来た人は国道に出るのに迷うのです。それから、国

道から中に入って、その七戸城趾や多分天王の神社を案内するのに迷うのです。

だから、多分田嶋委員もその辺のことがあって、要するに町の、三上委員も言いました

が、その観光の名所に入る目印みたいな、要するにそういう道路を整備する、あるいはそ

ういう印を何かつくったほうがいいのではないかということだと思うのです。私もそのと

おりだと思って、昨日もその辺を言ったつもりなんですが、景観ということで。

それはやっぱり町の景観づくりとあわせて七戸町の駐車場の位置やそこの案内をどうす
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るのかというのは、大変大きい問題だと私は思っていますから、頑張ってください。

○委員長（天間清太郎君） １１番。

○委員（川村三十三君） ツツジについて、私は、町長ともう十何年前にこのことを申し

上げてきたのです。町長、日本一、非常に大好きですよね。日本一のガーデンシティー構

想、どこにあるのと言ったら、ここ日本一だと言ったらここになると。そういうことも、

極めて、そのときは腹の位置がおかしかったと思うのですが、今、３年計画というのまた

初めて聞きました。当初１年でやるんだったんでしょう。４.１キロ、奥羽種畜牧場の、

正しくは奥羽種畜牧場ではないのですが、あの牧場の両側に４.１キロにわたって植える

という計画。

そこで、聞きますが、これは企画財政課長ですね、今年は３００本植えるというのです

が、３００本の購入費が１８９万円で間違いないのですか。３００本を買うので１８９万

円。そうすると、ヤマツツジですよね、恐らく相当な木だと思うのですが、１本当たりの

単価でこれでいきますと、６,３００円ぐらいのものですね。相当な大きなものです。購

入先はどこなんですか。

それから、この業務委託料にかかわって、この業務はどこに委託するのです。

そして三つ目、改良センターとの間に契約書ができていますか。その３点をお知らせく

ださい。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） お答えします。

先に、改良センターとの協議内容ですが、昨年８月に大方の協議が整いまして、今議

会、予算成立後に最終確認の協議に行ってまいりたいと考えております。

それから、１本当たりの単価の御質問ですが、単価については後でちゃんと調べてお知

らせしたいと思います。

業務委託につきましては、今後事業実施に当たってやってもらう方の選定することにな

ります。購入先につきましては、たしか新郷村にこのツツジをお持ちの方がおりまして、

この事業のために特別安くといいますか、譲ってもらえるということになっております。

○委員長（天間清太郎君） １１番。

○委員（川村三十三君） 私は、本議会に予算を提案するということであれば、家畜試験

場との間にきちっとした契約書を持って私は臨むべきだと思うのです。私の知るところに

よれば、試験場のほうとしては、これは非常に迷惑な話だと言ってる。強引さを売り物に

する町長ですから、その辺は押しつけたかどうかわかりませんけれども、非常に迷惑だ

と。そして、こちらの委員からも言われたように、除雪に伴って、あのツツジが埋没した

ときにどうなるかということです。

町長が、閉庁間際に植えた７７７本のときとは違うのです。あそこには側溝があります

から、したがって除雪したものは全部かぶさらない。今度はそうではないです。

ですから、そういう意味において、牧場の方々は非常に難色を示しているところです。
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ですから、ある一定のところまでは進んだけれども、詰めの段階にいってと。前回私が聞

いたときには、年間２回除草するうち、１回は役場が持つと、私はこう理解していたので

すが、今度２回になったんですね、町長、今言うのは。そうすると、２回でやるというこ

とは、牧場の人は手を加えなくてもいいということですね、そうですよね、ちょっと待っ

てください。あなたが言ったのは、年間２回の除草、いわゆる刈り込みのうちの１回は町

が持つから、あとの１回は牧場がやってくださいと。牧場は、それすらも迷惑なんです。

したがって、企画課長に聞きますが、この３００本の間隔は一体どれくらいの間隔で植

えているのです。この間隔によっても、相当作業等に影響が出てくるのです。重ねて申し

上げます。本当に納得いってるのかどうか。それから、契約書等も私は今議会中に、今日

でも行ってもらってくればいいでしょう、できていたら。そして、この議会中にきちっと

提案してほしいと、こう思います。

それから、１本当たりので、田子のほうでそう売っているという。私が知り得たところ

だと、普通のヤマツツジだと営林署では２０円でお払いしますと言ってる、いいですか、

２０円でお払いしますと、こう言ってます。ですから、その辺についても御答弁いただき

たいと。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） 川村委員にお答え申し上げます。

私、さっき２回と言ってますけれども、ちょっと勘違いしまして１回ということでお願

いをしています。１回だけを払うんだと。大体あれ２回払うと大体維持管理ができるもの

ですから、１回だけは町で払わせてもらいたいということで了解をいただいております。

それから、先ほどどこから購入するのかということでありますけれども、あそこに新郷

野沢温泉周辺にたくさん苗木を植えている人がいるわけであります。かなりの年数がたっ

ている苗木で、それぞれにどなたが見てもそれなりの苗ですけれども、そういうものを購

入したいということで、こちらのほうでお願いしてこれから購入したいということで、大

体我々としては、できるだけ安く購入したいということで、これから本格的に予算が決定

すると折衝するわけでありますけれども、そういうことになると思います。

また、業務委託といいますか、それらについてもできるだけ合理的に、そして納得のい

く線で進めていきたいというのも、これは一つには、新幹線の開業をにらんだ一つの記念

事業的な要素も含めるということもありますので、そういうことでいろいろこれから御指

導いただきながら、皆さんに報告しながら事業を進めてまいりたいと。必ずや１００年の

計、すばらしいという評価をされるものになると思いますので、御理解いただきたいと思

います。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） お答えいたします。

先ほどの間隔はということですが、３メートル間隔を予定しております。

それと除雪の埋没の恐れ、これについても牧場側からの申し出もありまして、その除雪
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の方法とうについてもちゃんと協議しております。

先ほどの単価ですが、６,０００円に消費税３００円の６,３００円でございます。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） １１番。

○委員（川村三十三君） ６,０００円のヤマツツジというと大したものだよね。町長は

専門家ですから、６,０００円のヤマツツジで、この間七戸が閉庁するときに植えたツツ

ジとどっちが立派なツツジになるのですか、どうですか。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） 閉庁記念で植えたツツジですけれども、あれはたしかいろいろ調

査した結果１本、あれくらいで２,０００円ということだったと思います。ただ、あれと

は比べものにならないと。れわれれが目をつけてお願いしようとしているものはあの何倍

も立派なものだということですので、その辺についてはこれからまたひとついろいろと御

指導いただきたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） １１番。

○委員（川村三十三君） 企画財政課長に聞くのですが、３００本買って３メーターずつ

植えて、両側に４.１キロです。３年計画でできますか。両側に３００本植えていったら

１５０本ずつ植えて３メーターで単純に考えて４５０メーターでしょう。３年あったって

２,０００メーターいかないでありませんか。いかがですか。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） 申しわけありません。私が申し上げたのは初年度、両側

で２.５キロのことでございました。

○委員長（天間清太郎君） １１番。

○委員（川村三十三君） ３００本買って２.５キロまで伸びるわけないでしょう、間隔

３メーターで両側に１５０メーターずついったら、単純に計算にしたって４５０メーター

しかいかないでしょう。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） お答えをいたします。

おっしゃるとおり、ちょっと計算違いしていると思いますけれども、そのとおりであり

ます。２キロになるわけですから、三三が九と３メーターだと１,０００メーターしかい

きませんから、その倍の間隔が必要だということになります。ただ、今計画しているの

は、この桜の木が植わっているのですけれども、その間に植えていくということですか

ら、だから、例えばかなり遠くなるところもあるということもあるわけです。

それから、牧場の入り口とかそういうものについては植えられないわけですから、そう

いうもの等を考えていろいろ計算して、また今の苗木そのものを考え、そしてツツジが１

本１本独自性を発揮して、それなりに消化できるようにぴしっと立つためには、やっぱり

ある程度の間隔が必要だと。あのずらっと植えて、土手みたいな、何といいますか、そう
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いうずらっと植えていってびしっと植えるというそういう間隔で、１本１本を消化しなが

ら植えるということで、そういうことにしたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） １１番。

○委員（川村三十三君） 町長は計画するんでないのでしょう。職員に計画をさせるんで

しょう。今からいってあなた、どうだんツツジを説明しているのだか何説明しているのだ

か全然わからないでありませんか。

ですから、企画財政課なら企画財政課に計画をすべてを任せるというような方向でない

と、やりにくくて大変なんです、そうでしょう。あなた今ヤマツツジを話してどうだんツ

ツジを密植したような形で説明して、あっちへ行ったりこっちへ行ったりするから、職員

がどうしてやればいいか迷うということなんです。任せるのだったら任せればいいでしょ

う。それならそれでいいです。何もあなた答弁しなくてもいいわけだ。

担当課に私が聞いてるわけですから、ですから、そういう形の中になると、計画もまだ

できていないのでしょう、本当は。後で計画教えてください。本会議のときにまたやりま

すから。

○委員長（天間清太郎君） あとありませんか。

１４番。

○委員（田島政義君） 今の、私やっぱり図面、道路の図面と牧場との契約書、私、牧場

の職員といろいろなやりとりは、かなりその除雪の関係で反対だと。それから町長は、草

刈りを１回か２回というけれども、あのとおり見てください、ツツジ今見えてますか、草

に負けるでしょう、職員が一生懸命刈ってます、道の駅からこっちを。だってすぐなん

だ、天気いいとか雨降ればぼんぼん草がおがる。

だから、死んだのも補植もまだなっていないのもいっぱいあります、あの鳥谷部道路ま

で。

だから、今、最後に町長おっしゃるように、本当に独自で大きいものをボンボン植えて

いくんだったらいいかもわからないですけれど、そうじゃないと、あれだと刈りたくなく

ても刈らさるのです、ばんと、ブッシュならすぐです。一発で切れますから。だから、私

は職員も大変ですしね、日本一のロード、やっぱりどこの観光地行っても、やはり日本一

とうたうだけにはきれいですよ。芝がこうなっていて木があるとか、そういう感覚でない

と、来たら草だらけで、それ何の日本一だと言われないような形を私はしてほしいと。

ですから、管理維持費かかるものですから、やはり職員だけを出すのでなくて、委託す

るのであればぴしっとした形で委託をして、やはり日本一のロードでうたった以上はやは

りうたうような形で管理をしていただきたいと。

ですから、１３日まで予算ですから、牧場の入り口からどういうような形で植えるの

と、契約書の写しあったら教えてください。要望です。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） 要望にちょっと答えておきたいと思います。
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契約書というのは、こちらのほうがしっかり決まってから契約書というものをあれした

いと。予算が決まってから契約書はつくる。ただ、計画とか内々の合意については申し上

げることができるわけですけれども、そういうことにしたいと思っておりますので、御理

解をいただきたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） それでは、ここで昼食のため休憩いたします。１時１５分。

休憩 午後 ０時１６分

再開 午後 １時１７分

○委員長（天間清太郎君） 休憩を取り消し会議を開きます。

午前中の質問に対する未回答について、各課長より答弁をさせます。

○委員長（天間清太郎君） 税務課長。

○税務課長（天間 勤君） １番委員から質問がございました家畜改良センター奥羽牧場

の件につきまして、面積はどのくらいあるかということだったのですけれど、牧場の面積

については、１,２１５ヘクタールございます。交付金の対象になる面積については、１

万８,９２８平米となっております。

それから、８番委員の三上さんについては、動物衛生研究所それから東北森林管理局の

面積について質問が出されましたけれど、動物衛生研究所については、面積については５

万４,５０７平米。ですけど、交付金対象になる面積については４,０３３平米でございま

す。

それから、営林署でございますけれど、全体の面積が１万４,１１３ヘクタールとなっ

ております。

以上でございます。

○委員長（天間清太郎君） 次に、社会生活課長。

○社会生活課長（附田繁志君） １１番、川村委員の質問にお答えします。

保育園保護者負担金滞納繰り越し分の保育所別の人数についてお答えします。

午前中の答弁で１５０万円の滞納繰り越しがあると申しましたが、今日現在平成１１年

度から平成１８年度分の滞納繰り越し分は１０人で、総額２１６万４,５００円となって

おります。

内訳は、榎林保育所４人で８５万６,０００円、道の上保育所６人で６７万８,２７０

円、みどり保育所、２人で３８万７,７３０円、明照保育園２人で２４万２,５００円、城

南、城北はございません。

以上でございます。大変申しわけございませんでした、おわび申し上げます。

○委員長（天間清太郎君） 建設課長は、田島政義委員が来なければならなければならな

いので、これは来てから答弁させます。

３５ページから第２款第１項７目七戸支所費から、４０ページ、第２款第２項町税費ま
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で発言を許します。

４番。

○委員（盛田恵津子君） ３８ページ、チャイルドシート購入費補助金、このことについ

てお聞きしたいと思います。

これはいつから始まった事業ですか。れから、購入補助金というのは、全額補助です

か、一部補助ですか。それから、毎年どれくらいの台数に補助しているのか、わかる限り

教えてください。

○委員長（天間清太郎君） 総務課長。

○総務課長（藤賀慶二君） 盛田委員の質問にお答えします。

チャイルドシートの購入費の補助金につきましては、大変申し訳ないのですけれど、始

まった時期はちょっと記憶しておりません。それで、補助金に関しては購入金額の３分の

１、それで限度額が１万円という状況です。

それで、今年度ですが、４月から２月末現在ですけれども、補助金を差し上げた件数が

２０件で、総額１４万３,３００円というふうになっております。

以上です。

○委員長（田中正樹君） ４番。

○委員（盛田恵津子君） ２０件ということですけれども、まだ余裕があるわけですよ

ね、１４万３,０００円ということですからまだまだ余裕があるということですが、これ

は広報に多分申し込み載せたと思いますけれども、もし余裕があるのであれば再度また募

集して、ぜひチャイルドシートを使うように、購入するように進めていただきたいと思い

ます。それから、これはずっとこれからも継続する考えはありますか。

○委員長（天間清太郎君） 総務課長。

○総務課長（藤賀慶二君） 今年度の予算額を見ればまだ残額ありますけれども、今、今

年度もあと何日かで終わるものですから、一応新年度に関しては当然またＰＲを続けてい

きたいと思っています。

それから、事業実施については、一応新年度もやりたいということで予算計上してあり

ますので、今後も事務担当者としては続けていきたいというふうに考えております。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） ４０ページから、第２款第３項戸籍住民基本台帳費から、４

３ページ、第２款第６項監査委員費までの発言を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） いいですか。

ここで、今、田島委員が来ましたので、建設課長より答弁漏れをさせていただきます。

建設課長。
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○建設課長（天間一二君） 午前中に田島委員から御質問ありました、ページ数ですけれ

ども１７ページの土木使用料の町営住宅使用料滞納繰り越し分の年代別のがわかりません

かということでしたので、お知らせしたいと思いますけれども、その前に私５５名と申し

上げましたが、５５名は１９年の４月現在で、２０年の３月３日現在では３２名に減って

おりまして、２３名の方が完納しております。

３２名の方ですけれども、４０歳以下の方が１１名、４０歳以上の方が２１名という合

計３２名になっております。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） ４４ページから４９ページまでの、第３款第１項社会福祉費

からについて発言を許します。

８番。

○委員（三上正二君） これ老人福祉費になるのかな、というのは、この前のテレビで放

映された中国製のギョーザの中で、テレビの放映、私の記憶違いかどうかわかりませんけ

れども、数字は別としてみても、青森県の中で百四十何件だか、百二十何件だか、そうい

う福祉施設で使っているという報道がなされたのです。その形の中で、この当七戸町では

あるのでしょうか、ないのでしょうか。

○委員長（天間清太郎君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（大平 均君） お答えいたします。

今の件は、いわゆる中国冷凍ギョウザの件だと思いますが、ＪＴフーズという会社で輸

入している冷凍関係の調査に、県が調査してございます。

これによりますと、現在うちのほうで社会福祉施設、特に養護老人ホーム、老健施設、

あとグループホーム生活支援ハウスの関係をちょっと調査してみました。そうしたとこ

ろ、言われましたように、問題がある自主回収した商品２３品目ですけれども、これにつ

いて、昨年１１月まで使用実績があるかどうかということの調査でございました。これに

ついては、２３品目についてはいずれも使ったことがないという回答をしてございます。

以上でございます。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） 昨日の一般質問で、４番委員ですか、４番委員から子供たちのこ

とについてのそれはありましたけれども、これはやっぱり子供だけでなくて、特に自分で

物を買って料理するのでないから、そういう施設に入っている人は。やっぱりそれも同様

な形で見ていかなければならないと思うのです。

特に寝たきりの形になれば、何か食わされても知らないことになるから、その辺のはこ

れからも安全面というのは考えていってもらいたいと思います。特にいろいろな形で町の

ほうの関係もあると思いますのでよろしくお願いします。

○委員長（天間清太郎君） 要望ですね。

あとありませんか。
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１１番。

○委員（川村三十三君） ４５ページの一番下の委託料、介護保険老人保健福祉計画策定

委託料、これどこへ委託するのか。

それから、次のページの４６ページの老人福祉費の１９節、単位老人クラブ補助金１７

４万円、老人クラブ連合会補助金１０４万円、これ老人クラブ連合会補助金ですが、ここ

の担当はどなたかわかりませんが、単位老人クラブ補助金からもこの連合会に負担金を出

しているのです。いいですか、そうしないと連合会のほうは運営不可能なのかどうか。

老人クラブだって五、六万円でしょう、もっといってますか。その中から１万円出すと

いうことは、私何か矛盾感じるようなので、連合老人クラブはどんなことをやっているの

か、指導監督課があると思いますからお知らせ願いたい。

それから、次のページの障害者福祉費の中の１９節の一番最後、社会福祉法人ツツジ

会、いわゆるあぜりあのことでございます。つくってから相当な年数がたち、七戸町が東

京都から依頼されてつくったものでありますけれども、何かこの中の、かつては理事を町

議会並びに町のほうからも送っていた経緯があるわけですが、この債務負担はまだ続くわ

けですけれども、一定の町が何らかの形でツツジ会のこの運営等について、指揮監督とい

うと何ですけれども、何か助言するようなことがないのかどうかということをこのごろ聞

くわけであります。

そういう意味で、理事者のほうから御回答いただきたい。

それから、４８ページ、１３節の委託料ゆうずらんど指定管理業務委託料でございます

が、ゆうずらんどの運営についても何とかならないかと言ってるのです。例えば日曜日あ

たり、それから夕方の入浴時が余りにも終わるのが早いのではないのかというような声が

出ておりますが、以上のことについて御回答いただきたい。

○委員長（天間清太郎君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（大平 均君） お答えいたします。

介護保険、老人保健福祉計画の策定委託料の委託先でございますけれども、第３期の介

護保険等の計画が２０年度終了することによって、２１年度から３年間、２３年度までの

計画を策定することになります。

委託先については、いろいろ業者がございますので、これから予算が通れば見積もりな

り競争入札なりして決めることになります。

それから、老人クラブの関係ですけれども、単位老人クラブは現在２９単位老人クラブ

がありまして、６万円ずつの補助金を差し上げることになってございます。

先ほど言われましたように、連合会について加入金といいますか、負担金を納めている

ようなことは私どもも承知してございますけれども、老人クラブの連合会としての全体と

しての活動について行うために負担金をいただいているということで、そのほかに連合会

では健康づくりの県の補助金を取り入れて、２７万円ほどの補助金いただいております。

連合会としての行事をやる場合は、連合会のお金を使うということで、全部の単位老人ク
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ラブが加入してございます。

ツツジ会の債務負担の分については、１０６ページのほうの債務負担の内訳のところに

書いてございますけれども、平成５年度から２４年度までになっています。あと、かかわ

りについてはうちのほうからは理事者のほうの回答ということになりますので、私がお答

えできませんのでお願いします。

ゆうずらんどの件でございますけれども、今、役場のほうでは天間林老人福祉センター

とゆうずらんど七戸地区と２カ所ありますけれども、この時間帯についていろいろござい

まして、前からそういうお話もしてございますけれども、いろいろ七戸町社会福祉協議会

のほうとも協議してございますけれども、やはり効率的に運用するために、また、まず最

初に１,４００万円ほど、前、人件費除いてかかってございました。今９３５万円ほどの

委託料でお願いしてますけれども、管理料でお願いしてきておりますけれども、これに

伴っていろいろ効率的にやるということに見直したところ、やはりそういう時間でやらざ

るを得ないだろうと。何人かのところで多額な経費がかかるので、やっぱり管理のことも

あり、いろいろ困る面もあるということで、このまま続けてもらいたいということになっ

てございます。

また、天間林老人福祉センターのほうについても、町直営でやってございますのでやは

り同じような形で時間帯でやるのが望ましいだろうということでやってございます。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） 川村委員も御存じのように、当初、川村委員の皆さんとともにツ

ツジ会を誘致して開設をしたものであります。以来、設立当初は私も理事として参加をし

ました。そしていろいろ発言をしながら、内容等についてはそれなりに指導してきたつも

りであります。

しかし、何年か経過をしまして、もう町の会議はいいのではないかという、大変皆さん

も御指導もいただきまして、それもそうだということで、町の会議をある意味では間隔を

置くといいますか、距離を置いてという意味で私も退任をさせていただきました。

あぜりあ苑は、これは東京都の施設であります。東京都ではしっかりと管理していると

いうことでありますし、また監査等につきましては、県のほうの監査も入ることになって

おります。

そういう意味でしっかりと、理事長初め役員の理事の皆さんが非常に努力されまして、

運営をされているものと理解をしております。

いろいろあるということでございましたけれども、今の段階では私はそのことについて

は承知していませんので、御理解いただきたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） １１番。

○委員（川村三十三君） この大平課長答弁いたしました計画の策定ですが、これはあな

たの課ではできませんか。例えば、向こう３年間の計画は、やはり一番知っている人とい
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うのは、あなたの下にいる方々であるし、あなたが一番こういうような介護とか老人保険

等については、私は精通していると思っている。これを一たん書類を上げるのだけれど

も、資料を上げるけれどもそれによって策定するという段階において、私は若干乖離があ

る気がしてならないわけです。

だから、愛情のある計画というのは、これから後期医療制度等も出てくるわけですが、

これとは別にいたしましても、やはり愛情のある、血の通った私は計画を策定できるので

はないのかなと思っているのです。

だから、３００万円余かけるわけですから、これだけのものを自分たちで使えるとなる

と大したものでありませんか。いかがです、そういう意味。

それから、ゆうずらんどにかかわって、これ指定管理者制度ですから、ゆうずらんどの

収入はすべて指定管理者に入りますよね、そうでしょう。

したがって、指定管理者になったということになれば、働けば働くほどここでは出るわ

けですから、何も庁舎の労働条件に合わせる必要がないだろうと思っているのです。日曜

日あたり、ふろに入りたいという人はいっぱいいるわけだけれども、現状から見て業績は

どうなんです。

例えばゆうずらんどに行くには自動車賃が２００円かかって、入浴料１００円かかる。

そうすると、これは七戸地区です。町のふろのほうへ行ったほうが安くなるわけです。

せっかくよかれと思ってつくったゆうずらんどがだんだん町民の中から疎遠されるのであ

れば、これは本当に残念なことであるだけに、指定管理者制度を設けたら設けたなりに、

指定管理者ももうけるし町民の潤いのあるようなふろにはいるというような形を私は検討

していいのではないのかなと思っています。

それから、老人クラブの、単位老人クラブからの連合会のほうで決めてしまえばそれ通

るわけだけれども、６万円かそこいらもらっているのが、さらにまた１万円徴収して、あ

とは町内会でやりなさいと、これは酷な話です。それはやはり担当課のほうで指導できま

せんか。今度はいないからいいんでないか、だんだん、だんだん人もかわっていくんだか

ら。

だから、そういう形の中でやはり正常な運営をしたほうが私はいいと思うのです。

うちのほうの老人クラブの会長さんから、いや、たった６万円の中から１万円も出せな

いと、こう言われています。大変なものだと思っています。考慮いただきたいと、こう思

います。

○委員長（天間清太郎君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（大平 均君） お答えいたします。

計画をうちのほうでかわりできないかということでございますが、うちのほうでやる部

分については、いろいろ保険料の算定とかできる部分はいろいろあります。そういう部分

はうちのほうでやります。できない部分もありますので、その部分は業者の力を借りてや

るということで考えてございます。
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ですから、最小の経費で立派なものをつくりたいと、こう思います。

それから、老人クラブの件ですけれども、現在、事務局は社会福祉協議会でやってござ

いますけれども、それぞれ連合会には各単位老人クラブの会長さん方が名を連ねているわ

けですので、できればそちらのほうでそういう形で議論してもらいたいと、こう思いま

す。

それから、単位老人クラブのほうの６万円についても、やはり自分たちの負担があって

こそ役場の補助をもらいたいということに改めて、合併後改めてございますので、やはり

応分の負担をしてもらって、健全な経営といいますか、内容を精査してうちのほうで交付

してございます。

ゆうずらんどの指定管理者の件ですけれども、例えば土、日やったらということでござ

います。経営が、指定管理者制度というのは経営を考えて、収入なり経費を節減するなり

して、そういう経営をするということが目的でございますけれども、土、日例えば出た場

合、その人件費とか掃除とか光熱費といろいろ考えた場合、やはり相当役場の負担になる

と。また管理料余計もらわないとできないということもございまして、こういうことに

なってございます。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） 以上、ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） ４９ページから５４ページまでの、第３款第２項児童福祉費

について発言を許します。どなたかありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） ５４ページから５９ページまでの、第４款衛生費について発

言を許します。ありませんか。

５番。

○委員（田嶋弘一君） ５５ページの七戸保健センター管理費のとこなんだけれども、こ

れを見れば、職員がいないように見えるのですけれども、水道、光熱が前回と同じぐらい

なんですけれども、多分、必要に応じていってるかどのようにしているかわからないのだ

けれども、職員がいないというのであれば光熱費、同じ値段にならないかなと思うのです

けれども、この辺どういうふうになっているのですか。

○委員長（天間清太郎君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（大平 均君） お答えします。

昨年度の予算には七戸保健センターの人件費２人ほど盛ってございました。今年度は、

昨年度、天間林保健センターにも盛ってございませんではしたので、保健衛生総務費、１

目のほうですけれども、ここに全員分保健衛生の関係者を全部の給料を一括しました。

ということで、人権費は一括しましたので、ここへ計上してございません。人数につい

ては昨年と同様に考えてございます。
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以上です。

○委員長（天間清太郎君） ５番。

○委員（田嶋弘一君） 便利さを求めるのにやったのか、それともこれから何か、例えば

一本化するためにやっていく方向づけでやっているのか、行政改革プランをよく見なかっ

たのですけれども、もしなっているとすれば２１年当たりにどうのこうの、統一する方向

かと思うのですけれども、そういう予定になっていますでしょうか。

○委員長（天間清太郎君） 総務課長。

○総務課長（藤賀慶二君） 田嶋委員の質問にお答えします。

行革事務改善委員会で、まだ検討中、これからまだ検討しなければならない大きな問題

として、いわゆる施設の統廃合がまだ残っております。これに関しては、いろいろ改善委

員会で検討している最中でございまして、新年度は、とりあえず２０年度に関しては、七

戸保健センターに関しては従来どおりの形で運営していくということで方向づけがなされ

ているところでございます。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） ５番。

○委員（田嶋弘一君） これで内容大体わかりました。

ということは、２０年度のあれで、２１年度をするために２０年度にそういう討論会を

していくと。そのあとも、その保健センターのあとも何かの形で利用する形で検討会して

いくということですか。保健センターの跡地をそのままにしておくという話でいくのか、

それともそれの跡地、その辺お願いします。

○委員長（天間清太郎君） 総務課長。

○総務課長（藤賀慶二君） 今検討している最中でございまして、どのように形にしてい

くかというのを、新年度中に一応方向づけして、２１年度に向けて新年度中に協議してい

きたいというふうには考えているところです。まだ、ですから方向づけはなされておりま

せん。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） １４番。

○委員（田島政義君） ５６ページの５目の賃金のところで、事務補助者等賃金２１４万

３,０００円と、母子、衛生費事務補助って何ですか。

○委員長（天間清太郎君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（大平 均君） お答えいたします。

事務補助者等とありますけれども、これは産休に入る保健師１人と、あと健診のとき手

伝いになっている食生活改善推進員の手伝い賃金ということを計上してございます。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） １４番。

○委員（田島政義君） 今年度は、産休に入る人いるわけ、２０年度にね。はいわかりま
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した。

○委員長（天間清太郎君） あとありませんか。

１１番。

○委員（川村三十三君） 今の書き方等、すぐ見てわかるような。だから説明しないとわ

からないというような説明書きでは、私はよくないのではないかと。産休補助とか書いて

おけば、私はこういうの見たら、事務補助者等の賃金なんていうと、私たちはピンと来る

のは、合併してもなおかつ人が足りないのかなと思うような疑義を抱くのです、最初に。

産休補助等と書いておけばいいのでしょうけれども、一番下の臨時雇い賃金、これあるだ

ろうと思うのですけれども、健康増進のためのこれお手伝い等でこれ雇わなければならな

い人、決まっていますか、これ。

例えば、恐らく乳幼児等のそういうのではないのかなと思うのですけれども、この臨時

雇いの人も年間を通じて何日何日というふうに決まっていますか。それとも、随時、この

ように雇うわけですか、いかがですか。

○委員長（天間清太郎君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（大平 均君） お答えします。

臨時雇いの賃金ですけれども、来年度の行事がすべて決まってございますので、予算が

通れば、看護師、在宅の保健師等の依頼をしまして、その日程に合わせて、１年間の日程

表に合わせて来てもらいたいということを要請して頼むということになります。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） 次に５９ページ、第５款労働費について発言を許します。

１１番。

○委員（川村三十三君） 労働費１１４万円なんていうと、本当に寂しい予算ですよね。

本当に働きたいという人はたくさんいる中で、この担当課どこなんです。１１４万円そこ

いらでというと失礼な話ですけれども、やはり定住と雇用というものは、これは密接な関

係があるものですから、なかなか担当課長ほうのところに働き場所ありますかなんて聞き

に来るということはありますか、どうですか、それ。

○委員長（天間清太郎君） 商工観光課長。

○商工観光課長（塚尾義春君） ここで盛っております労働費は、ほとんど、何といいま

すか、１３の委託料にしてみても微々たるお金で、出稼ぎ者も最近は、新規の出稼ぎ者と

いうのはほとんどなくなっております。

ここで健康診査、数年で行っている出稼ぎの人は、各会社でも健康診断やる。そして新

しく出稼ぎに行く方が健康診査が必要になるということで、ここはまた１人６,０００

円、５人分しかまだ見ていない、ほとんどない状態です。

それから、御質問の仕事はありますかというような問いにつきましては、商工観光課に
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は昨年ゼロでした。

あと、雇用の誘致とかそういうとかそういうふうな関係になりますと、企画財政のほう

の担当になりますので、私のほうには仕事場がありますかというのは、昨年度はゼロであ

りました。

○委員長（天間清太郎君） ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） 次に、５９ページ第６款第１項１目農業委員会費から、６４

ページ、１１目農産物加工研修棟施設費までの発言を許します。

８番。

○委員（三上正二君） これ、農産物加工とかそれから農業振興含めてのことになるので

すけれども、町長が冒頭のあいさつでいつでもこれ、各課でも関係課でもお話しするので

すけれども、農業が七戸町の基盤だと。いろいろな事業やられているのですけれども、た

だこの中では全部第一次産品でいいんだけれども、その加工という部分が入っていないの

です。これたしか副町長か町長も町の商工会で講演会に行ったとき、たしか聞いているは

ずなんですけれども、今、県でもどこでも、私、１２月の一般質問でも言いましたけれど

も、大体ほとんどの場合はそこの産品の形の１０倍になっているはずなんです、売られて

いるものは。今ここのものをこれ第一次産品の第一次産業の原材料の部分を守るためのニ

ンニクの線虫とか、長芋の塩漬け、これはこれで大事です。

だけども、付加価値を、よく町長言われる付加価値をつけないとお金は取れないので

す。そういう加工の部分という、これ全部入ってないのです。確かに土地改良という、基

本になる土地の部分も必要ですけれども、例えば６４ページの１１目農産物加工研究施設

棟費なんかにしても微々たるものです。

せっかく農家なんかでは、先ほども昼飯食いに道の駅に行ってきましたけれど、いろい

ろなものあるのです。とするならば、ここで前にも一般質問話しましたけれども、県の中

でも販売促進課というのもある形であるのです。そういう形でないと、幾らこれやったっ

てこれ原産物だけだから、あと直売したって限りあるのです。

その辺と、これ農林課長に聞いても、これ農林課に聞いてもわからないと思うけれど

も、これ町の方針の形の中で大事なことだと思うのです。

今よく言われているのは、この前もたしか１９日だかで、県でもこの会議ありますけれ

ども、この一次産業の加工の部分と、それから商業、それから工業のほうも一緒にやった

らどうかという県の提言まであるのです。

その中に、これが要らないということでない。これはこれで必要です。でも、これだけ

では絶対にありません。

この辺のところ、町の大きな農業の指針というのは農業が一番の町の基礎なんだから、

その辺のところをどういうふうに考えているのですか。

○委員長（天間清太郎君） 副町長。
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○副町長（小又 勉君） お答えします。

この後、例えばひとつ、いずれ、補正での提案になるかもしれません。というのは、こ

こについては当然そういったものは出てこないということになるのです。当然加工の必要

性というのは、これ町長もおっしゃっておりますし、それによっても農家の手取りという

のは大きく違ってくるということになります。

今ひとつ考えているのは、今申請中でありますけれども、駅周辺にかかわる加工あるい

は直売の施設の計画があります。はっきり、まだ今のところ、今申請して採択になってい

ないものですから、４月になってこれがはっきりするということになると思います。

そうなってくると、改めての提案ということになります。そこでひとついろいろな形の

加工というのをやるという方向がつくと思います。

それからもう一つが、これ長期計画の中にもありました。過疎計画の中にもありました

が、東北天間農協で加工の施設を取得したいという申し入れがあっております、希望が。

当然それは付加価値をつけるということですので、当然いいということですが、この辺の

事業とか何もまだはっきりしないということで、本当は１９年度中に何かはっきりしたい

ということでしたが、これもはっきりしませんでした。

そこで、これもいつの時点でこれが確定するのかわかりませんが、この辺も確定し次

第、その状況を見てのさらにまた提案ということになると思います。

いずれにしても、そういう形での加工に向けた取り組みというのも、町として考えて

やっているということです。

それから、この中に一部ありましたが、いわゆる七戸地区でいろいろ加工をやっている

グループ等があります。あるけれども、今使っている施設がなかなか使い勝手が悪いと、

いわゆる補助の関係等もあるということで、新たなそういう施設を欲しいという要望も

あっています。

その辺も、これから十分検討をして、いわゆる何をどれくらい加工して、どれくらい販

売して、農家どれぐらい手取りをふやすのという計画をよく見ながら、それがよければそ

れなりの加工に向けた取り組みしていくということになると思います。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） 担当課なのか、町長じゃないと思うのですけれども、副町長なの

か企画財政なのかわからないけれども、県の販売戦略課で何をやっているかだれか知って

いる人いますか、農林課長、知っていますか。

○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） 確認しておりません。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） 知らないはずなんだ、覚えていればこういう答弁にならないか

ら。

というのは、今副町長が話したのに、確かに新しく必用な施設を建てる、それもいいの
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です。でも、県の販売戦略課に私もたまたま縁があって行ったが、要するに営業マンその

ものです。施設を建ててくれとかそういうことでないのです。

ちなみに、例えば一つの例ですけれども、実際これあった話ですけれども、ある私の会

社で取り引きしているスーパーさんで、１週間、２週間でもいいですけれど、私のほうの

扱ってください。そこの店は１３５店舗関東だけであります。ただ一つでいいですから

使ってくれませんかと、いいですと、物はただで供給するから、そのかわり２週間あった

ら、撤去してくれと売れても売れなくても撤去しくださいと。

いや、いいよと、そのかわりいいとなれば１３５店舗だよ、そういう形でどうですかと

いったら、いや、いいと。私のほうでもずっとそれを待っていた。

要するに販売先なんです。何やったって売れなければ、それと、確かに新幹線来るか

ら、ここのＰＲセンターみたいな形の中で道の駅も大事です物産館も大事です。だけど

も、販売の形も、お金の一番いるところは中央なんです。

そういう形もありますので、今そういう意味では、県でも知事を筆頭にしていつもはん

てん着ながら行ってやってる。先般も２月１３日で流通センターか、浜松市のところの流

通センターで青森の正直というので水産の、農産関係の７０社が出ていった。これみちの

く銀行と青森銀行が主催して県もこういうふうにやっていった。でも、そういう形でやっ

ているのです。

だから、物をつくるのは補助事業とか何とか、それ後からの話で、今実際に道の駅あた

りに行ってみても、いろいろな農産物や何でも、これならすぐ売れるなくらいのいっぱい

あるんだ。だけども売れ先がない。売れ先あれば、あと何も事業起こしてやればいい。

だから、ハードの部分をやるのではなくて、ハードの部分も続けるのも皆大事だ。だけ

ども、これから、何回も、いつも話すけれども、やっぱりその分、ソフトの部分で販売の

形だけでなく、今度の県のその販売戦略課あたりに行ってどうすればいいのかというのを

少し勉強してきたほうがいいと思う。そうじゃないと難しいと思う。

○委員長（天間清太郎君） 副町長。

○副町長（小又 勉君） それについては、私も農協時代からやってきてます。これ当然

いろいろな中央の大手スーパーなり、その売り込みの方法というのもやってるし、今現に

農協でやってるはずです。

それから、庁内でも一たんそういうたぐいのお話であれば、道の駅、物産協会でも今県

のあそこ青森県の飯田橋にある、あそこでの今フェアにも参加してやるということにして

ます。だから、そういった取り組みは取り組みで庁内では十分やっていると。それらを組

み合わせて、これからも当然やっていかなければならない。

○委員長（天間清太郎君） １４番。

○委員（田島政義君） これどこで聞けばいいかわからないのですが、副町長は新幹線絡

みで物産センターをまた増築すると。聞くところによると、花卉展示場、今農産物を売っ

てます。大体２億円、３億円ぐらいですか、が、それが何か売れなくなると。そうすると



－ 47 －

ただの展示場になると、それ本当ですか、話ですか、それとも建てることによって売れな

くなるのか。何かそういう話が出ているのですが、その辺からまず。売れなくなって、花

卉展示場であれば、これただ物を並べるだけですから、これは今度売るのでないから商工

観光課でなくて、農林になるのかな。その辺どっちです、はっきりしてください。

本当に建てれば売れなくなって、ただあの玄関に花飾っておくものか。前は、確かに売

れないものを売るようにしているだけですから、だから、会計監査委員来るときはただ上

の大学校のほうから物借りて飾ったりしていたんだけれども、それを今度本当に売れなく

なるとかという話を聞いているのですが、その辺どうですか。

○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） お答えいたします。

ただいまの花卉展示館の関係ですけれども、当初の目的は花卉の展示する建物というこ

とで、一応目的外使用でずっときた経緯がございます。

それで、今回、先ほど副町長言いましたけれども、あそこに直売所なりの建設を予定し

ておりますけれども、今度建設した場合はそちらのほうで販売してもらうと。それで、各

展示館の場合は、建設当時の使用目的である花卉の展示のほうにやっていかなければなら

ないのかなと考えております。

○委員長（天間清太郎君） １４番。

○委員（田島政義君） それだと、私はかなりイメージ的に、お客さんが今まであそこで

ああいうふうに買っているものが、なくなるのならいいのです。あの面積に、あの冷蔵

庫、いろいろな施設やってるものに、今までお金を突っ込んで町が、ただ物を並べる。最

初の目的にいくという、そういう答弁ならおかしくない。それわかっていることなんだ

よ。何で今急に、新幹線が来るときに、こっちから車入る玄関に、物を販売するのでなく

て、ただあのままで、ただ野菜並べるわけにいかないから、花置いたほうがいいですか

ら。七戸、どのくらいの花卉、バラだけばらばらに並べるわけですか。

そうじゃなくても、私は何かもっと手だてがないのか。それから、さっき言った加工セ

ンターだってそうでしょう。道の駅があるから建てたほうがいいと言ったけれども、あの

当時、旧七戸時代に加工センター、どうしても農家の方は今の八甲田家族旅行村のほうが

いいんだということで向こうへ建てた。

今、副町長の話だと、やはりこっちのほうに建てたほうがいいと言ってると。これもま

た、何かこれ全然お金の無駄遣いというのですか、やっぱり私はそういうのをきちっと整

理して、話があっちもこっちもいかないような方法。本当、お金がないないという割に、

本当に無駄なことをあえてやろうとしている。

先般私も、原燃のほうの関係で服務書も出しましたけれども、さっき８番委員が言うよ

うに、もう違います。水１個で売っているところは、もと長崎屋の販売部長やった人と

か、それからバイヤーになる原燃に入っている人たちが、もとダイエーとかそういう方

で、もうバイヤーで、さっきも副町長言うようにプロの集団で物売りしてます。
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だから、やっぱりここにいて座っていて、だから、７町だか８町合併した京都のあそこ

なんか全然、町が補助金出しても出してるときだけで、ほとんど大変だと、丹後市です

か、京丹市だかというところは。役場の職員ではやっぱりもたないということです。やっ

ぱりプロが見本も見せてこうやって売るんだという、そういうバイヤーとの各業者とのあ

れをやって見せたのです。そこ水を９９.９％アルカリイオン水ですから何億円です。た

だふろ屋でないです、温泉水だけで。それが結局バイヤーで取引をして全国的にやって、

名刺交換しただけで我々もその水をただでよこすくらいの、そういうやっぱり経費をかけ

ているわけです。水だから何ぼでもただなのかもわからないけれども。

だけども、一つのそういうプロ組織で我々は実感してきました。町から何人か行ったの

ですが、非常に物を売るというのが町の職員に頼る、やっぱりプロの方が来て商売を真剣

にやっていますので、今のような形で、さっき本当に、ただまたせっかくの建物を展示室

にするのであれば、私、その辺もっと考えて有効利用できるような方法で私は建設してほ

しいと思っています。

いいです、答弁は。

○委員長（天間清太郎君） 副町長。

○副町長（小又 勉君） 補助事業とのいわゆる趣旨との絡みの中で、いわゆる最善の方

法で活用、検討して、これから進めていきたいと。今までもそうしてきましたし、今のと

ころ答弁するとしたらこれしかない。最大限、当然いろいろな事業の絡みというのありま

す。その辺を十分調整しながら、最善の活用方法を考えながら進めていくと、そういうこ

とでひとつ理解していただきたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） １６番。

○委員（白石 洋君） どこの箇所で聞けばよかったのかわかりませんけれども、この話

が出たから続けてよろしいですか、委員長。（「はい、どうぞ」）

これどこから出てきた話でこういう話に、建てることになったのか、私はちょっと理解

できないのです。

合併する前に、私は町長と議会で約束してあったのです。前に担当が蛯名さんという課

長がいたときに増築をするんだと。農家の方々も待っておられる方々がたくさんおるんだ

から、これ何とかしてやりましょうという話できたのですが、それが合併したら合併した

特例債でやるみたいな話だったんだが、これはできませんという話になって、私、ここで

も一般質問したことあるでしょう、合併後も。

それできないという話が今になってきて、普段今まで道の駅を利用されている方々が、

いつものとおりだと思って来たら、そこのところが展示室になっていたんだと。何だか裏

のほうへぐるっと行けばあるんだそうだとか何とかということになってくると、これはま

た黙って今のままのほうがいいです、お金かけなくても。

いつの間にこういうことになって、私はわからない、先ほど田島委員が言ったけれど

も、お金がないないという割にはどこから出てくるのかわからないけれども、補助事業に
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のせたと言えばそれまでですけれども、しかし、そういうものでも私はないと思うんだ。

お金がないからこそ議会で議論すべきだったんです、すべきです。

そうしてみると、今みたいに担当課長が、何だかわからないけれどもそうだよだとか、

何だようだってさっぱりその意味がわからない、お金かけてやった割にしては、何もアブ

ハヂ取らずだ、これは。何もお金かける必要なかったでしょう、これ、こんなもの。計画

立てる必要ないですよと私は思うのだが、副町長どうですか。

○委員長（天間清太郎君） 休憩いたします。

休憩 午後 ２時１２分

再開 午後 ２時１３分

○委員長（天間清太郎君） 休憩を取り消し会議を開きます。

５番。

○委員（田嶋弘一君） 今のところの農業振興費のところですけれども、下から健康な土

づくり農業実践事業補助金９５５万、６３ページ、ここの内訳の面積と、それから昨年度

までブルーベリーの振興会がありましたけれども、このたび載ってないのですけれども、

どのようになったかお聞きします。

○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） お答えいたします。

健康な土づくり農業実践事業費補助金９５５万円ですけれども、これについては東北天

間農協さんのほうで、堆肥のふるいの機械それから堆肥センターの改築事業費として９２

５万円です。

それとソフト面といたしまして、減農薬、減化学肥料栽培の特別栽培ですけれど、これ

も東北天間農協ですけれども、この分３０万円見て９５５万円となっております。

それで、先ほどはブルーベリー振興会のほうに今年予算がないということですけれど

も、これに関してはブルーベリーの苗木等の補助のときはやってありましたけれども、現

在会の運営費のみ、少額な金額でもありましたので、農協それから財政との査定のとき減

額したというふうな経緯でございます。

○委員長（天間清太郎君） ５番。

○委員（田嶋弘一君） 要は、この振興会はもう農協が全部受け取ってやるということで

すか、それともこれは、さっきも加工の話が出てきたんですけれども、これが今年から多

分収穫になるかと思うのですけれども、加工とか販売とかという方向になると思うのです

けれども、今役場から突き放して本当に大丈夫なんですか。

○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） 現在は、会のほうの運営費のみ昨年までありましたので、運

営費のみというのであればということで農協さんとも協議した結果ということです。

○委員長（天間清太郎君） ５番。

○委員（田嶋弘一君） この件について、副町長知っていると思うのですけれども、要は
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このブルーベリーを植えた時点で加工して、最後まで私見届けると記憶にあったのですけ

れども、今の状況だと、ただ植えて、用がなくなったから農協さんのほうでやるというふ

うに受けるのですけれども、本来であれば補助出して最後までもう少し見届けて、売るま

で今年最低１年でも面倒見てやるのが私正規かと思うのですけれども、農協さんのほうで

本当にそれでいいと言ったのですか、課長。

○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） あくまでも農協を経由して農家のほうに補助金を出すことの

事業に関しては、農協とも協議をいたしております。

○委員長（天間清太郎君） ３番。

○委員（瀬川左一君） 私は、一般質問の中で、これからはインターネットの時代だとい

うことで質問して、また役場、町ではそういうふうなネット販売というのはちょっと無

理、国の事業の中で、この前企画課の、担当だれだと言ったら、６,０００万円ぐらいの

事業があって、日本で２０何カ所だか当たるという回答があったのだけれども、その件に

ついてちょっと詳しく聞きたいのですけれども。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） 大変申しわけございません。私にはまだその話聞かされ

ておりませんでした。あとで聞いてみます。

○委員長（天間清太郎君） ３番。

○委員（瀬川左一君） 私も企画課、ちょっと名前、中野渡といったかな、そういう事業

の中で国が進めている事業の中にあるということで、何とかそれを取り入れたいというこ

ともありましたので、その後どうなっているのかということで回答をいただきたいと思い

ます。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） あとでお聞きしまして、その内容については御説明いた

します。

○委員長（天間清太郎君） あとありませんか。

１１番。

○委員（川村三十三君） ６３ページの農業振興費の中の農業使用済み資材の改修事業費

がありますが、この内訳をお知らせいただきたい。

それから、青森県冬の農業、非常に冬に入っているわけですが、今後の見通し、冬の農

業についての今後の見通し、とりわけ油の高騰に伴って、これが一つの壁にならないかど

うかということ。

次のページに行きます。６４ページ。十和田食肉センターの取り扱いでありますが、こ

れは町長のほうで答弁していただきたい。これを民営化することによって七戸町はどんな

影響受けます。仮に民営化すると。（発言する者あり）次のページ、ごめんなさい。じゃ

６３ページのその２点についてお知らせください。
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○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） お答えいたします。

まず、農業使用済み機材回収事業補助金でございますけれども、これは俗に言う廃プラ

の回収でございまして、農協単位で回収してございますけれども、２０年度の予定として

いえば、長芋のネットを入れない数字ですけれども、計画としては東北天間農協で１００

トン、それから八甲田農協のほうで３０トンで、計町の助成はトン当たり１０円というこ

との助成で１３０万円ほど計上してございます。

それと、青森県冬の農業産地拡大施設整備事業費の補助金でございますけれども、これ

に関しては認定農業者の方の事業でございますけれども、小ネギのパイプハウスそれから

プラント設備ということで１３５万４,０００円ほど計上してございます。

なお、これに関しては県の補助が４分の１でございます。

○委員長（天間清太郎君） １１番。

○委員（川村三十三君） 長芋のネットの処理については、私も長芋掘りに手伝いに行く

ものですから詳しく聞きました。秋堀のネット処理については大変だろうと思って、農林

課長のほうにも相談に行ったわけですが、廃プラはこれだけではないですね。ビニールも

今度はあるわけですね。そうした場合のやり方。農協二つあるものですから大変だろうと

思うのですけれども、とりあえず長芋の秋堀のネット処理については、秋ああして積んで

おいて、翌年の春に葉っぱこうやってひもだけ持ってこいというのも、これも無理な話で

す、実際の話。

ですからこれが町長、本当に広域的な、町長、首長さん方の会合で、上十三における長

芋のネットの処理についての何かいい方法を考えていただきたいなと思っているのです。

とりわけ秋堀の問題。山手の畑がこんなこと言うと叱られるのですが、煙は見えないから

いいのです、燃やしても。この辺だと燃やせば見えるわけだ、煙が立つから。

そうすると、今年から七戸の警察はうるさいそうです、なぜかしら。東北町へ行くと、

七戸の警察になってから捕まるの多くなったと、こう言われているのです。野辺地署のと

きには大したことなかったのだそうです。警察いないんでしょうね、そんなことも言って

ました。山手と違って、こっちの平たん部のすぐ燃やすと煙が見えるものですから、そう

いう罰則規定等が如実にあらわれるものですから、やっぱり広域的な立場でこの産業廃棄

物の処理をしていかなければいけないだろうと。行く行くはそのビニール等においても

やっていかざるを得ないのではないのかなと。

そうなりますと、中部上北の焼却炉の問題も出てくるわけですが、やはりそういう観点

に立って農業振興のためにも、この間から急にネット燃やせばだめだといったときなん

て、農家の方々は非常にびっくりされたと思っておりますだけに、このことについて農林

課長含め、町長もこのことに極力努力されて農家にこたえるような方向を見出していただ

きたいと思っております。

それから、冬の農業についての私見通しといったわけです、見通しですよ。本当にこれ
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くらいの積雪寒冷地帯において、冬の農業というのは何をやればいいのかということのあ

りますね。

夕べのＮＨＫテレビでしたか、香港のほうに一つ何千円だかするイチゴの栽培なんか

やっているというのですか、とてもじゃないけれども、この辺ではそれをやるとなったら

燃料費等でもうけることができるのかどうかという見通しも含めて、農林課長、そういう

県がやったからというところで、燃料費が安ければいいけれども、現在のような高騰して

いく、どこまで上がっていくかわからない現在の石油事情から見て、この展望はいかがな

ものかなと聞いているわけであります。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） 冬の農業の関係でございますけれども、普通は油と燃料が高

くならなければといえばちょっとあれですけれども、何とか経費の削減を図りまして、所

得を得れるみたいな形でいくと思いますけれども、今の関係で油等の燃料費が高騰してい

るということでちょっと余り割に合わないのかなというふうな気持ちが私の実感でござい

ます。

○委員長（天間清太郎君） ３番。

○委員（瀬川左一君） ６０ページの結婚相談のところで、農業委員会のほうの担当だと

思うのだけれどもこれが後継者問題今の時代の流れが非常に昔と違ってきているわけでな

んですけれども、この実績とかそういうふうなものもしあれば教えてほしいということ。

それにまたどういうふうな会議がどうなされているのかもお願いします。

○委員長（天間清太郎君） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（中野 均君） ３番委員にお答え申し上げます。

まず結婚相談員の数から申し上げたいと思います。

旧天間林地区５名、旧七戸地区５名、現在１０名でもって相談活動を在宅で行ってござ

います。

相談員の方の集まりというのは、役場のほうに来てそういうお話ししていただくという

のは年に２回ほどで、そんな感じで相談員の方々から言わせますと、農業委員会便りにも

載せておりましたけれども、男性の方がもう少し頑張っていただければいいのではないか

というお話もございます。

ただ、一つ言えるのは、今農業だけが嫁不足ということでなくして、商工すべて、町全

体がそういう状態にございますので、やはりこれに取り組むとすれば、委員会だけではな

く、町１本の形で取り組まざるを得ないのかなということでございます。

最近の実績例といたしましては、１８年に一組ございます。１９年度はございませんで

した。ということで、男子がちょっとバージョンアップしていただきたいという相談員さ

んの実際の気持ちのようでございます。

なかなか相談活動というのは目に見える活動でありませんで、近くまでいくんですけれ
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ど、最後にいくとなんとか踏ん切りがつけれないということでございます。

他町村で外国のほうからも花嫁を連れてきているようでございますけれども、なかなか

生活習慣とかそういうのも違って大変だというふうな例も聞いてございます。

以上でございます。回答にならなかったかと思いますけれども。

○委員長（天間清太郎君） ほかにありませんか。

３番。

○委員（瀬川左一君） 今聞いたら余り実績も出ていない。私も商工業、いろいろなのに

対してもそれは全体に見て感じるわけなんですけれども、まずもって、そういう、例えば

私はこのごろパソコンの話、インターネットの話いうのだけれども、役所でもどこでもそ

ういうふうな相談とかいろいろなのが出てきている中に、やっぱり表に出ないでもまた裏

のほうでも人目のつかなくても何とかやりたいというような考えの人がたくさんあると思

いますが、その辺は、町もやっぱりその辺を考えて、いろいろな角度からいろいろなので

どういうふうに宣伝すればいいのかも、町全体の中でいろいろホームページというだけの

そういうのでも差し上げて、町を宣伝しながらそういうふうな結婚も含めて頑張っていた

だければと思います。よろしくおねがいします。

○委員長（天間清太郎君） ありませんか。

１６番。

○委員（白石 洋君） ６２ページの一番上の方ですが、有害駆除の謝礼云々というのあ

りますし、それから猟友会にも少し補助を出すようでございますけれども、最近少し私ど

もの住んでいるところでカラスが少し多くなっているのですが、この辺のあたりは、屋根

にたまたま鶏の唐揚げの骨が残ったり、さまざま、がっからがっからとしょっちゅう歩い

てるのです。同じところには課長もいますから、大体同じような状況かと思っていますの

で、ひとつ検討していただきたいということと、それから、大変申しわけないのですが、

この東八甲田ローズカントリーの話が毎回出ているのですが、あと補助をいただいて、そ

れを償還するあれはあと何年くらいかかりますか、期間がこの辺をひとつお伺いをしたい

と思います。

○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） カラスの有害駆除のほうでお答えいたします。

カラスの有害駆除ということでは、うちのほうにも話が結構ございます。ただ、有害駆

除の関係で県のほうから町のほうで許可ということで事務の移行をされたことでございま

すけれども、その有害駆除の内容については、被害がなければちょっと手を出せないとい

うふうな現在の状況でございます。

それで、被害があった場合、これ農作物関係でございますけれども、七戸の場合は農協

さんを経由して町のほうに申請していただくというふうな形をとっております。

それで、八甲田ローズカントリー、補助の関係でそこの施設の償還がいつ終わるのかと

いうことですけれども、ちょっとただいま書類ございませんので、あとでお知らせしたい
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と思います。

よろしくお願いします。

○委員長（天間清太郎君） 暫時休憩します。４０分まで。

休憩 午後 ２時３３分

再開 午後 ２時４４分

○委員長（天間清太郎君） 休憩を取り消し会議を開きます。

６４ページ、１２目畜産業費から、６８ページ、第６款第２項林業費まで発言をゆるし

ます。

２番。

○委員（佐々木寿夫君） わからないからお伺いいたします。

６４ページ、１９、十和田区域緑資源公団事業負担金２,０００万円ですから、かなり

大きいお金ですね。これについて御説明ください。

○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） 十和田区域緑資源公団事業費負担金でございますけれども、

これは昭和５８年から６３年までの草地造成、畜舎、畜産用の大型機械導入事業にかかる

償還でございます。期間が平成元年から２０年、２０年度で終了する事業でございます。

○委員長（天間清太郎君） ２番。

○委員（佐々木寿夫君） これ場所はどこにあるのですか。

○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） 場所ということですけれども、これは七戸の畜協さんとか町

の石倉山とかというふうな草地造成の場所でございます。

そのほか、個人のほうでも機械の導入事業にかかるのが３名ほどございます。それで、

この償還に関しては、七戸の畜協さんのほうから事業相当の負担金ですけれども、１,６

４０万９,０００円、それから、個人の分といたしまして１０２万６,０００円、それから

町の分といたしまして４４０万７,０００円の負担金でございます。

○委員長（天間清太郎君） ほかにありませんか。

５番。

○委員（田嶋弘一君） ６７ページの１７目の１９節、野崎地区排水路事業負担金、昨年

度も負担金納めていたようですけれども、今年度も納めて、去年はどういう形での負担

金、この負担金よくわからないのですけれども、今年も去年と同じなんですけれども、事

業内容は同じということなのかな、それとも調査中ということなのですか。

○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） 野崎地区の排水路整備事業の負担金でございますけれども、

昨年は設計調査関係の事業で負担金をいたしました。それで、２０年度の事業費といたし

ましても、調査の関係もございますけれども、それと並行して工事も若干入ることになっ

ていまして、２０年度の事業費が１,０００万円でございます。これは、国５０、県３３
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％、町１７％の事業でございます。

○委員長（天間清太郎君） ５番。

○委員（田嶋弘一君） その工事費、どこに載っていました、私、見つけれなかったので

すけれども。

○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） あくまでもこの事業に関しては県営の事業でございまして、

県のほうに負担金をやるということになっています。

○委員長（天間清太郎君） ありませんか。

１１番。

○委員（川村三十三君） 先ほど、十和田地区の食肉処理事務組合のこと言いました。こ

れ首長も会合があったときにはお話しすると同時に、当町からも議員が行ってるわけです

から、そういう方向で検討されたことがあるのかどうか。また検討したほうがいかがなも

のかなと思っています。

それから、かつて青森県の、全然私は専門外でありますけれども、べこのことでありま

す。赤べこ、単角、これ浜中町長時代に七戸町を拠点とした単角の振興を図った経緯があ

ると思うのですが、今は黒毛和種にほとんど変わってしまって、そしてそれがまた高く売

れるとかということになってるのですが、この単角によって町の畜産との、畜産農家の

方々は単角をもう見切りをつけたのか、ここに前にも後にも専門家がいるわけですが、何

か幻の牛と言われるようなことで、非常に貴重な存在感があるのだそうですね、単角が。

そういう形の中から私もべこ預かってみたいなと思っているのですが、やれればです。

だから、そういう面において現に八幡岳、中部上北のあの草地ががら空きですから、そう

いう点において試行錯誤しながらも単角の導入というのは考えられないものかどうかとい

うことです。

それから、二つには大変失礼なこと聞くわけですが、天間林、次のページ、牧野組合と

いうのがあるわけです、補助金が出ていますから。これと大坪の牧場の利用と関係がある

かどうかであります。大坪の牧場わかるでしょう、農林課長わかりますか。その２点をお

知らせください。

○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） お答えいたします。

日本単角種の振興協議会として１万３,０００円支出してございますけれども、これは

日本単角種、赤牛の販売促進の活動のための費用ということでございます。

それから、天間林牧野組合の補助金でございますけれども、これは実は現在のところで

すけれども、石倉山のほうの放牧地においては、七戸地区の飼育、畜産農家、それと、こ

この天間林牧野組合ということですけれども、こちらについては八幡岳のたしか七戸畜産

の放牧だとちょっと記憶しておりますけれども、こちらのほうにずっと天間林地区のほう

が放牧してございましたので、その放牧する際のばら線とかいろいろな環境整備のための
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人件費として助成している状態でございます。

○委員長（天間清太郎君） １１番。

○委員（川村三十三君） 単角の県の負担金１万３,０００円ですけれども、当町に単角

がなかったら負担しなくてもいいのではないのかなと思う気もするのですけれども、牛は

いるからそれでつき合いでやってるのかどうかわかりませんけれども、私が言うのは、か

つて単角というのは、七戸ではこれを起爆剤にしようと思っていた時期がある。ここから

買って、九州まで単角持っていって九州で育成して市場に出したという経緯もあるわけで

す。

ですから、そういうことから言いますと、もとはこちらですから、今、家畜センター

に、改良センターに単角はいるのでしょう、そういう意味では。

ですから、大変肉はどうだこうだではなくて、希少価値があるのだそうですので、考え

てみる必要があるのではないかなと思っています。

それから、私言ってるのは大坪の天間林村が造成した牧草地です。これに天間林の牧野

組合が何らかの形で、または放牧をしていますかということを聞いたのです。見ると、あ

そこの牧草地非常にいい牧草なんですが、一部民間の人が行って買って乾燥にしているよ

うな状況があるのですが、あの管理はどうなっているのでしょうか、あの管理は。町でや

るでしょう、あれ。おわかりになりませんか。わからなければいいです。

○委員長（天間清太郎君） 農林課長。

○農林課長（森田耕一君） 大坪の放牧場といいますか、あれに関しては町は事業として

は行ってはございません。何か、中部のほうで何かやったというふうな記憶がございます

けれども。町ではございません。

○委員長（天間清太郎君） いいですか。

（「いや、いい」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） 次に、６９ページから７２ページまでの第７款商工費につい

て発言を許します。

１４番。

○委員（田島政義君） 商工振興費の補助金で、これ七戸、天間の商工会合併しようとし

てなかなかできないで流会になっているのですが、財政課長に聞きたいのですが、これど

ういう積算でこういう補助金の計算になっているのか。会員１人掛ける何ぼになっている

のか、何になってこうなっているのか、事業費でなっているのか。１０万円しか違いがな

い。会員でかなり違うのですが、その辺の計算の、おたくの計算の仕方がどうなのか

ちょっとお知らせください。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） 企画財政課長ということですけれども、この補助金の内

容につきましては、担当課のほうで、商工会のほうから補助金の要望を受けていますの

で、私どものほうではその内容については。
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○委員長（天間清太郎君） 商工観光課長。

○商工観光課長（塚尾義春君） お答えいたします。

この両商工会の補助金につきましては、１７年に合併しまして、その当時の補助金の額

を単純に出してきてまして、そして、年々毎年１０％なら１０％という形で補助金が削減

されてきておりましたけれども、もとになっていましたが、合併前の補助金の額だという

ふうに思っております。

そして、２０年度につきましては、この現行どおりということでいっておりましたけれ

ども、来年度につきましては、行財政改革のほうで主とした基準をつくって、そして補助

金を確定していくというような流れになっております。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） １４番。

○委員（田島政義君） 私のほうでも全部計算しているのです。財政課長が今まで予算な

い、だから、お金がないという割に、あなたが補助、精査するときに、予算要求されたと

きに、削るときにある程度の把握をあなたもしなければいけない。ただ前年比並み何％

カットでなくて、その辺は全然、一切手をつけない、そのまま上がったままですか。これ

合併してからなさらないのです、これまでのいきさつからいくと。これは調印の場で決

まっていて壊れましたから、これはなかなか今度はいかないわけです。

ですから、そうなればやはりその見方として、普通であれば予算査定するときにいろい

ろな事業費、それから簡易、そういうのを見なければならないわけですから。今わからな

ければ明日もありますから、全般のときにもう一回聞きますから、いいです。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） 補助金に関しましては、補助金検討委員会で検討してお

りまして、今年のその補助金については各担当課から提出されました補助金支援等よって

れぞれ検討をしておりました。そして、平成２０年度につきましての方針とかが示されま

して、先ほどから言うように繰越金とかそれから会費の徴収云々とかというのを検討委員

のほうから示されまして、何と言いますか、我が企画財政課が要求された補助金の額をそ

れに沿いながら見ていくわけですが、担当課に提出された事務事業、この団体の事務事

業、内容、会費、その内容まで私どものほうでは少し、そこまではできないので、担当課

にその辺のところを見ながら、よく内容を把握した上で予算要求してくださいというお願

いをしてございます。

かなりの件数、かなりの団体によるものですから、当企画財政課におきましてもそれま

で予算査定で行うということは、まず不可能かと思われます。ということから、当企画財

政課では形式的に担当課からの意見を聞いて、それを決定するということで対応してまい

りました。

以上、よろしくお願いいたします。

○委員長（天間清太郎君） １４番。
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○委員（田島政義君） そうすれば、補助金の申請のときに割と聞き取りをするでしょ

う、この委員会があるかということで。ですから、それを各課に任せるのであれば、各課

がある程度のものをやってでも、削られるときはばんと削られるし、そういうので、仮に

国際交流なんかはちょっと残るとお金を返しなさいといわれるくらいですから、補助金が

もし積み立てで回っているとかそういうのがあれば、それは返納させるわけですか。もし

補助金出しました。たまたま事業がなかった。お金が残って積み立てて回っているという

のがあれば、町はたとえ商工会だろうともそれ返還できるのですか。もう一たんくれたも

のはしようがないと。その辺はどうですか。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） もちろん、補助金、実績報告が提出されてまいります。

それによりまして補助金の確定をするわけですが、その際にそういうふうになっていれば

もちろん返納、またはそういうふうな措置を行うことになっております。

（「わかりました」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） ３目の７０ページの１９節、七戸観光協会補助金、この四百三十

何ぼで、その決めるための根拠何に、何にというひもつきというのか、そういう形のある

と思うので、それちょっと教えてもらえませんか。

○委員長（天間清太郎君） 商工観光課長。

○商工観光課長（塚尾義春君） お答えいたします。

観光協会の補助金４３７万１,０００円の内訳でございます。

つつじ祭りに１７万９,０００円です。７の日に７１万８,０００円、馬力大会に８５万

５,０００円、ドリンクラリーに２９万９,０００円、秋祭りに２３２万円で、合計で４３

７万１,０００円ということになっております。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） このつつじ祭りなんですけれども、これだけポスターも大きく

なって、この七戸の町を挙げての大きな有名なそれこそつつじ祭りになっているわけで

す。だけども、この１７万９,０００円、もちろんこれ前の旧七戸の議会のときに政教分

離だということでなかなか論議をした時期もあるのだけれども、ただ、それはお宮の話

で、あそこであれだけのツツジを、景観を保つためにはただでない、手間かかっているは

ずなんだ。例えば聞くところによると、１回草取りするだけで何十万円とかかけさるとい

う、これの維持管理というのは、町でこれだけお客さんも来て、駐車場にも露天商も出る

くらいの形になって、これからそういう形のでやっていこうと。七戸一つの観光の名所と

しようとしているときに、いつまでもこれではちょっと、あそこ維持する人も、どこが

やっているんだかわからないけれども、そこのほうの内訳のほうわかったら教えてくださ

い。

○委員長（天間清太郎君） 商工観光課長。
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○商工観光課長（塚尾義春君） お答えいたします。

実際のところ、１７万９,０００円の補助額でございますけれども、その間にはＰＲ

費、それからトイレの設置等を全部、ＰＲ費につきましては電源のほうから補助で行っ

て、こっちには出てきませんけれどもやってます。

それから、町としましてもトイレの設置ですね、一般用、身障者用のトイレの設置等も

協力しております。そして、ツツジ保存会のほうでの経費につきまししては、ほとんどこ

の１７万９,０００円というのは草取りに皆回っているみたいです、園内のです。

そして、あとなんで運営していますかというと、会員の会費とそれからつつじ祭りのと

きの町内の方々からの寄附金です。トータルで７０万円強かかっているということは伺っ

ておりました。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） そこで、町長、これだけツツジ保存会、その地域の人たちがかな

り努力してやっていることなんだ、これ。あそこで別当様もおいて、いろいろな関係者が

来てここまでは来た。だけども、ここ今数年間だって、結構な有名なスポットの場所に

なってきている。

となれば、町そのものでも、そっちに手をつけるわけでないが、あれそのものを七戸町

のつつじ祭りという形で考えるならば、もう少し何とか、何というの、てこ入れという形

のものは、ましてや新幹線も来るべし、あそこは決して、町長が言うツツジロードもいい

けれども、あの天王つつじ、今有名なんだから、ライトアップしてやってるくらいだも

の、その辺のところ気持ちはないものだろうか。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） お答えを申し上げます。

今、委員から質問のように、非常に町の観光のスポットとして有名になっているわけ

で、それはそれでできるだけ振興させていかなければならないというふうに思っていま

す。

ただ、今の段階でそれなりに町のＰＲ、宣伝費１００万円前後かかっているということ

もありますし、そのほかにトイレとか、それからあの辺を整備して駐車場等も、簡単なも

のですけれども整備したり、それらもやっているわけであります。そして、あそこのツツ

ジ保存会ではそれぞれ町民の皆さんから寄附をいただきながら、またあそこに灯籠等を、

灯籠といいますか、あれをつくるためにそれなりの経費を集めてやっているわけですけれ

ども、非常に大変な御努力をされているということについては、常に私も感謝しておりま

す。

そういうことで、観光の中でそれなりにもう少し精査して、いろいろこう、何といいま

すか、総枠をふやさなくてもその中でやれるかどうかということ等についても検討してみ

たいと。そして、できるだけ頑張っているところには我々も頑張って支援していかなけれ

ばならないという思いをいたしております。
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ただ、もう１点だけお話ししたいと思いますけれども、商工青年部が仮装行列をやって

いるのです、毎年。あれは全部自分たちの努力で、町内からお金を、寄附をお願いして

やっているということもありますので、その辺についてもいろいろこう、何といいます

か、整合性を図っていかなければならないという思いもありますので、よろしくお願いし

ます。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） 町長、別に、皆のところでこれは自分たちがやるから自分たちの

自腹でやっているのは、これはこれでいいのさ。それはいいんだけれども、ただ、あの天

王のつつじ祭りと言われるのは、ここまで来るのに何年たった、３年や５年でなるもので

ない。

町長、今日本一のツツジロードをつくろうという話になれば、それだって本格的に形づ

ければ何十年というかかる先の話だ。でも、その思いをさっきも話したけれども、１００

年の先を見据えて、そうだとすれば、今ここまで来たツツジ保存会ではあの天王の人たち

の関係者あそこまで育ててきたのです。そして今、それだけに花開こうとして、もう少し

５月になれば花咲くんだけれども、でもそうなってくれば、それはそれなのです。だけど

も、それやってきたが、今、七戸の、まさに観光名所になってきている。とするなら、

やっぱりもちろん保存会とのあり方とかいろいろな関係者の関係の、これ調整とかそうい

うのあると思うけれども、だけどもやっぱり、青年部のこの自分たちがやってるのは、こ

れはこれで評価するし、それとこれと、一緒にすべきものではないと思うけれども、もう

少し何とか検討してやってください。答弁要りません。

○委員長（天間清太郎君） ２番。

○委員（佐々木寿夫君） ６９ページの商工振興費、１９負担金補助金及び交付金のイベ

ント開催事業補助金１３０万円というのがあるのですが、これはどのようなイベントに対

して予算をつけているのか知りたいということです。

あわせて、一番下に地元購買促進事業費補助金２２６万円と、こうあるのですが、これ

はどういう仕事に２２６万円出しているかということです。

それから、７１ページ、４、商店街活性化推進費という中の１９、町中丸ごと元気事業

補助金、町中丸ごと元気事業、これはどういうふうなものを指しているかと。そして、私

は一番不思議に思っているのが、７０ページの工事請負費物産館改修工事費３,１００万

円と、これは何かなというのがよくわからないのです。

以上、四つ質問いたしました。

○委員長（天間清太郎君） 商工観光課長。

○商工観光課長（塚尾義春君） １点目のイベント開催事業費補助金１３５万円です。こ

れは、中央商店会のほうに、行事としましては夏のお客様感謝デー、それから音楽祭、

ケーキ祭り、この３件の事業費に対しての補助金になります。

２点目の地元購買促進事業費補助金につきまして、七戸商店会のほうへ補助金出してい
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るやつで、絵馬カードのことで、毎月定期的に３倍セールとか４倍セールやっております

けれども、その関係者の絵馬カードのほうの関係、ポイントの関係への補助金でございま

す。

そして、３点目の町中丸ごと元気事業補助金につきましては、町の駅です、商工会のほ

うへ補助金出しています。町の駅の管理運営費、これにつきましては、商工会の持ち出

し、それから中の運営に入っていますのは道の駅、物産協会のほうでの負担、両町商工

会、物産協会等の負担でそこの町の駅を運営しているということになります。

４点目の物産館の改修工事につきましては、今年度屋根の補修を考えていました。物産

館の屋根の改修工事、それから新年度、先ほども話題になっていましたけれども、新しい

物産館、産直施設を建設するのに伴いまして、キャノピーの増設工事等、三千幾らでした

か、３,１６０万５,０００円を考えておりました。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） ２番。

○委員（佐々木寿夫君） お伺いいたしますが、この予算を決めるときに商店会などから

要望が多分、予算の要望が出ていると思うのです。それで、例えば商店会からつつじ祭り

の期間中の宣伝などで商店会から要望が出ていなかったでしょうか。それが第１点です。

それから、今聞いて私はびっくりしたのですが、物産館を新しくつくるということで、

どこに物産館を新しくつくるかというのがちょっとわからないから、その２点お知らせく

ださい。

○委員長（天間清太郎君） 商工観光課長。

○商工観光課長（塚尾義春君） お答えいたします。

つつじ祭りに対しての連動させての商店会からの要望というのは残念なことですけれど

も全くありませんでした。

あと、産直施設の関係につきましては農林課主導のほうで進めているものですから、考

えておりますのは、今現在の花卉展示館の北側（発言する者あり）ああ、そういう意味で

すか。今の物産館の屋根の補修の物産館という意味ですか、どこで場所ということです

か。

○委員長（天間清太郎君） ２番。

○委員（佐々木寿夫君） 新しいと言ったから、新しいところが何かあるのかなと。

○委員長（天間清太郎君） 商工観光課長。

○商工観光課長（塚尾義春君） わかりました。今の産直施設の北側を考えていました。

○委員長（天間清太郎君） ２番。

○委員（佐々木寿夫君） つつじ祭りの期間中に商店会からつつじ祭りを盛り上げていき

たいということで、町のほうに要望を出したというふうにどこかで聞いたような気がする

のですが町には出ていないということですね、確認します、わかりました。

商店会のほうでもつつじ祭りを盛り上げたいということから、のぼりとかあるいはあそ
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こに、何と言いますか天王の神社に上がっても座るところもないし、ベンチとかそれから

多分今城門ができたからどうやっても城門に行かさるのです。あそこくぐって中に行くか

どうかわからないけれども、城門では絶対行かさるから、城門見るためにどっちかと言え

ば若い人よりも年寄りが来るからベンチが欲しいとかと、そういうような要望がまるっき

りないのかなと思ったりもして、そういう意味で聞いてました。

○委員長（天間清太郎君） 商工観光課長。

○商工観光課長（塚尾義春君） 多分、今商工観光課、それと新幹線対策課一緒になっ

て、４月から２７日を皮切りに春祭りというのを考えております。そのときに、商店会そ

れから南部縦貫のレールバスの関係、あと旅行村のカタクリ、フクジュソウ祭り、その辺

もろもろ統一したやつで春祭りというのを考えてまして、逆に私のほうから飲食店のマッ

プつくれないのか、商店会のほうへお客さんを流す方法として何があるのかということで

現在相談しているところでございます。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） 白石委員の質問にお答えさせていただきます。

ローズカントリーの償還計画について、農林課長より説明させていただきます。

農林課長。

○農林課長（森田耕一君） ６款の箇所で、ローズカントリーの償還はいつまでかという

ふうな御質問でございましたけれども、施設の整備するに当たり、辺地債を充てておりま

して、これの最終年度が２１年度となっております。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） １６番。

○委員（白石 洋君） 後でお尋ねをしたかったのですが、これはあとで総体的なときに

質問してよろしいでしょうか、今のローズカントリーのことですが。

○委員長（天間清太郎君） はい、それでもいいです。

○委員（白石 洋君） そのようにお願いします。

それから、１６番ということでお願いしたいのですが、同じく７０ページの工事請負費

の物産館改修工事の件についてはわかりましたと言いたいところですが、なかなか難しい

なという感じはします。と申し上げますのは、あそこが補助事業でお願いしてつくって展

示館にしていたところ、いわゆる農産物を販売しているんだと、こういうところまではわ

かる。駅ができる、イオンが来るいろいろな建物ができる。そうしたことによって、もう

少し改築をしたほうが、増築をしたほうがいいというようなことの考え方からこういう発

想になったのか、あるいはまた補助事業いただいているわけですから、県との交渉という

のですか、何かいろいろな話があったのではないかなという気もするのですが、その辺の

経緯のあたりがちょっとわからないのです。

何か、今課長の説明ですと、何か屋根がちょっと雨漏っているから少しでもやるから改

修工事だと、改修工事にしては３,１００万円もかかるし、新築にしては、一体どこでど
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うつなげていけば、いや、北口のほうにできますと、こう言うのだけれども、どうもその

辺のあたりがはきっと見えないのです。

副町長からその辺のあたり、わかりやすくひとつ御説明を願いたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） 副町長。

○副町長（小又 勉君） お答えします。

今の物産館の改修工事については、花卉展示館の隣の分。あそこの屋根が古くなってだ

んだん漏ってくると。あれはトタンでなくて何か特殊な資材でやってます。その改修をし

なければならないということで、こういうふうに盛り込みました。

あの辺全体のいわゆる施設の建設計画だとか改修計画だとかというのを、これいずれや

らなければならい、皆さんに説明しなければないと思っていました。その辺が入ってない

ものですから、なかなかきちっと理解できないと思いますけれども、いわゆる、花卉展示

館の隣の増設というのも確かに、さっきおっしゃったとおり計画はあったみたいです。と

ころが、そのことで進めようとした段階で、増設、一切だめですと、いわゆる花卉展示館

に。もうつなげるものはだめと、穴あけてもくっつけてもだめということで断念した経緯

があります。

その後に、いわゆる駅周辺の全体のにぎわいをもたらすということで、今の花卉展示館

の販売施設だけでは足りないと。当然町内全体の、いわゆる皆さんの農産物の販売という

ことになれば、特に天間林地区では非常に待機者があったという経緯もあります。

それから、でき得れば広く町内のみならず、ある程度他町村のそれなりの物産も置いた

ほうが人を呼べるという発想もありました。そこで新たなものをまた建てると。ただし、

とんでもないほうに建てるのでなくて、しかも増設でもない、いわゆる隣に建てると。花

卉展示館自体は、読んで字のごとく展示館ということですけれども、当然花卉を主体にし

たサンヤソウであるとかあるいはまた庭木みたいな盆栽植えて、そういったたぐいのもの

もいわゆる展示、販売場にしております。

だから、それはそういった、野菜とかそういったものでなくて、その辺にきつと特化を

して展示をすると。欲しい方には分けてやると。別に今までとそう変わったわけでないで

すけれど、野菜は新しい部分で、もっと広い面積で、それから加工品、それからつくって

食べさせる部分までは新しい部分でやると。それで、今の花卉展示館はそういう花卉のた

ぐいの展示で、必要とあれば販売という言葉はちょっと、この場ではちょっとまずいかも

しれませんけれども、いわゆる分けてやると。

だから、今までとそう変わらないような形で、むしろ物を充実した形でやれるというこ

とで企画をしています。そのほかに、いわゆるこの、当然今の施設も十分これから使える

ものですから、使うためには補修が必要になってきていると、確かにそうです。それから

美術館ももちろん、そういう補修も必要になってきてまして、ここ何年間のうちにそれも

合わせた改修計画、これもやるというふうになっております。

いつかの機会を見て、その全体的ないわゆる図面を出しながら皆さんに説明をしておき
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たいというふうに思っています。

○委員長（天間清太郎君） １６番。

○委員（白石 洋君） 話を聞けばわかったような感じはするのですが、いずれにして

も、今まで道の駅ができてからの歴史というのはあるわけですから、当然おいでになった

方にしてみても、いつも買っていたところが花卉の展示場になっているんだという形、裏

へ行けば店があるんだということになるのかもしれませんけれども、非常に私はイメージ

ダウンになると思うのです。

私、これ質問したのが恐らく今から２年ぐらい前に質問しているときは、お金のない一

点張りで、ぽいと、その質問も今の話が投げられたような簡単な形。そして今お金がない

お金がない、職員の給料まで云々といってるときに、ぽかっとこういうことで建てるんだ

と。今度、一方では駅舎のところには今度は観光交流センターも建つ。最初は物を売ると

か売らないとかという話になって、これどうするかわかりませんけれども、そうしている

うちにイオンが来る、海産物売るところも来ると、それから今の道の駅がそうなると、一

体全体、これどこから、うまくこれ共存共栄できるものかなという気もしないでもないの

です。

ですから、何か今やるかやらないかはまだ説明聞いてないからわかりませんけれども、

今考えているこの増築場所のちょっと近くのあたりにホタテ貝か何か、生きたのをやるん

だかわからないけれども、売るようなのを建てるのか、加工したやつを建てるのかわから

ないけれども、何かそういうなのも、あるときに聞けば図面に載ってるし、あるときにな

ればその図面から消えてなくなるし、我々もどれが本当で、どれがどういくんだろうなと

いう気持ちはないわけでないと思います。私は不勉強だから仕方ありませんけれども、そ

う思っているところもあるものですから、今言ったようにお金かけた、いやこれ皆でああ

でもないこうでもないと振り回されて、これ終わりになるのでないかという気はするので

すが、その辺のあたり、これ大丈夫なものですか。

○委員長（天間清太郎君） 副町長。

○副町長（小又 勉君） まず今の配置から考えて裏のほうになるのでないかと、当然そ

う考えると思いますけれど、駅のいわゆる真ん前の大通あれがメーンの通りになりますの

で、どちらかと言えば表のほうになると。ちょっと行けばもう駅へ向かった一番の大きい

大通がずっとできるわけです。あれがメーンの通りになると思います。当然駅に行く人、

あるいはまた道の駅に寄る人も一たんそこへ行くという、そこまでまず向かっていくこと

になると思います。途中に、今出入り口、警察との協議もしています。最初は警察はだめ

ということで、今の牧場通り、今の出入りしているあそこ、だめということでした。です

から、メーン通りは駅へ向かう、牧場へ行ってから右へおりたあれがメーンになると。

ところが、現在は今の通りからも出入りは一部いいような警察の見解になりましたが、

それでも裏にはならないと。もう見方によってはかえって正面になると、そう考えていま

す。
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お金がないと、確かにないわけです。昨日も一般質問ありましたけれども、２１.９ヘ

クタール、入る皆さんの減歩によって保持費を出したりしてやって、いかに価値を上げる

か。しかもそれが開業時点が一つの勝負だと。開業してから様子見ながらというのは、小

出しにするというのは余り効果がないと。開業時点での駅の全体の整備が停車本数にも影

響してくるし、だから、そこまでいかにしていろいろなものを張りつけたりするかという

ことになると思うのです。いや、お金がないであれば、要は道路と簡単な駐車場つくれば

それでいいのですけれども、それだと、七戸の駅自体の評価は、あそこに行っても何もな

いということになる。

じゃ、せっかく投資した見返りが果たしてあるのかと。だから今、ここで本当にないけ

れども、いろいろな補助の事業を使って人が集まるような施設、あるいはまた皆さんが販

売してお金にするような施設、いかにつくるか、これはやってみなければわかりませんけ

れども、今それに皆、町としても一つの開業をにらんだ大きい事業として、ほかを犠牲に

してもそこに集中して投資をしているということなんです。

せめて、あと２年、その開業をにらんだ必要最小限というか、いかに人を集めるような

施設の張りつけをやるのかと、あるいはまたさまざまな販売の体制を取るのかと。その辺

が町の大きい課題になるというふうに思っています。観光交流センターでも、今の設備も

あるいはまた現在の既存の施設の改修、整備、これらもあわせてやらなければならないと

いうことです。

○委員長（天間清太郎君） １６番。

○委員（白石 洋君） 伺っている部分については、そうすればその雨が漏った部分につ

いては、あくまでもそれは修繕でいいんでないですか。その今あれするほうは新築工事な

ら新築工事でいいんでないの。これ何かの補助事業にのっけてやるの。一般財源でやれる

わけでないでしょう、きっと。何かかにかの補助事業か何かにのせてそれをやるのではな

いですか。面倒くさいなら今の展示館のやつ返還したらどうですか、今。終わってるのか

い、終わってもいないでしょう。今返しているのなら、返還金はどうなるのです。それが

早いような気がするのです。どんなものですか、建てなくてもいいから。

○委員長（天間清太郎君） 副町長。

○副町長（小又 勉君） というのは、もう何年も前から七戸町の事業でした。返還した

らいいとそう簡単に言いますけれども、それも実は検討しましたが、これはあそこだけで

ないのです。だからいろいろなものをにらんで、一番最良の方法で今進めていると。これ

を返還という話をすれば、それだけで済まなくなってくるのです。

ですから、その辺を一番まず補助の要件をうまく利用しながら最良の方法で進めていき

たいと。それで屋根は、当然補修工事です。ちょっとこれ、私も（発言する者あり）そう

思っていますけれども、補修というよりも全体的に劣化していると、屋根の材料が。です

から、漏ったところ一部やるというのでないものですから、これぐらいの額だなと思いま

す。販売は補助事業を今申請しているということです。
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○委員長（天間清太郎君） １６番。

○委員（白石 洋君） この話は、副町長言うように、図面こう見ながら現地で説明した

みたいなやに聞こえましたので、当然そうしたほうが私はわかりやすいし、それからまた

最近の駅の状況や何かも行ったついでに御説明願うというようなことに機会を移して、も

う一つ同じ工事請負費の秋祭りのこの山車の団地の工事、１億３４０万円、あるいはまた

設計費等見ているのですが、これは私はこの話についていろいろとこれまでも議会で議論

してきたつもりなんですが、どうしても建てるという。位置の問題、景観の問題等も話し

ましたけれども、最終的にはどうもならないままであそこへできるんだということ等もわ

かりましたが、町長と、展示館の話は別としましても、いわゆる各町内から上がってくる

山車小屋については、外部の景観の問題ありますから、ブルーシートではだめだというこ

とで、それについては町からも補助を出したいんだと、こういうお話だったのですが、何

か最近聞いてますと５０万円ほど町内でお金を出せば、あとは町のほうで建ててくれるん

だというお話伺ってはいるのですが、この辺のあたり、私もピンとよくわからないので

す。特に、これだけ、あれだけ議論してきた最中において、なぜその例えば５０万円なら

５０万円出せば町内に山車小屋をつくってあげれるようになるのか、先ほどの話と続きま

すけれども、お金がないお金がないといいながら随分サービスがよくなったなと、こうい

うふうな感じも受けるものですから、その辺のあたりもひとつわかるように御説明願えれ

ばと思うのですが。

○委員長（天間清太郎君） 商工観光課長。

○商工観光課長（塚尾義春君） お答えいたします。

この５０万円という額の決め方なんですけれども、これは私のほうでは企画財政のほう

なんですけれども、そこで各町内の山車小屋を建てた建築費を全部調査しまして、そして

その平均が５０万円前後だろうということに調査の結果なったということです。そして、

これにつきましては、町長も前から言ってましたけれども、各町内が通常山車小屋を建て

る分は、各町内で負担してもらって、それ以上にかかるものにつきましては町で補助して

もよろしいですということで、最初の会議のときにそういうような形で町内会の方にお願

いしてあったという事実がございます。

実際に、まだちょっと質問受けていないのですけれども、今現在、そして６町内の方が

建設したいということでお願いが上がっています、６町内です。そして、この前６町内の

町内の方々集まっていただきまして、会議開きました結果、３町内一緒の建物を２棟でい

いのではないかという話まで出ました。そして、さまざまな問題が生じてきますので、町

内会の代表の方を１名ずつ出してもらって建設委員会をつくって、そこで話もんでいった

ほうがいいだろうという、その辺まで話が決まってきておりますので。

それからもう一つ、町が建てるのではなくて、町がその各町内へ補助金を出して、町内

会のほうで建てていただくという。そして、町内会のものになりますということですの

で、そこを、町のものでなくて、町内会のものになりますということになりますので、そ



－ 67 －

こを勘違いしないようにしていただきたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） １６番。

○委員（白石 洋君） 何だかわかったようでわからないのだけれども、お金、例えば５

００万円なら５００万円は１町内にあげるんだと、仮に５００万円という数字出しました

けれども、あげるから、これこれのものをつくれと、あるいはまたその町内がいいという

もとをつくればそれでいいという意味に聞こえるんだけれども、それがたまたま三つの町

内が一緒だとか、六つあるからどうだとかという話で、そういう解釈でよろしいのでしょ

うか。

それから、前に聞いたの５町内でなかったのかなと思っているだけれども、今度６町内

ですか、この辺のあたりどうやって決めているのだか、もう１町ぐらいくればまた７町目

ぐらいまで認めるのかい、という単純な疑問もあるのだけれども、この辺のあたり、私の

話を聞いたのを話しているだけでうまくないことなのかその辺のあたりをはっきりお知ら

せください。

○委員長（天間清太郎君） 商工観光課長。

○商工観光課長（塚尾義春君） お答えいたします。

山車小屋につきましての形も、町内会が勝手にということでありません。景観のほうを

考えて、いわゆるその委員会の中で、じゃどういう素材を使うのか、その辺までに話し合

いして、ちょうど山車展示館も建つものですから、それはきちっとした統一したもので

やっていきましょうというような話はそこまであります。

そしてもう一つ、前はスペース的にトイレ等のスペースも考えていましたものですか

ら、５町内ぐらいぐらいが限度かなと思っていました。ただ、横の方に順次というふうな

ことのスペースも用意してましたけれども、１月３１日までの期限で、各町内へ全部調査

してました。そしたら、そこで希望する町内が６町内であったものですから、１町内抽選

で外すのもちょっとこれは酷だなということで、そして、詰めていけば６町内何とかあの

スペースの中に入るのでないかなということで６町内になったということです。

○委員長（天間清太郎君） １６番。

○委員（白石 洋君） 課長、建てる建て方にお金出したとかどうしたということをもう

少しわかりやすく説明してください。

○委員長（天間清太郎君） 商工観光課長。

○商工観光課長（塚尾義春君） ５０万円という額が出てきたのは、先ほども言いました

けれども、各町内会のほうで山車小屋現在建てているわけです。その建てている平均値を

出したのが５０万円ということです。その町長が前にも第１回目の説明会のときでも、町

内会が負担すべきのは、今まで通常かかる分は町内会で負担をお願いしたいと。それ以上

にかかるものにつきましては、町のほうで考えてあげますというような答弁をしているわ

けです、説明会のとき。それを踏まえまして、町では山車小屋が平均幾らかかっているの

か、現状です。そうすると大体５０万円ぐらいだということで、じゃ、５０万円以上かか
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るものにつきましては町のほうで補助金を出しましょうということです。

○委員長（天間清太郎君） １６番。

○委員（白石 洋君） その５０万円ぐらいの平均だというのだから、それはそれでわか

りました。だから、あと足りない分については少なくとも町としてもそれなりの予算のめ

どをつけていろいろと臨まないと、議会であり何であり臨まないと、大体これくらいあれ

ば一つ３００万円とか４００万円あたりになりますと。だから、１,８００万円、六つだ

からかかりますとか何とかというふうにならなければならないわけで、ただ漠然としたみ

たいな感じで５０万円出せばという感じになるわけです。だから、そこのところ私聞きた

かったのです。

これはあれですか、今それを一つ後で、これ今やると年度内にこれできるのでしょうか

ら、今度はそれは、そっちの小屋のほうはいつやるのですか。これに予算のっていないか

ら、これがどこ、のってますか、私、そうでしょう。その辺のあたりもあるものですか

ら、それいつごろこうやってやるのか何でのせなかったのかと、こう思うのです。ぐずぐ

ずしているとすぐ秋がきますから。

○委員長（天間清太郎君） 商工観光課長。

○商工観光課長（塚尾義春君） お答えいたします。

山車小屋につきましては、今の駅前の工事の関係で、公共下水の工事がちょっとおくれ

ています。それで供用開始が２２年の４月というふうに伺っていました。ですから、急い

で今建てても、水等は全然使えない状態なものですから、建ててもただ保管しているだけ

でもって意味がないということになりますので、今年度２０年度につきましては予算化は

全然しておりません。

ですから、２１年、２２年ぐらいで建築のほう、補助金のほうの関係は考えておりまし

た。

○委員長（天間清太郎君） １６番。

○委員（白石 洋君） それはどのくらいかかる見通しでいるのか。

○委員長（天間清太郎君） 商工観光課長。

○商工観光課長（塚尾義春君） 予算につきましては、当初、商工観光課のほうで積算、

見積もりもらってあったのが、これ１年以上前ですか、そのときであれば３５０万円ぐら

いで建てて、１棟です、建てていたんですけれども、今現在は４００万円は超えるのでな

いかなと思っていました。１戸ずつ別々に建てるとしますと。といいますのは、鉄骨がも

う何割も上がっているのだそうです。そのために、４００万円強になるというふうに見込

んでおりました。

○委員長（天間清太郎君） １６番。

○委員（白石 洋君） 副町長、展示館はつくるかもわからない、秋祭りは毎年ある。ど

この町内から借りてくるかわかりませんけれども、それはぜひ飾りたいと。当然これは今

年中にできるわけですから、この建物今年できるわけでしょう、こっちの建物は、山車小
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屋はできないけれども、こっちはできるということですから、そうなってくれば、何もあ

わてて、今年やらなければやらなくても、来年あたりでも本当はよかったのでないかなと

いう気もするのですが、その辺、ばたばたとやらなければならないという何かあるのです

か。期限か何か、例えば補助金をいただいているほうからの補助金の期限か何かでやるの

ですか。

○委員長（天間清太郎君） 副町長。

○副町長（小又 勉君） 全くそのとおりです。この補助金、蓄えていたのが大分期間が

たちますので、いろいろ二転、三転して待ちに待って、もうこれ以上延ばせないというこ

とで、これは展示館だけはやるということです。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） 物産館改修工事、それからの並びにその北側にできるという形な

んですけれども、その北側にできるのは２１年ですか、できるのですけれども、その管理

はどこでやるのですか、管理運営は。

○委員長（天間清太郎君） 副町長。

○副町長（小又 勉君） 管理運営といいますか、あるいはまた経営ということになるの

かを含めて、今構想を練っています。もちろんこれからのことですから。そして、観光交

流センターもあります。それらも一緒にするのかも今検討しています。どこかにして指定

管理するのか、あるいはまた既存のどこかの団体か、あるいはまたこれから駅にできる町

関連のいろいろな施設とかそういったのの維持管理も含めて、今これは検討中ということ

です。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） そうなると、もしそういうふうに検討するなら、今入っている、

とりあえず展示室で売ってる、野菜を売っている部門は新しくできればそっちへ全部いく

わけでしょう。展示室は結局それとは別の分野のサンヤソウとかそういう形になるわけで

しょう。そうすれば、今入っている人たちは、そっちへもし仮に今の既存の、今までいた

物産協会株式会社か、そっちへ今入ってるわけでしょう。それが、こっちへ行って今度別

な人だったら、今度はこっち側からこっちへ消費税入るということになるのか。それもお

かしな話だと思うのです。そうすれば、多分これ検討しても、その中で、今まで既存の形

ということで、少なくても交流センターか、そっちのほうは別としてもそれはなると思う

のだけれども、そこで、その物産協会、そこは株式会社ですね。その中で一番の筆頭株主

が町のはずだ。農協とかも入っているのだけれども。

そこで、聞いたところによると、株式だからそういう人いるけど、それを譲渡すること

もできないし、また別な人が入ることもできないという内規があるのかそういう規約があ

るというの、その辺はどうなの。

というのは、これだけいろいろな人が来て公益性とかそういうのもってきたときには、

今始めたときはその人たちだけでやったかもわからないけれども、こうなってくると意味
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合いが違ってくる。内規の規約が何かそういうふうに聞こえたのだけれども、それどう

なっている。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） お答えを申し上げます。

株式会社であります。総発行株数は８００株になっているわけであります。その中の約

３００は町の株だというふうに認識をしておりました。それで、売ってもいいのか売られ

ないのか、買ってもいいのか買わられないのかというそういう規定はないわけでありま

す。売っても買ってもできないとかという規定はない。ただ売買のときには、理事会の承

認が必要だという１項があったように思っております。通常は小さい会社はそういう条項

が入ってるというのが通常ですので、そういうことが入っていたなという感じがしていま

す。後で確かめて報告を、お知らせしたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） １４番。

○委員（田島政義君） 副町長、いろいろ午後も出たんです、午前中もやったのですが。

やはりこの明確にする図面というの、３月たしか、八嶋さん、課長、今月２１日ですか、

審議会が（「そうです」と呼ぶ者あり）。町長、これ審議会決まったら、やっぱりぴしっ

とした図面をやっぱり私、議員の皆さんに出さないと、私もうちの温泉張っているのです

が、しょっちゅう変わるわけだ、あっちへ行ったり。いっぱい見てるとどうなってるのこ

れと、こう。それこそ最後に今度は物産、海産物センターがいなくなってみたり、今度物

産協会がついてみたりとか、いろいろあるわけだ。私の温泉がついたりすれば、これ役場

に売ったんですかと、こうなるから。

だから、そういうのもあるので、やっぱりぴしっとした図を議員の皆さんにやって、そ

こでやっぱりぴしっと協議しないと、私、これしょっちゅう同じことの繰り返しで聞くと

思いますから、何としても終わったら、私は、さっき１６番委員が言うように、やっぱり

現地を見ながら私は説明する必要があると思いますので、それよろしくお願いしたい。

それから、１３番の委託料で、これは公園管理費なんですが、用務員業務委託料５００

万円と、この環境整備委託料８００万円と、これどこに委託料しているの。縦貫でないで

すね、でなくて別ですか。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） お答えいたします。

今の、用務員業務委託料と環境整備委託料ですけれども、用務員業務委託料、これは縦

貫から２名派遣してもらって旅行村ですか、のほうで勤めております。

環境整備委託料ですが、これは森林公園それから都市公園等の草刈り、雪囲い、さまざ

まの作業ありますけれども、シルバー人材センター年間分でございます。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） ５番。

○委員（田嶋弘一君） 先ほどの続き、７０ページの委託料のところの３５０万円であり
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ます。それから工事費１億３４０万円、それから、次のページの七戸みよこ祭り補助金４

００万円、ここのところですけれども、当初、町長は山車のショーウインドウをつくると

いうことで、これから経費がかかるのではないかと聞いたときに、いや補助金で全部賄い

ますということで、今年はちょうどあるお金積み立て全部いってしまうのですけれども、

昨年度に７４１万３,０００円と９１万１,０００円使っているわけです。ということは、

少なくとも大体８００万円ちょっと使っているのです。

これからまたこれが例えばまた管理経費がかかります。それで、ずっと見てくると、公

園なんかも管理経費いっぱいかかっています。町長がこれからツツジを向こうに植えてい

くのにも、これから管理経費がかかります。

そういう形で、これから建物建てるだとかいろいろなまた木植えても管理経費かかるの

ですけれども、今までの管理経費はそのままで、例えば、先ほど、前にもありましたのだ

けれども、バラ園でも管理経費７０万円ちょっとかかっているわけです。それらが減るわ

けでもなくて、だんだんに管理経費がかかっていくんだけれども、これを七戸町の人口の

推移見ていくと、これからの方々が管理経費を払うのに大変苦労するような形を、私は経

費がかかり過ぎている、そのような感じを受けるのです。

だから、先ほど、白石委員さんも言いましたけれども、バラ園はあと何年あれがあるか

ということは、やはり私どもとしてみれば管理経費がだんだんいくから、どれかを切って

いかなければ経営ができないのではないかなというふうに感じるのです。

だから、町長は、建てればいいな、確かに今、午後も話したんだけれども、七戸町の城

跡にあれだけお金かけて、他町村の人、県外の人が見に来ないような状況であれば、何ぼ

お金かけても意味ないような感じがするのです。

だから七戸町にいろいろなお金を、駅前を頑張ろうとしているのだけれども、奥羽種畜

牧場も広めようとしているのだけれども、今はどこにお金をかけてやるかということを

やってもらわないと、これなら、２年前に私ここの団地のショーウインドウの話したとき

は、町長はこれで賄うと言いながら、去年はこれだけのお金を、約８５０万使ったと。こ

れからまず、山車が入るかと思うのですけれども、管理経費だって５０万円から１００万

円かかるでしょう。

かかってくるって、どこからも収入がない、ただお金がぽんぽん出ていく一方で、農業

振興の話すれば、いや、お金がないからという話になってくるのだけれども。

で、まだ、七戸の夏祭り、これはみよこ祭りとべこ祭りが一緒になって、七戸夏祭りに

なったんですけれども、そのときに１２月議会で結構お話したはずです。これいつやる

か、それと例えば、確かに合併したから改革案としては、みよこ祭りとべこ祭りについて

はイベントを変えていきたいと。

ところが１回目やったときは、合併してお互い結婚したから、七戸みよこ祭りでこのま

まいくかなと、私はそう思っていました。ところが、やっぱり一つの、ただ春祭りだって

言うよりもつつじ祭りと。ただ夏祭りといってもみよこ祭りとか、そういう名前があった
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ほうが私はこれから七戸町を売っていくには、やっぱり一つの名前を、ただの秋祭りとか

夏祭りとか春祭りよりも、名前をつけて表に出していったほうがいいかなと思うのです。

ここで、七戸の夏祭りについては、再度もう一回協議して、七戸みよこ祭りの名前で

やってほしいのと、それから、このみよこ祭りはどっちかというと、とらじょ様の件もあ

りますので、盆近くの日にちのほうがベターかなと私は思うのですけれども、その辺どう

いう協議していつやるのか、お聞きいたします。

○委員長（天間清太郎君） 会議中に大変申しわけありませんが、暫時休憩したいと思い

ます。テープの交換しなければならないので、暫時休憩します。１０分。

休憩 午後 ３時５９分

再開 午後 ４時１０分

○委員長（天間清太郎君） 休憩を取り消し会議を開きます。

商工観光課長。

○商工観光課長（塚尾義春君） それでは、５番委員の夏祭りにつきましての質問にお答

えいたします。

昨年、夏祭り終わった後に実行委員会を開いております。そこで話し合われたことをま

だ運営委員会のほうには図っていなくて、決定事項ではありませんけれども、方針だけお

答えします。

名称につきまして、名称それから日にち、開催日時につきましては議論になりました、

確かに。第１回という形で夏祭りという形でやったものですから、これはもうちょっと継

続してやったほうがいいということです。

そして、開催期日につきましては、８月１６、それから現状という意見が出されまし

て、２０年度につきましては、たまたま８月１６日が土曜日ということもありまして、

じゃ、そこで一回やってみましょうということで、１６日ということで進めていきたいと

いうことで考えてました。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） ５番。

○委員（田嶋弘一君） さっき咳払いした人がいて、名前のほうが私聞こえなかったので

すけれども。

○委員長（天間清太郎君） 商工観光課長。

○商工観光課長（塚尾義春君） 名前につきましては、みよこ祭りそれから夏祭り、両方

のことで議論いたしましたけれども、せっかく今年度第１回七戸夏祭りということで始め

たものですから、この名称につきましてはこのままいきましょうということに決まってお

りました。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） それでは、お答えを申し上げます。

いろいろ将来的なことの質問であります。いろいろ公園とか城跡とか、そういうもの等
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に大変お金がかかるんだと。またいろいろな花を植えたりあぜりあロードをつくったりな

んかしてさらにかかるんでないかということです。確かにかかると思います。

しかし、町の何といいますか、長期総合計画の中の方針にもうたわれていますように、

潤いと彩りのある田園文化都市七戸ということに大きな目標を持っているわけでありま

す。そのためにはいろいろ、緑あふれる文化都市ということですので、花を育て、そして

公園等にも整備をしながら、そしてどこからおいでになっても、いや景観のすばらしい町

だと、そして潤いがあり文化があるという、そういう町にしたいというのがねらいであり

ます。そのことをまず御理解いただきたいと。

ただ、財政的にどうなのかということになりますけれども、いろいろとこれから施設等

についても統合を図っていこうということで検討しています。そうすると、非常に経費的

にも広い意味で節減されると。また、職員の退職等についても補充をしないということ

で、またこれからも五、六十人、七、八十人も減員していくということもあるわけであり

ます。

そういうこと等も踏まえながら考えますときに、経費その他については大きな経費には

ならないわけですので、ほどほどの経費で運営できるということですので、何とかやって

いけるのではないかというふうに思っております。

特に新幹線時代、七戸の町は、昨日の一般質問にもお答えしたと思いますけれども、す

ばらしい景観の農村地帯にあるということで、その町の特色を生かして、これからも花の

あふれる、緑のあふれる町づくりをしていくということが非常に大事なのかという思いで

ありますので、御理解いただきたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） ありませんか。

８番。

○委員（三上正二君） 今の七戸夏祭りの件なんですけれども、今合併してだんだんに、

今までは皆それぞれの町の思いは２町合併しているからありますけれども、でも発想、そ

れから脱却しなければならないと思うんだ。その後になって、せっかく第１回のときには

七戸みよこ祭りとやったのです。みよこ祭りとやったのです。私はこれはこれでいいと思

う。とらじょ様でも何でも七戸みよこ祭りなら祭りでもいい。

今合併して一つになれば、天王のつつじ祭りある、春先は。それから今度はみよこ祭り

あっていいと思うのです。今度、秋祭りは七戸の町の中で秋祭りある。ちょうどその上の

ところでホワイトバトルというのあるから、要するに雪合戦です。それは、逆にすれば、

それこそ曽我森のとこで町営のスキー場あるのだから、あそこにもっていってそれこそ冬

のスキー場を利用しながらホワイトバトルという、こういう形で、この合併した町一つ一

つの考えた形の中で考えられるべきだと思うの。そうしないと、いつまでたっても何もみ

よこというのは有名なの確かなんだも。それはそれでいいと思うの。時期も盆なら盆でや

ればいいんだ、それはそれで、秋祭りは秋祭りあるんだもの。

だから、どうせあそこ、あのときにべこっこ祭りとみよこ祭りと合体したけれども、実
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質的には合体年度、べこっこ祭り端っこにいただけなの。とするなら、べこっこ祭り、何

も雪合戦のホワイトバトルのときにべこっこのそれこそ焼き肉やってもいいんでないの。

そういう考えで立ったほうがいいです、私は５番委員に賛成するのでないけれども、私

は七戸みよこ祭りという名前つけたほうが私はいいと思う。そのかわり、そういう全体的

に流れに考えてくれたほうがいいと思う。どういうものでしょう。

○委員長（天間清太郎君） １番。

○委員（附田俊仁君） １２月の議会でしたか、私も夏祭りの件については名称、あと日

にちと要望、一般質問させていただきました。

私個人的にというか、私自身、固有名詞を売るということに幾らお金がかかってるのか

ということを考えていただきたいのです。要は、例えば七戸町という名前を売るために一

生懸命お金をかけてアピールする。それと同じように、みよこという名前にもお金かかっ

ているし、それだけ売れる、全国に人の固有名詞でもって祭りをやる、ものを売ってると

いうのは、なかなかあるものでないのです。

これを有効活用しないで、また新たに名前をつければ、そのまたそれを売るためにまた

お金がかかる。でなくて、今まである名前を有効に使って、もっともっとここの地域を売

り出すということが非常に必要だと私は考えています。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） あとありませんか。

１４番。

○委員（田島政義君） 観光課長さっきもお話ありましたけれども、この例の３,１５０

万円のお金のことで、場所と簡単な図面を明日、予算ですから、これを通すためにも、皆

に理解してもらうためにも、さっきも控え室で話されてもぴんとこないという人が多いで

すから、私もぴんとこなかったのですが、やっぱり屋根とここをやるためにこのぐらいの

金額が、金額が金額だから、屋根にこんなにかけたと皆思うから、そこ図面があったら簡

単な、こういうＡ４でもいいのです。これにこうですというのだけ教えてもらえれば、私

は皆理解すると思いますので、できたらお願いしたいと思いますので、よろしくどうぞ御

配慮のほど。

○委員長（天間清太郎君） ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） ７２ページから、第８款第１項土木管理費から、７５ページ

第３項河川費までの発言を許します。

２番。

○委員（佐々木寿夫君） 土木作業のことで、昨日は落札率が高いという問題が出てい

て、その中で入札の資格審査の基準が問題になっていました。

そこで、私は昨日七戸町の入札の基準について、企画財政課から資料を出してもらい調

べました。そして企画財政課の課長にお伺いいたしますが、七戸町ではこの公共工事の入
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札ための総合評定値を出す図式があるのですが、本当にこれでやっているかどうかをまず

確認したいのですが。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） ２番委員にお答えいたします。

そのとおりその評定値により、もちろんその他の何とかというのもございますけれども

その総合評定値をもとに決定しております。

○委員長（天間清太郎君） ２番。

○委員（佐々木寿夫君） 七戸は、この評定値にしたがってＡＢＣのランクをつけている

わけです。しかし、いろいろな業者から聞けば、この総合評定値よりも何人仕事をしてい

るかのほうが重要で、一たんランクＡになれば、どういうふうな総合評定でもランクＡか

ら絶対下がらないと。そこで、ランクＡになって大きな仕事を請け負って、Ｂ、Ｃのほう

にどんど下げて、丸投げ仕事していって、そして結果的に落札率高くなるとかという話も

したりする人がいます。

そこで聞きます。

ランクづけする場合に、それぞれのランクに何人いるかというのが重要な問題かどう

か。これがまずそのランクづけを、何人やってるかということが指標に、評定値に入って

いるかどうか、評定値に重要にしているかどうか。

以上。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） お答えいたします。

まず何人以上の営業年数というのもこれもちろんその評定値にやるためのポイント上

がってまいります。それ以外にも、企画財政課ではその等級決定の際に、例えば建設工事

Ａ級といえば営業年数１０年以上というぐあいにＡＢＣのランクを定めまして決定してお

ります。

以上でございます。

○委員長（天間清太郎君） ２番。

○委員（佐々木寿夫君） 済みません、しつこくて、最後は一つだけ。

例えば、どのランクで何年仕事をしたかというのは、この総合評定値の中ではわずかに

３％ぐらいの評定になっているのです。実際の業者などから聞けば、いや、何年やってる

かというのは、例えばＣランクにあって５年以上たたなければ絶対Ｂにならないし、どん

なに仕事をしてもそうなっていると。

だから、年数が重要だといって、この総合評定値のランクとその実際は違うのでないか

というふうにいうのですが、やっぱりその年代、やっぱりこのとおりきちっとやっている

ということですね。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） はい、確かに今言ったように申しました。年数の評定値
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の中に入った総合評定値の中に含まれますが、それ以外に、別にそのポイント何点以上、

そして営業年数何年以上というのをもとに格づけしております。

以上でございます。

（「はい、わかりました」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） ５番。

○委員（田嶋弘一君） ７３ページの１目１１節、ここの光熱費のところですけれども、

これは何回も聞いてるから、多分街灯料だと思うのですけれども、間違いないですか。

○委員長（天間清太郎君） 建設課長。

○建設課長（天間一二君） ５番委員にお答えします。

街路灯の電気料でございます。

○委員長（天間清太郎君） ５番。

○委員（田嶋弘一君） 内容を詳しく聞かせていただきます。

街路灯について、向こう１年間町長とやり合って統一するというふうになりましたけれ

ども、この街路灯、このたび、当初私１２月まで、どちらの方向に合わせるかと聞きまし

たけれども、なかなか答えを出しもらえなかったのですけれども、このたびそのように

なったようです。

ところで、その街灯料は多分４月から可能かと思うのですけれども、統一方向にいくと

思うのですけれども、もう４月から一気にやれる状態にあるのですか。

○委員長（天間清太郎君） 総務課長。

○総務課長（藤賀慶二君） 田嶋委員の質問にお答えします。

今の街路灯につきましては、いわゆる天間林地区の常会の関係なものですから、とりあ

えず私のほうから説明いたします。

新年度から一応町長の格差解消の一環として、街路灯に関しては全額町でもちましょう

ということでやってますけれども、今、この予算が可決されれば、正式に東北電力とは協

議しますが、事務レベルの段階では、いわゆる請求書の名義変更等につきまして、約１カ

月くらい時間がかかるということです。

それで、４月分の電気料に関しては、４月の後半あたりに請求書が出るみたいで、町と

しては、それまでの間に何とか手続を済ませたいというふうに考えています。もしそうな

りますと、電気料の請求書は全部町に来るということで、今、事務的にその作業を進めて

いるところです。

万が一、４月中に手続が終わらないとすれば、例えば４月分に関しては、従来どおり常

会のほうで負担してもらって、後で町が常会に支払うということも一応は考えています

が、できるならば４月からやるようにしたいという思いで今おります。

以上です。

○委員長（天間清太郎君） ほかにありませんか。

５番。
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○委員（田嶋弘一君） この件について、本来であればこうやって予算化するのであれ

ば、前もって住民に対してこのような状況に変わっていきますからということで、４月１

日から、住民に迷惑がかからないと言えば変な言い方ですけれども、そのような状況に

やって上げるのが行政サービスかと思うのですけれども、本来であれば１２月議会のとき

に町長が早い状態で決断をしてくれれば、そんなに課長の皆さん方、また職員の皆さん方

がこの３月の忙しい中、やっていかなければならないような状況になったように私が感じ

るのですけれども、再三２月ころも私聞いたら、まだ未定だという話を聞きました。

町長が何でそこで迷ったのか私聞いておきたいのですけれども。お願いします。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） お答えをします。

迷っていませんでした。

（「わかりました」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） ７３ページの７節、作業員賃金、これ多分、道路の脇の草刈りと

かそういうの入っていると思うのですけれども、前にもこれ、１,５００万円です、これ

前にも話したこともあるのですけれども、例えば、今現在でも部落のほうでは、町中これ

ちょっと難しいでしょうけれども、もともとは部落と部落の間の道入ってきたら、皆部落

間でしていたものなんだ。今も一部しているわけです。

ところが町道になって舗装になった途端に、町のほうでやるようになってそのままき

た。そのときはまだ財政的に豊かだからいいんだけれども、今でもそうやっているところ

も一部あるから、町のほうで例えば、一路線一つに、仮に１０万円かかるところは、賃金

がかかるところあったりすれば、その半分ぐらいと見てみても部落のほうにお願いしてや

れば、その分が減るんだ。その辺のところを検討してみてはどうでしょうか、これだれに

言えばいいか。

○委員長（天間清太郎君） 建設課長。

○建設課長（天間一二君） ８番三上委員にお答えします。

まず、土木維持管理費の賃金ですけれども、ここの１,５００万円ですけれども、これ

は除雪の作業員の委託料なんです。作業員の賃金でしたですので、あと町道の草刈りです

けれども、シルバー人材とか、あと業者さんに委託して草刈り業務をやってもらっている

のが実情でございます。

今の集落間の集落の方のほうに委託したらどうですかという意見ですけれども、その辺

の今後、けがとかもございますので、その辺はこれから検討に値するのかと思います。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） ちょっと誤解してたんだけれども、例えば、役場でその部落の人

たちに賃金払うとかそうなればけがとか補償問題出てくるわけです。要するに、ここの道

路の北舘なら北舘という部落に預けて、今どこの部落でも、私のほうでもあるわけです。
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町道といえども、皆いつもかつもやらなければならない町道でない町道もあるわけです。

そういうところというのは、皆、ここからここまではおいと、ちょっと飯前に３０分か１

時間やってるのがいっぱいあるわけです。

だから、そういうのというのは、これどこの部落でもあると思うのだけれども、そうい

う場所は皆のところ、これ一律ではないと思うけれども、そういう場所が結構あるはずだ

から、例えば私のほうのあたりではあの先、沼ノ沢の間の舗装道路、そこあたりでも簡単

にやればできるし、そういうところいっぱいあるから、そういうことやれば賃金の払うと

言ってもまさかといったら１０万円かかるのを半分でいいといったら半分で済むでしょ

う。

だから、その辺のところ検討してみて、全部はできるとは思わないけれど、検討の余地

あると思うのだけれど、どうだろう。

○委員長（天間清太郎君） 建設課長。

○建設課長（天間一二君） ただいまの８番委員の御意見参考にして、今後検討して、課

として相談しながら検討してまいりたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） それから、その下の１１節、需用費の中の燃料費なんですけれど

も、これどこで見て、これすべて恐らく終わるまで各課には全部燃料費となると思いま

す。

というのは、総務課でもどこでも、特に建設課あたりは多いと思うのだけれども、油を

施設においては重油とか灯油とかいろいろなの、ガソリンとかと使ってると思います。

その、今現在、実際、なかなか出しづらいけれども、全部合わせてもいいですけれど、

役場のほうでガソリンとか灯油、重油全部合わせれば、リッター数はどれくらい使ってい

るの、総リッター数。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） お答えいたします。

そのまま集計していますので、全部申し上げます。ガソリンも灯油も軽油もすべて入れ

まして、５３万９,９６９リッター、これ平成１８年度の実績でございます。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） 今さっき、副町長も新幹線の絡みの中で、ない予算を一生懸命

削ってそこに集めてるの、そのとおりだと思うのです。皆あれやってくれこれやってくれ

とみても、財政苦しいからというのだけれども、なぜこんなこと聞くかというと、もし仮

に、その前に、今現在の状態の中で、これガソリンとか灯油とか重油とかいろいろなので

これは差はあるとしても、市販価格の形と比べてどれだけの差がありますか、市販の、一

般の売られているセルフとかそういうのは別として、市販の売られている一般に小売りさ

れている値段あるでしょう。その形の中でして、全部が全部皆違うと思うのだけれども、

どれくらいの差があるのですか、リッター当たり何円とかかん円とか。
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○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） お答えいたします。

今、町が現在契約している金額からして見ますと、私道路歩きますけれども、１円安い

と、この地区ですけれども、と記憶しております。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） 多分そうだと思います。

たまたま私も昨日調べてみたのです。そしたら、たとえ一般通り客というのは、私たち

も、自分も会社やってるからわかりますけれども、一般のこの通り客の価格というのはこ

こにあるです、今。その各スタンドでその契約とれば、例えば農協あたりだとゴールド

カードとかそういう形の顧客の売り値、これどれくらい違うといえば、２円から３円違う

そうです、これガソリンです。でもそれ以外も違う。ちなみに、私もある組織の長やって

まして、そして十和田の業者の方と、たしか灯油と重油だったのですけれども、灯油の形

で決めて見積もり取ったのです。そしたら違ったので十和田に決めたいと。いや、十和田

だって、どのくらい違うといったら、ただではない、何ぼ違うと。リッターなら灯油で６

円から７円違ってました。

これ、建設の入札と一緒で、簡単に言えば一般競争と、そうはいかないと思うのです。

やっぱり、地元業者も使わなければだけども、普通、じゃ、さっきも言ったとおり、今

違っているのは１円違う。５３万幾らといえば、リッターこれ１円違えば５３万円だか

ら、リッターから５３万円違うんだ。２円違えば１００万円違うということだ、物によっ

て、もっと違うと思う。

ただそう言っても、どういうようにそれこそ発注の仕方しているかわからないけれど

も、これは例えば冬のうちだけちょこちょこしか使わないところもあるだろうし、また、

大量に使うところもあると思う。

町でも今言った１円の差というのは、これは皆一律そうなのか、ちょこちょこした部分

は高いのか安いのか、またいっぱいに使うのがいいのか、その辺はどういうふうになって

いるのか。言ってることわかるかな。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） 大変申しわけありません、今ちゃんと意味が……。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） ５万９,０００リッターのうちで、施設とか自動車とかいっぱい

あるから、恐らく七戸町の業者を指名して、どういう形で見積もり取ったらどうするかわ

かる。

そうなるとセット仕方がある。大きな施設は一つで初めから何千リッターと使う施設も

あれば、１００リッターとか５０リッターずつ使うところもあると思うのです。手のかか

るところ、そんなに価格下げろといってもこれは無理だと思う。

だけども、大量に使うところというのは手がかからない、当然安くなっても手がかから
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いだからいいと思うのだけれども、その辺の絡みはどうなっていますかというの。一律に

１円安は１円安のかなということです。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） お答えいたします。

この灯油の納入方法、契約の方法ですけれども、役場では今三つ、各４者から見積書を

持参してもらって、その場で開札してそういう方法でやってますけれども、仮に納入の意

思がある会社が１０社あったとします。それでは当然最低落札価格社もあるわけですが、

一番安い価格をもとに、町内の業者さんですから、この安い価格で納入の可能、意思あり

ますか、可能でしょうかと聞きます。

そうしますと、これが１０社あったとしますと、今、乗用車であれば２９台あります。

これを前年実績納入額でもって、同じくなるように１０グループつくります。そして、一

番落札者から順に、私、次の安い人はこうやって、１０社皆さんに納入、その最低価格で

もって納入させてもらいます。

○委員長（天間清太郎君） ８番。

○委員（三上正二君） もし、それは恐らくその業者の人たちが一つ決めれば、価格あれ

ばまた次々となると思うから、だから、それちょっと問題あるといえばあるけれども、そ

れは別として、でも、さっき言ったとおり、普通七戸町、もし株式会社という企業だとす

れば、半端な量でないはずだ。これどこの会社でもなんだけど、ある程度利用ないば、こ

れ経営苦しくなれば何ぼにしたいけどもう少し下げてくれないかと、これ普通だと思う。

でも、それぐらいの数字ではこれ納めている、この役場に納めているある業者から聞い

た話だ。実際、一般通り価格で１円安く下げてました。じゃ、顧客とかそういう形で特別

にこうして量使うときはどのくらい下げると言ったら２円から３円下げると。ということ

は、そうやってほかの十和田のほうから来れば６円も７円も違う。同じ七戸町でそう違う

と言う。となれば、３円違えば１５０万何ぼ違う。別に業者の人、ほかの十和田から取れ

とか一般競争入札しろという意味ではないけれども、やっぱりその辺は七戸町という大量

なものを使うとなったら考えてやった形の中で、やって指導してやってくださいというこ

とだ。

要望で終わる。

○委員長（天間清太郎君） ありませんですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） ７５ページ、第４項都市計画費から、７９ページ、第５項住

宅費までの発言を許します。

１４番。

○委員（田島政義君） ７７ページの工事請負費の都市計画道路建設工事費に関連しまし

て、私、昨日今の一般質問しました。落札率の関係で、今、先ほど８番言うようにガソリ

ンとかそういうのでさえ安く買えという。そして、工事するとき何億です。１割カットす
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る、８４.５でも私は決して業者の方は損しないと思う、積算率から言って。そうではな

く町が予定価格を下げればいいわけです。８５ぐらいになるような形の中でやれば問題な

いと。

先ほど言った、じゃ、２番委員が言うように、全部会社が、今の法律になったように社

会保険に入っている会社で申請しているのかどうか、それ全部調べたことがありますか、

まず財政課長。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） お答えいたします。

落札率、当町、おっしゃるように９４％前後を行き来してるわけですが、隣接のものは

聞いたことはございますが、全部は調べたことはございません。社会保険料については、

入札審査指名願い出たときに、すべてある、ないは確認はしておりますが、全部掛けては

いないと思っています。

○委員長（天間清太郎君） １４番。

○委員（田島政義君） 今の社会保険庁はすぐうるさいのです。１人の会社でも会社つ

くって登記するとすぐ来ます、入ろと。特に公共工事やるところは、やっぱりけがしたと

きの補償問題があるわけです。社保に入って給料の問題もあるし、雇用保険なんかと違っ

て、やっぱり工事やりますから、当然その分いろいろなのを見て、その落札高いかもわか

らないとしても、私は今言ったように、仮に前の７４ページのブルドーザーの購入２,９

００万円と、これかなりやすく買うはずです、ブルドーザーなんかでも。だから、なぜこ

んな財政が苦しいのに、いろいろなの建てなければならないのに、私は極端に下げろと

言ってないのです。計算の仕方がもっとないのかとか、またそういう部分をやらなければ

ならないのでないかとか、でなければ、一般競争入札にしようとしているのであれば、当

然こういう高額な、やっぱり５０億円なり投資で今１８年度は１８億円のそういう投資す

るのであれば当然そのような、幾らでも浮かせようと思えば、業者の方わかると思うので

す。このくらい議会で議論していれば、幾らか下げなければならないのかという。いい意

味でのお話し合いをしていただきたいということなんです。

そういうことで談合しろとかでなくて、それはもう口が裂けても談合しなさいというこ

とできないでしょうから、ただ町の財政が苦しい中での、やはりガソリンでさえ、灯油で

さえ、重油でさえ下げてくださいという時代ですから、何も１人に言えばいいことであっ

て、皆に言う必要ないのですから、私、そういう形の中で幾らかでも私はやり方を変えな

いとですね、こんなに物を建てるときにですね、同じ、前も言った商工会の中で一つの業

者だけが全然納め方が違うと、それは積算、国のあれですからと言ったって、物一つ買

う、ねじ１本買うたって向こうは定価があるのです、積算は。我々は、ねじ１本納めると

きには、やっぱり１００円のが６５円か７０円でなければ役場買ってくれないわけですか

ら。

だから、そういうものですから、私はその辺も考えて、いつまでも続けろでなくて、苦



－ 82 －

しいときにはそういうのできないのかなということですので、ですから、社保とかそうい

うのぴしっと、私はそういう基準があれば基準をぴしっとやるように。あなたのほうで調

べれば、商工会はすぐわかりますから、どこの会社が何人入ってるかというのわかること

ですから。

だから、そこまではやりたくないので、だからそういうものも、やっぱり指導という形

でして、やはり公共の入る場合はそのくらいやってくださいぐらいは、そのついでのいろ

いろな話をすればいいのでないですか。その辺の考え方はどうですか。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。

○企画財政課長（坪 寿美君） はい、わかりました。普段でもそういう指導はしており

ます。これは今おっしゃるように、土木、県のほうでもかなり厳しいので、こちらでも社

会保険または雇用保険、または県対協、いずれかに加入するようには指導はしています

が、さらに指導してまいります。よろしくお願いいたします。

○委員長（天間清太郎君） ありませんか。

１１番。

○委員（川村三十三君） ７５ページの都市計画基礎調査業務委託料、これは多分駅前だ

と思うのだが、それでよろしいのかどうか。

それから、次のページの東北新幹線七戸（仮称）駅開業ＰＲ事業費補助金７８０万円、

これは何にどのように使うのかも御説明いただきたい。

それから、次の７９ページ、工事請負費の花松団地建設工事の５,８００万円余です。

町長、所信表明のときにこんな話をしていました。大項目の都市基盤の整備のところ

で、継続事業を早期に完成させるとともに、計画している新規事業については優先度を勘

案すると、こういうこと。

したがって、この花松の団地については、旧天間林のあたりから森ノ上から二ツ森、榎

林、四ヶ村と、こうなってきて、いわゆる話を聞きますと、定住化のためそれから少子化

対策のため、いわゆる小学校学区への子供確保のための施策であろうかと思うのですが、

非常に立派な施策だと思っています。

そこで町長、明日にも聞きますけれども、七戸にも歴史的継続事業というものありまし

たよね。よろしいですか。この花松の団地については、半分は起債であります。半分は補

助金であります。こういう会計上のシステムは七戸にもあったはずでありますが、今この

事業を採用して、明日私が言うであろう、また言うであろうそのものは捨てられた経緯が

ある。

今言ってる優先順位からいって、これが起債を仰いでもなおかつやらなければいけない

ものであったという必要性を、担当課長でもいいです、町長でもいいですが、最終的に

やったの財政課長かな、認定したのは。そういう優先順位はいかなる方法で決めたのかを

答弁していただきたい。

○委員長（天間清太郎君） 企画財政課長。
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○企画財政課長（坪 寿美君） そちらのほうでなく、私に質問のあった都市計画総務費

の都市計画基礎調査業務委託料４２７万８,０００円ですが、これは、去年から始めた事

業、去年は最初の年で、本当の地形図の調査いたしました。２０年度、２年目ということ

で、今度は構造物、建築物等の調査を行うという業務をするものでございます。

以上です。

○委員長（天間健治君） 新幹線建設対策課長。

○新幹線建設対策課長（八嶋 亮君） 東北新幹線七戸（仮称）駅開業ＰＲ事業費補助金

７８０万円の御質問に対してお答え申し上げます。

今年度も実施してまいりましたが、にぎわい創出委員会という名称を改めて、七戸（仮

称）駅開業事業実行委員会という組織を拡大いたしまして、いわゆるソフト部分の事業で

ございまして、１９年度は県の単独事業で、この補助率は基本的には２分の１でございま

すが、新幹線の開業のＰＲということで、特に認めていただきまして、県から３分の２の

補助をいただいて、今年度は５００万円事業、さらには小川原開発センターでしたでしょ

うか、むつ小川原のほうから特別また１００万円をいただいて、今年度は６００万円で事

業。

その内容につきましては、ポスター、チラシそれから缶ジュース、テッシュ等のＰＲ活

動に必要なものについて今年度実施してまいりました。それを継続いたしまして、さらに

進めるために事業費をもう少し県のほうにいただきたいということで、総額で７８０万円

の事業計画をもとに、内々のヒアリングを受けましたら認めていただいて、これもいずれ

も特認ということで３分の２の補助をいただいて、県から５２０万円の補助をいただいて

残りは町ということで実施してまいります。

その大まかな内容につきましては、一つ目は新駅圏交流事業、それから情報発信のＰＲ

事業、それから昨年度駅弁ということで一品料理ということでコンテストでスタートいた

しましたが、今年度はさらに、その一つのメニューと弁当として、製品化できるような形

ということで、その駅弁を含めた特産品の開発事業、それから、大きく最後になりますが

観光の振興事業、その中にはモニターツアー等の開催等を含めて、さらにソフト部分の事

業を進めてまいりたいと。

主な内容はこのようなことでございます。

以上でございます。

○委員長（天間清太郎君） 副町長。

○副町長（小又 勉君） 花松団地の建設工事と、もう一つが大体同時期に財政上の理由

で延ばしていたものがありました。七戸の城跡の整備の事業だと思いますけれども、財政

的に好転してくれば、これ当然やるということで、捨てているわけではありませんので、

そろそろこの辺で改めて文化庁へ、いわゆる打診といいますか、これの再開ということで

これはやらなければならないと思っています。

○委員長（天間清太郎君） ほかにありませんか。
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１１番。

○委員（川村三十三君） 新幹線のＰＲ問題が出たので聞きますが、県南新聞によります

と、十和田の市長は、駅名について十和田をつけてくれるのであれば応分の経費を出す

と、こういうようなことが書いてありますが、当町の町長にそういうようなことがお電話

でもメールでもございましたか。

○委員長（天間清太郎君） 町長。

○町長（福士孝衛君） お答えを申し上げます。

先般、十和田の市長が参りました。はっきり申し上げまして、何か十和田という名前も

七戸と一緒につけられないものでしょうかという、そういうお願いにきたということで参

りました。私は、その際もはっきりと申し上げておきました。十和田市さんが中心となっ

ていろいろな面で協力をして七戸に駅ができることになっているのですけれども、これは

上十三の皆さんが大変な御尽力をされた成果だと、結果だと。だから、上十三広域圏の市

町村圏の中で話し合いをして、いろいろと集約をしながら詰めていくというのが筋でしょ

うということでお答えをしていました。

私も県南新聞の記事は読ませていただきました。十和田の市長さんはそういう思いで

いっぱいだと思っています。また、負担をしてもいいなという思いもあろうかと思いま

す。

ただ、それらについても、七戸と十和田市との協議だけで、ああそうか、じゃしようと

いうそういう短絡的なことはできないと。もっと広く、昔から言う、何と言いますか、教

育五カ条ですか、広く会議を起こし何だかかんだかで言っておりますが、そういう話に

なっておりますので、ひとつ御理解をいただきたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） １１番。

○委員（川村三十三君） いずれにいたしましても早期に、いや、あなたが在職中にやる

のか中野渡市長だって来年が選挙控えてます。しかも当時の首長は大分欠けていますか

ら、野辺地だってそうだし三沢もしかり、それから奥入瀬町もそうだし、六戸もそうです

し、なたも欠落しいなくなったら、市長も欠落したら、次の首長が、やはり七戸がそのと

きに七戸の首長が主体性を持って、七戸・十和田と名前をつけるのであればそれはいいか

もしれない。しかし、十和田・七戸とつけるのではどうのこうのと、これはやっぱりあな

たのほうから、特別委員会のほうに諮問する中で、議員の論を沸き立てて、そして関係す

る方々も集まって、私は早期に決める必要があろうかと思うのです、そういう名称につい

ては。

あなたみたいに、まだ腹の中にあるかもしれないけれども、どっちに転ぶのだろうなと

ような、今、私から見るとあいまいなんです。あなたの理念が恐らくあると思うのです。

ただし、我々にそれを表明しない。民主主義の世の中は情報公開をする中で、腹を割って

話すということは一番いいことなんです。

そういう意味から言うと、笑わないでください、真剣に話しているのだから。そういう
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意味で、主体性が当町にあるわけですから、ですから、恩義は恩義としながらも、やはり

この教育と文化の町というものを前面に押し出す中で駅名をつけていくべきだと思うの

で、早期に特別委員会のほうに検討するように諮問していただきたいものだと、こう思っ

ているわけであります。

それで、先ほど副町長言いました北舘についてはまた明日のこれは課題にしまして、明

日大いに論議をしていきたいものだと、こう思っていますから、今のところは答弁要りま

せん。

○委員長（天間清太郎君） １４番。

○委員（田島政義君） 工事請負費の７９ページ花松団地で、これ課長、七戸の倉越団地

は坪６５万円か７０万円のオール電化に建てたんですが、建ってみたら階段上がれば音は

する、２階と上とうるさい、騒がしいのけんか、例えば普通の、我々が建てると坪４０万

円でも建つような建て方です。何回もあれ議論されました。

ですから、今、この５,８００万円、２棟で５,８００万円ですからどのくらいの建てる

かわからないとしても、大体坪幾らで見てますか。

それからもう一つ、新幹線の課長のほうに、昨日、余り言うとあれですから言わなかっ

たのですが、減歩する、仮に金額に直したらどのくらいの金額なのか、それちょっと教え

てください、地権者の減歩で。

○委員長（天間清太郎君） 建設課長。

○建設課長（天間一二君） １４番委員にお答えします。

花松団地の建設ですけれども、２戸１棟となりまして、二つ住宅並んで１棟で建ちま

す。それで、坪当たりですけれども、６８万３,０００円です。これは今の試算で６８万

３,０００円になっています。

○委員長（天間健治君） 新幹線建設対策課長。

○新幹線建設対策課長（八嶋 亮君） お答え申し上げます。

非常に適切か適切でないか、ちょっとあれですが、先ほど、昨日、４ヘクタール、簡単

に言いますと４ヘクタールの減歩で、地権者の方々から御協力いただきました。それをま

だ金銭に直すとすれば、町で駐車場用地として取得したときに設定した金額から考えます

と、１万１,５００円から４区分にわたって一番高いのが１平米１万６,０００円というこ

とで、４ランクに区分した経緯がございます。その平均値を取りますと、平米当たり１万

３,８００円ということで４ヘクタール、４万平米を掛けますと約５億６,０００万円と、

金額に置きかえるとそのくらいの額になるということでございます。

以上でございます。

○委員長（天間清太郎君） １４番。

○委員（田島政義君） 町長、本当に地権者の方も、役場の試算で５億６,０００万円で

すから、これ普通の売買したら７億から８億ぐらい地権者の方も、町も５０億円出すかわ

りに地権者もそのくらい出しているんだというのだけは、私、町民も、本当に、これも
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らったと思っているのです、皆、正直言いますけれども。あれは、いただいていないので

す。協力している分ですから。

だから、その辺もどうぞ金額もこのぐらい地権者の方から、副町長もひとつ認識して、

御説明のときにお願いしたいと。

６８万円と、総ヒバですか、ちょっと副町長どうです。坪６８万円だと、普通の家だと

総ヒバで建つのです。高いと思いませんか、どうです、その高い安いだけでいいです。

○委員長（天間清太郎君） 副町長。

○副町長（小又 勉君） そうです、民間の個人の発注の感覚で言えば、非常に高いと思

います、面積の割には。ただ、いろいろあると思いますけれども、例えば水回りが二つ分

だと、２戸１棟ということで。その水回りとかそういったものでもまたお金がかかるとい

うことらしいのです。

だけども、今６８万円というの今改めて聞きましたので、精査して、非常に高いと思い

ます。十分にこの辺もう一回検討はしてみたいと思います。

ただし、民間の発注とはまた、役所の場合ですと管理が非常に経費がかかるという部分

もあります。その辺は理解していただきたいと思います。

○委員長（天間清太郎君） ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） ７９ページから８０ページまで、９款消防費について発言を

許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） お諮りします。

本日の予算審査特別委員会はこの程度にとどめ、明日に延会したいと思いますので、こ

れに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（天間清太郎君） なしと認めます。

したがいまして、本日の予算審査特別委員会は、これをもって延会に決定しました。

なお、３月１３日の予算審査特別委員会は、午前１０時再開します。

本席から告知します。

本日は大変御苦労様でした。

散会 午後 ５時０４分


